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令和２年９月甲良町議会定例会会議録 

令和２年９月４日（金曜日） 

 

◎本日の会議に付した事件（議事日程） 

第１       会議録署名議員の指名 

第２       会期の決定 

第３ 報告第５号 専決処分の報告について 

第４ 報告第６号 令和元年度甲良町財政健全化判断比率の報告について 

第５ 報告第７号 令和元年度甲良町下水道事業特別会計資金不足比率の報

告について 

第６ 報告第８号 令和元年度甲良町水道事業会計資金不足比率の報告につ

いて 

第７ 認定第２号 令和元年度甲良町一般会計歳入歳出決算認定について 

第８ 認定第３号 令和元年度甲良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

第９ 認定第４号 令和元年度甲良町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

第10 認定第５号 令和元年度甲良町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入

歳出決算認定について 

第11 認定第６号 令和元年度甲良町土地取得造成事業特別会計歳入歳出決

算認定について 

第12 認定第７号 令和元年度甲良町墓地公園事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

第13 認定第８号 令和元年度甲良町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

第14 議案第９号 令和元年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

第15 認定第10号 令和元年度甲良町水道事業会計歳入歳出決算並びに事業

報告の認定について 

第16 認定第11号 令和元年度滋賀県市町村交通災害共済組合会計の決算の

認定について 

第17 議案第42号 甲良町住宅新築資金等貸付事業減債基金条例を廃止する

条例 

第18 議案第43号 甲良町特別会計条例の一部を改正する条例 

第19 議案第44号 甲良町使用料徴収条例の一部を改正する条例 
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第20 議案第45号 甲良町税条例の一部を改正する条例 

第21 議案第46号 令和２年度甲良町一般会計補正予算（第５号） 

第22 議案第47号 令和２年度甲良町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号） 

第23 議案第48号 令和２年度甲良町介護保険事業特別会計補正予算（第１

号） 

第24 議案第49号 令和２年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号） 

第25 議案第50号 契約の締結につき議決を求めることについて（甲良中学

校便所改修工事） 

第26 議案第51号 契約の締結につき議決を求めることについて（甲良東小

学校エレベーター設置工事） 

第27 議案第52号 契約の締結につき議決を求めることについて（小中学校

児童生徒用タブレット購入） 

第28 議案第53号 訴えの提起につき議決を求めることについて（追認） 

第29 議案第54号 訴えの提起につき議決を求めることについて（追認） 

第30 同意第16号 甲良町固定資産評価審査委員会委員の選任につき、同意

を求めることについて 

第31 同意第17号 甲良町教育委員会委員の任命につき、同意を求めること

について 

第32 同意第18号 甲良町教育委員会委員の任命につき、同意を求めること

について 

第33 請願第４号 甲良町教育施設などと全家庭に安定ヨウ素剤の事前配布

を求める請願 

第34 意見書第１号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急

激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書（案） 

第35       一般質問 

 

◎会議に出席した議員（１１名） 

   １番 小 森 正 彦 ２番 岡 田 隆 行 

   ３番 山 田   充 ４番 山 田 裕 康 

   ５番 野 瀬 欣 廣 ６番 宮 嵜 光 一 

   ７番 丸 山 恵 二 ８番 木 村   修 

   ９番 建 部 孝 夫 １１番 西 澤 伸 明 

  １２番 阪 東 佐智男 
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◎会議に欠席した議員 

   な  し 

 

◎会議に出席した説明員 

 町 長 野 瀬 喜久男 教 育 長 松 田 嘉 一 

 総 務 課 長 中 川 雅 博 教 育 次 長 福 原   猛 

 会計管理者 宮 川 哲 郎 学校教育課長 藤 村 善 信 

 税 務 課 長 大 野 けい子 建設水道課長 村 岸   勉 

 企画監理課長 北 坂   仁 人 権 課 長 丸 澤 俊 之 

 住 民 課 長 小 林 千 春 建設水道課参事 丸 山   正 

 保健福祉課長 中 村 康 之 呉竹地域総合センター館長 大 野 矢寿代 

 産 業 課 長 西 村 克 英 総務課主幹 岩 瀬 龍 平 

 

◎議場に出席した事務局職員 

 事 務 局 長 橋 本 浩 美 書 記 白波瀬   愛 
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（午前 ９時１０分 開会） 

○阪東議長 ただいまの出席人数は１１人です。 

 議員定足数に達していますので、令和２年９月甲良町議会定例会を開会し

ます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、既に配布しているとおりです。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に、５番 野瀬議員、６番 宮嵜議員を指名します。 

 次に、日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２４日までの２１日間としたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阪東議長 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から９月２４日までの２１日間と決定し

ました。 

 これより、町長の挨拶、行政報告ならびに提案説明を求めます。 

 町長。 

○野瀬町長 本日、令和２年９月甲良町議会定例会を招集いたしましたところ、

議員各位におかれましては、大変お忙しいところ、ご出席いただきまして誠

にありがとうございます。また、平素は、町政全般にわたりまして格別のご

支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 また、９月２日の第６回甲良町議会臨時会におきましては、誠に急な招集

にもかかわらず、再議に付した議案につきまして、適切に議決を賜りました

ことについて、厚く御礼を申し上げます。 

 それでは、提案説明の前に、２点の行政報告をさせていただきます。 

 まず、１点目は、彦根愛知犬上広域行政組合の新しいごみ処理施設の設置

に関する状況について報告申し上げます。ご承知のとおり、候補地が再公募

された上、審査の上、彦根市、西清崎町に建設候補地が決定をされ、その後、

候補地の地歴調査業務、地形測量業務、地質調査業務、施設整備・造成等基

本設計業務、環境影響評価業務が順次委託、発注をされているところであり

ます。施設整備・造成等基本業務については令和３年９月末日まで、環境影

響評価業務については令和５年９月末日まで継続して業務が進められていき

ます。 

 また、彦根愛知犬上新ごみ処理施設整備連絡協議会設置の事務局案が示さ

れ、学識経験者、建設候補地の住民代表者、建設候補地周辺地域の住民代表
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者、彦根市内で環境保全に取り組む環境団体関係者、彦根市の関係行政職員

で委員が構成された上で協議が進められますが、現時点では準備の段階であ

ります。 

 次に、近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会の状況について報告をいたし

ます。 

 令和元年度までに検討がなされてきました近江鉄道線全線を存続するとし

て、滋賀県、沿線市町、近江鉄道、公共交通機関代表者、学識経験者、関係

団体などで、３１人で構成する法定協議会が設立されました。法定協議会と、

県知事と、１０市町と、近江鉄道社長で構成する近江鉄道沿線自治体調整会

議が断続的に開催をされ、また、７月２５日と８月６日の２回に分けて近江

鉄道全線のフィールドワークが開催され、現地踏査をいたしました。 

 現在の状況は、沿線地域の公共交通の課題や各種データ分析をしながら、

本題については、地域公共交通計画、鉄道事業再生構築実施計画を、本年度

は検討年として、令和３年度から令和５年度の３カ年を運営改善期間として、

令和６年度に上下分離方式をスタートさせるスケジュールが調整中でありま

す。また、上下分離方式とは、近江鉄道を運行会社として、主に鉄道施設、

車両の保守管理業務を行い、沿線１０市町が第三者事業者として仮称鉄道管

理機構を設立する方式で、鉄道の再生方式は、他地域においても、国の補助

率が高いこの方式が採用されているのがほとんどであります。いわゆる近江

鉄道は車両を運行し、沿線市町が鉄道軌道敷を保有する方式を上下分離方式

といいます。 

 今後、沿線市町、滋賀県の費用負担についての算定根拠づくりの協議が始

まっていく予定であります。他の市町は、議会に状況報告はされる予定はあ

りませんが、現時点の状況報告をさせていただき、今後は、沿線市町と足並

みをそろえながら、町議会へ資料提示しながら、状況報告と協議をさせてい

ただきたいと考えております。 

 それでは、提案説明をさせていただきます案件について、その概要を申し

上げます。 

 報告第５号は、滞納公営住宅家賃に関する和解についての報告であります。 

 報告第６号から第８号は、財政健全化判断比率および公営企業会計の資金

不足比率の報告であります。令和元年度の状況として、実質赤字比率および

連結実質赤字比率については、実質収支が黒字のため、比率は算出されてい

ません。実質公債費比率につきましては１１．３％となり、前年より０．５

ポイントよくなりました。将来負担比率につきましては３．８％でありまし

た。公営企業会計における資金不足比率は、下水道事業会計におきまし

て４４．１％と、基準に比べ数値がオーバーしていますが、特別会計から企
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業会計に移行したため、未収金が影響した過渡的比率であります。水道事業

におきましては資金不足を生じておりませんので、比率は算出されていませ

ん。引き続き、各会計とも財政の健全維持に向けて努力する所存であります。  

 認定第２号から認定第１０号は、令和元年度甲良町一般会計および特別会

計・企業会計の歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。  

 普通会計における決算額を前年度と比較しますと、歳入総額が３０

億５，１７１万６，０００円で、対前年１億６，５３８万８，０００円減少。

歳出総額が３６億５，７５４万８，０００円で、対前年４，６５２万５，０００

円減少となっております。歳入の減額理由として、大きくは、地方創生関係

交付金や社会資本整備交付金など、国庫支出金の減、繰入金の減によるもの

でございます。 

 次に、地方債現在高につきましては、順調に償還を行い、対前年１

億９，５１２万４，０００円減の２２億９，３６２万４，０００円となりま

した。よって、地方債現在高比率につきましても、対前年６．２ポイント減

少し、９９．８％になりました。 

 また、積立金現在高につきましては、対前年４，５９２万３，０００円の８

億２，８７８万円となりました。 

 今後、財政運営につきましては、徴収対策について個別に取り組むととも

に、脆弱体質を見据えて、事業仕分や事業縮減に取り組み、財政健全化につ

なげたいと考えております。 

 認定第１１号は、県民に対する災害見舞金を給付する市町村交通災害事業

が令和元年度をもって事業終了したことから、構成団体の本町において、令

和元年度滋賀県市町村交通災害共済組合会計の決算の認定についてをお願い

するものであります。 

 議案第４２号は、甲良町住宅新築資金等貸付事業減債基金条例を廃止する

条例で、甲良町住宅新築資金等貸付事業特別会計が持つ全ての資金と債権は

一般会計へ移管するものであります。 

 議案第４３号は、甲良町特別会計条例の一部を改正する条例で、甲良町住

宅新築資金等貸付事業特別会計と甲良町土地取得事業特別会計を廃止する一

部改正であります。 

 議案第４４号は、甲良町使用料徴収条例の一部を改正する条例で、青少年

育成の観点から、甲良町スポーツ少年団が利用する場合の照明代については

減免適用であり、所要の改正を行うものであります。 

 議案第４５号は、甲良町税条例の一部を改正する条例で、地方税法の一部

を改正する法律が施行され、そのことに伴いまして、所要の改正を行うもの

であります。 
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 議案第４６号は、令和２年度一般会計補正予算（第５号）で、２億４０

万８，０００円を追加いたし、補正後の予算総額を５１億７，３５１

万２，０００円とするものであります。主な補正項目といたしましては、歳

入では普通交付税４，９８２万６，０００円、地方創生臨時交付金３，６８９

万３，０００円、財政調整基金繰入金１，１２６万７，０００円、前年度繰

越金７，３２９万円を増額いたし、歳出では、総務管理費で地方創生特別補

助金３，９００万円、交通安全施設整備費７５０万５，０００円、社会福祉

費で、介護保険会計繰出金３，２０３万３，０００円、清掃費で、粗大ごみ

収集委託１，０３２万６，０００円、農業費で、農業整備費６６０万円、商

工費で、誘客多角化事業委託２，０００万円、道路橋梁費で、除雪委託５３８

万９，０００円などを予算追加しております。 

 議案第４７号は、令和２年度甲良町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）で、４，１５０万円を追加いたし、総額を９億７，５８７万２，０００

円とするものであります。主な内容といたしましては、前年度繰越金を歳入

計上し、支出では、基金積立てを増額するものであります。 

 議案第４８号は、令和２年度甲良町介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）で、４，４８５万７，０００円を追加いたし、総額を９億１，６７７

万５，０００円とするものであります。主な内容といたしましては、一般会

計繰入金と前年度繰越金を増額いたし、補助金返還等の財源に充てるもので

あります。 

 議案第４９号は、令和２年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）で、６３万４，０００円を追加し、総額を８，１１９万６，０００

円とするものであります。主な内容といたしましては、繰越金、広域連合負

担金であります。 

 議案第５０号は、契約の締結につき議決を求めることについて、甲良中学

校便所改修工事で、契約金額は６，１８２万円であります。 

 議案第５１号は、契約の締結につき議決を求めることについてで、甲良東

小学校エレベーター設置工事で、契約の金額は６，２４８万円であります。 

 議案第５２号は、契約の締結につき議決を求めることについてで、小中学

校児童生徒用タブレット購入で、契約の金額は２，２５０万円であります。 

 議案第５３号、５４号は、訴えの提起につき議決を求めることについて（追

認）で、５月臨時会で報告をいたした訴えの提起につき追認の議決をお願い

するものであります。 

 議案第１６号は、任期満了に伴う甲良町固定資産評価審査委員会委員の選

任につき、同意を求めるものであります。 

 同意第１７号、１８号は、甲良町教育委員会委員の任命につき、同意を求
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めるものであります。 

 以上、本日提案いたしました案件につきまして、その概要の説明を申し上

げました。何とぞよろしくご審議いただき、適切な認定、議決、同意を賜り

ますようお願い申し上げまして、提案説明とさせていただきます。 

○阪東議長 次に、日程第３ 報告第５号を議題とします。 

 報告書が提出されていますので、報告を求めます。 

 人権課長。 

○丸澤人権課長 報告に先立ちまして、本日差し替えをさせていただきました。

こちらは、差し替え前の文章は、本文の……。ごめんなさい、報告第５号の１

枚、おめくりください。専第８号 専決処分書について訂正をいたしました。 

 本文２行目、訂正前は「訴えの提起」となっておりますが、本来は和解に

関することでしたので、正しく「和解することについて」に訂正いたしまし

た。すいませんでした。 

 では、報告に入ります。 

 報告第５号 専決処分の報告について。 

 公営住宅家賃請求和解申立事件に関し、和解について、地方自治法第１８０

条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定

により報告する。 

 令和２年９月４日。 

 甲良町長 野瀬喜久男。 

 １枚おめくりください。 

 専第８号 専決処分書。 

 公営住宅家賃請求に関する訴え提起前の和解。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、和解することについて専決処

分する。 

 令和２年８月２１日。 

 甲良町長 野瀬喜久男。 

 和解内容の詳細については、実際のもので説明いたしますので、１枚おめ

くりください。 

 和解条項１、未払い家賃等の額。 

 申立人が平成３年９月１４日付で行った使用許可に基づく別紙、物件目録

記載の建物使用に係る家賃につき、相手方は申立人に対し、令和２年８月２０

日時点において、未払い家賃元金１２５万９，０００円および当該未払い家

賃元金に対する遅延損害金９９万４，２６０円を支払う義務があることを認

める。 

 ２、未払い家賃等の支払い方法。 
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 前項の金員について、相手方は申立人に対し、次のとおり分割して支払う。 

 ①令和２年９月から令和６年１２月まで毎月末日限り２万４，０００円ず

つ、合計５２回。 

 ②令和７年１月末日限り１万１，０００円（最終回）。 

 ③第１項の金員から上記①および②記載の金員を除いた金員の支払い方法

については、上記②記載の最終回分の支払い後に申立人と相手方が別途協議

を行う。 

 ３、家賃の支払い。 

 相手方は申立人に対し、前項のとおりに未払い家賃を分割して支払うほか、

本件使用許可に基づき、毎月末日限り、当月分の家賃８，０００円を支払う。 

 ４、明渡し請求の取消し。 

 申立人は、相手方に対し、本件建物を引き続き使用することを認める。 

 ５、期限の利益損失。 

 相手方が第２項記載の分割金の支払いを１回でも怠ったときは、相手方は

当然に期限の利益を失い、申立人に対して、第１項の金員から既支払金を控

除した残額を直ちに支払う。 

 ６、分割金未払いによる使用許可取消し。 

 相手方が第２項記載の分割金の支払いを１回でも怠ったときは、申立人は

相手方に対して催告することなく、本件使用許可を取り消すことができる。 

 ７、家賃未払いによる使用許可取消し。 

 相手方が第３項記載の金員の支払いを怠り、その額が２万４，０００円に

達したときは、申立人は相手方に対して催告することなく、本件使用許可を

取り消すことができる。 

 ８、使用許可取消し。 

 裏面をご覧ください。 

 第６項または第７項に基づき、申立人が本件使用許可を取り消した場合、

相手方は申立人に対し、本件建物を明け渡す。 

 ９、残置物の所有権放棄。 

 前項の場合、相手方は本件建物の明渡し後、本件建物内に残置した一切の

動産類の所有権を放棄し、申立人がいかように処分しようとも異議を述べな

い。また、残置動産類の撤去に要する費用は、相手方の負担とする。 

 １０、使用損害金の支払い。 

 本件使用許可を取り消された日から本件建物の明渡し済みまで、相手方は

申立人に対し、１カ月当たり金１０万円を支払う。 

 １１、清算条項。 

 申立人と相手方は、第１項の金員に関し、本和解条項に定めるほか、申立
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人と相手方の間には何らの債務、債権のないことを相互に確認する。 

 １２、和解費用。 

 和解費用は各自の負担とする。 

 以上でございます。 

○阪東議長 これをもって報告を終わります。 

 次に、日程第４ 報告第６号から日程第６ 報告第８号までを一括議題と

します。 

 報告書が提出されておりますので、報告を求めます。 

 総務課長。 

○中川総務課長 報告第６号です。令和元年度甲良町財政健全化判断比率の報

告についてということで、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条

第１項の規定により、甲良町財政健全化判断比率を報告いたします。 

 次のページをお願いいたします。 

 まず、①ですが、実質赤字比率。早期健全化基準は１５％でありますが、

該当はありません。②の連結実質赤字比率、基準が２０％ですが、該当はあ

りません。③の実質公債費比率でありますが、基準が２５％でありますが、

甲良町は１１．３％であります。④で、将来負担比率でありますが、基準

が３５０％でありますが、甲良町においては３．８％であります。 

 以上、報告であります。 

○阪東議長 建設水道課長。 

○村岸建設水道課長 報告第７号 令和元年度甲良町下水道事業特別会計資金

不足比率の報告について、ご報告申し上げます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、

甲良町下水道事業特別会計資金不足比率を報告するものであります。 

 裏面の方をお願いいたします。 

 資金不足比率につきまして、令和元年度４４．１％、基準におきまして

は２０％。この原因につきましては、企業会計に移行したことに伴うもので

ございます。 

 続きまして、報告第８号 令和元年度甲良町水道事業会計資金不足比率の

報告について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の

規定により、甲良町水道事業会計資金不足比率を報告するものでございます。 

 裏面をお願いいたします。 

 令和元年度資金不足比率については、水道事業につきましてはございませ

んでした。どうかよろしくお願いいたします。 

○阪東議長 これをもって報告を終わります。 

 ここで、監査委員の木村議員から令和元年度甲良町財政健全化比率、同じ
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く下水道事業特別会計資金不足比率ならびに水道事業会計資金不足比率の審

査意見書が提出されておりますので、その報告を求めます。 

 木村議員。 

○木村議員 それでは、朗読をもって報告に代えさせていただきたいと思いま

す。 

 甲良町長 野瀬喜久男様。 

 甲良町監査委員 上野安德 同 木村修。 

 令和元年度財政健全化審査意見書。 

 財政健全化法第３条第１項の規定により、令和元年度甲良町財政健全化に

ついて判断比率を審査した結果、その意見は次のとおりである。 

 審査の概要。この財政健全化審査は、町長から提出された健全化判断比率

およびその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか

どうかを主眼として実施した。 

 審査の結果。総合意見。審査に付された下記健全化判断比率およびその算

定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているもの

と認められる。 

 裏面をお願いします。 

 ２、個別意見。 

 ①実質赤字比率について。令和元年度の実質収支は黒字のため、実質赤字

比率は算出されない。 

 ②連結実質赤字比率について。令和元年度の連結実質収支は黒字のため、

連結実質赤字比率は算出されない。 

 ③実質公債費比率について。令和元年度の実質公債費比率は１１．３％と

なっており、前年度に比べて０．５ポイント低くなった。早期健全化基準

の２５％と比較すると、これを下回り、良好である。 

 ④将来負担比率について。前年度においては算出されなかったが、令和元

年度の将来負担比率は３．８％となった。早期健全化基準の３５０％と比較

すると、これを下回り、良好である。 

 ３、是正改善を要する事項。 

 特に指摘すべき事項はない。 

 続きまして、甲良町下水道事業特別会計経営健全化審査意見書。 

 財政健全化法第２２条第１項の規定により、令和元年度甲良町下水道事業

特別会計の経営健全化について、判断比率を審査した結果、その意見は次の

とおりである。 

 審査の概要。この経営健全化審査は、町長から提出された資金不足比率お

よび算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうか
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を主眼として実施した。 

 審査の結果、総合意見。審査に付された下記資金不足比率および算定の基

礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認め

られる。 

 記、資金不足比率４４．１％。健全化基準２０％。 

 個別意見。 

 資金不足比率について。前年度において、資金不足比率は算出されなかっ

たが、令和元年度は４４．１％となっている。それは、令和２年度からの公

営企業会計への移行に伴うものである。 

 ３、是正改善を要する事項。 

 経営健全化基準内におさまるよう努められたい。 

 次に、甲良町水道事業会計経営健全化審査意見書。 

 財政健全化法第２２条第１項の規定により、令和元年度甲良町水道事業会

計の経営健全化について、判断比率を審査した結果、その意見は次のとおり

である。 

 審査の概要。この経営健全化審査は、町長から提出された資金不足比率お

よび算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうか

を主眼として実施した。 

 審査の結果。総合意見。審査に付された下記、資金不足比率および算定の

基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認

められる。 

 比率名、資金不足比率。令和元年度はありません。 

 ２、個別意見。 

 資金不足比率について。資金不足は生じていないため、資金不足比率は算

出されない。 

 ３、是正改善を要する事項。 

 特に指摘すべき事項はない。 

 以上でございます。 

○阪東議長 ありがとうございました。以上で報告を終わります。 

 次に、日程第７ 認定２号から日程第１０ 認定第１０号までの９議案を

一括議題とします。 

 議案を朗読させます。 

○橋本事務局長 認定第２号 令和元年度甲良町一般会計歳入歳出決算認定に

ついて。 

 認定第３号 令和元年度甲良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて。 
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 認定第４号 令和元年度甲良町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 認定第５号 令和元年度甲良町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算認定について。 

 認定第６号 令和元年度甲良町土地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認

定について。 

 認定第７号 令和元年度甲良町墓地公園事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて。 

 認定第８号 令和元年度甲良町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて。 

 認定第９号 令和元年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

認定について。 

 認定第１０号 令和元年度甲良町水道事業会計歳入歳出決算並びに事業報

告の認定について。 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年９月４日。 

 甲良町長。 

○阪東議長 認定第２号から認定第９号までは会計管理者、認定第１０号は建

設水道課長において、順次説明を求めます。 

 会計管理者。 

○宮川会計管理者 おはようございます。 

 それでは、私の方から、認定第２号から第９号 令和元年度甲良町一般会

計および特別会計の決算書について報告いたします。 

 まずは、一般会計決算書を２枚おめくりください。 

 タイトルが令和元年度甲良町一般会計決算書となっております。このペー

ジから始めさせていただきたいと思います。 

 まず、歳入歳出予算額４４億２，７７２万３，０００円、歳入決算額３８

億５，０６８万７，７７３円、歳出決算額３６億５，６８０万８，７５８円、

歳入歳出差引残額１億９，３８７万９，０１５円、うち翌年度繰越財

源７，３８２万１，０００円、実質収支１億２，００５万８，０１５円。 

 次のページをお開きください。 

 続きまして、歳入を読み上げさせていただきますが、款ごとの収入済額、

不納欠損額、収入未済額のみ読み上げ、ゼロ円の読み上げは省略いたします。 

 １款 町税、収入済額８億６，５４２万７，７０６円、不納欠損額４７４

万７，８９８円、収入未済額２，６９６万５，０２７円、２款 地方譲与

税３，４６７万３円、３款 利子割交付金７２万７，０００円、４款 配当
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割交付金３２１万６，０００円、５款  株式等譲渡所得割交付金２２０

万８，０００円、６款 地方消費税交付金１億１，８１２万８，０００円、７

款  自動車取得税交付金７９５万４，８１０円、８款  環境性能割交付

金２００万６，０００円。 

 ３ページをお開きください。 

 ９款 地方特例交付金２，４２９万円、１０款 地方交付税１６億５４３

万１，０００円、１１款 交通安全対策特別交付金９２万１，０００円、１２

款 分担金及び負担金２，２６０万９，２６０円、３９３万４，８１０円、１３

款 使用料及び手数料２，０７４万１，５８０円、２，３９１万７，８００

円、１４款 国庫支出金２億４，９５１万３，６０７円、３，５８８万５，０００

円、１５款県支出金２億２，３８７万１，７４７円、１，１７５万円、１６

款 財産収入２，３０１万７２３円、３６万円。 

 ５ページをお開きください。 

 １７款 給付金４，５５６万３，９６５円、１８款  繰入金１，６４０

万６，８６８円、１９款 繰越金３億１，３０２万９，７４０円、２０款 諸

収入１億３３６万６，７６４円、２１万７，７００円、３３２万８，６１６

円、２１款 町債１億６，７５９万４，０００円、１億１，０４０万円。歳

入合計３８億５，０６８万７，７７３円、４９６万５，５９８円、２億１，６５４

万１，２５３円です。 

 ７ページをお開きください。 

 歳出でございます。歳入と同様に、款ごとに支出済額、翌年度繰越額のみ

を読み上げさせていただきます。 

 １款 議会費、支出済額６，１５８万６０６円、２款 総務費６億５，３３２

万３，４５６円、翌年度繰越額２，８１４万９，０００円、３款 民生費１１

億２１４万２，６７７円、４款 衛生費２億６，０５３万７，９３３円、５

款 労働費１５１万２，６００円、６款 農林水産業費９，１９４万８，７７８

円、１，０００万円、７款 商工費２，６３２万５，１４６円。 

 ９ページをお開きください。 

 ８款 土木費３億９，９２３万４，９０６円、７００万円、９款 消防費１

億４，２２８万６，７０４円、１，１６９万３，０００円、１０款 教育費５

億３，７１３万３，１７８円、１億７，５０１万４，０００円、１１款 災

害復旧費はありません。１２款 公債費３億８，０４０万７，３６９円、１３

款 諸支出金３７万５，４０５円、１４款 予備費はございません。 

 １１ページをお開きください。 

 歳出合計３６億５，６８０万８，７５８円、２億３，１８５万６，０００

円でございます。 
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 続きまして、特別会計に移らせていただきますので、別冊をご用意くださ

い。別冊の決算書となります。２枚おめくりください。 

 こちらより認定第３号から第９号までを報告いたします。会計ごとに表紙

の色が違いますので、その色を参考にしてページをお開きください。読み上

げは一般会計同様とさせていただきます。 

 まずは、令和元年度甲良町国民健康保険特別会計決算書。 

 歳入歳出予算額９億４，６５４万６，０００円、歳入決算額８億９，７０３

万５，７４７円、歳出決算額８億４，６０５万２，５３９円、歳入歳出差引

残額５，０９８万３，２０８円、実質収支５，０９８万３，２０８円。 

 １ページをお開きください。 

 歳入。１款 国民健康保険税、収入済額１億４，５７８万９，０７５円、

不納欠損額３３０万５，１３０円、収入未済額１，８７０万８，０５９円、２

款 使用料及び手数料７万９，９９９円、３款 国庫支出金３４万６，０００

円、４款  県支出金６億１，８４３万３，９２７円、５款  財産収入１

万８，６８３円、６款  繰入金８，４２７万６，８１１円、７款  繰越

金３，９２８万５，８３０円、８款 諸収入８８０万５，４２２円、９款 町

債はございません。 

 ３ページをお開きください。 

 歳入合計８億９，７０３万５，７４７円、３３０万５，１３０円、１，８７０

万８，０５９円です。 

 続きまして、５ページをお開きください。 

 歳出でございます。１款 総務費、支出済額３，１２３万９，３９９円、２

款 保険給付費６億８２万７，５４４円、３款 国民健康保険事業費納付金１

億８，８５６万７，６３１円、４款 共同事業拠出金１３０円、５款 財政

安定化基金拠出金はありません。６款 保健事業費１，１０５万７，０６９

円、７款 基金積立金１万８，６８３円。 

 ７ページをお開きください。 

 ８款 公債費６００万円、９款 諸支出金８３４万２，０８３円、１０款

 予備費はございません。歳出合計８億４，６０５万２，５３９円でござい

ます。 

 続きまして、水色の表紙、下水道事業特別会計に移らせていただきます。  

 令和元年度甲良町下水道事業特別会計決算書です。 

 歳入歳出予算額４億９，３９５万３，０００円、歳入決算額２億７，９９９

万７，１１３円、歳出決算額４億６，５７６万４，３９５円、歳入歳出差引

残額マイナス１億８，５７６万７，２８２円、実質収支マイナス１億８，５７６

万７，２８２円です。 
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 １ページをお開きください。 

 歳入です。１款 分担金及び負担金、収入済額１１４万８００円、収入未

済額５万１，０００円、２款 使用料及び手数料８，８４９万４，７２０円、

不納欠損額８万２，０６０円、８３５万１００円、３款 国庫支出金６８０

万５，０００円、４款 財産収入はございません。５款 繰入金１億６，６５０

万円、５，０６１万８，０００円、６款 繰越金８万９，１７３円、７款 諸

収入６万７，４２０円、８款 町債１，６９０万円、１億４，６７０万円。

歳入合計２億７，９９９万７，１１３円、８万２，０６０円、２億５７１

万９，１００円。 

 ３ページをお開きください。 

 歳出です。１款 総務費、支出済額５，１８５万９，８２４円、２款 下

水道事業費５，８０６万２，５０９円、３款  公債費３億５，５８４

万２，０６２円、４款 予備費はございません。歳出合計４億６，５７６

万４，３９５円、歳入歳出差引残額マイナス１億８，５７６万７，２８２円

につきましては、下水道事業については、令和２年４月１日から地方公営企

業法が適用されたことにより、同法の規定による下水道事業会計へ引き継ぎ

ました。 

 それでは、続きまして、ピンク色の表紙、住宅新築資金等貸付事業特別会

計に移らせていただきます。 

 令和元年度甲良町住宅新築資金等貸付事業特別会計決算書。 

 歳入歳出予算額６，５７７万２，０００円、歳入決算額１，８２６

万２，８４８円、歳出決算額１，８２５万９，０１３円、歳入歳出差引残

額３，８３５円、実質収支３，８３５円。 

 １ページをお開きください。 

 歳入でございます。１款 県支出金、収入済額５１万３，０００円、２款

 繰入金８６９万４，０００円、３款 繰越金２５２円、４款 諸収入９０５

万５，５９６円、収入未済額１億３，４３０万７，４５６円。歳入合計１，８２６

万２，８４８円、１億３，４３０万７，４５６円。 

 ３ページをお開きください。 

 歳出でございます。１款 総務費、支出済額９４９万８，２１５円、２款

 公債費３７万９，６８８円、３款 諸支出金８３８万１，１１０円、４款

 予備費はございません。歳出合計１，８２５万９，０１３円。 

 続きまして、緑色の表紙、土地取得造成事業特別会計に移らせていただき

ます。今のところから４枚おめくりください。 

 令和元年度甲良町土地取得造成事業特別会計決算書。 

 歳入歳出予算額１００万２，０００円、歳入決算額８９７円、歳出決算額
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ゼロ円、歳入歳出差引残額８９７円、実質収支８９７円。 

 １ページをお開きください。 

 歳入です。１款 財産収入はございません。２款 繰越金、収入済額８９７

円。歳入合計８９７円。 

 ３ページをお開きください。 

 歳出。１款 公共事業用地取得事業費、２款 諸支出金、３款 予備費と

もにございません。よって、歳出合計ゼロ円でございます。 

 続きまして、薄黄色の墓地公園事業特別会計に移らせていただきますの

で、３枚おめくりください。 

 令和元年度甲良町墓地公園事業特別会計決算書。 

 歳入歳出予算額１４８万２，０００円、歳入決算額５３万１，９０２円、

歳出決算額２４万８，４５６円、歳入歳出差引残額２８万３，４４６円、実

質収支２８万３，４４６円。 

 １ページをお開きください。 

 歳入。１款 繰越金、収入済額７７５円、２款 使用料及び手数料５３万

円、３款 諸収入１，０００円、４款 財産収入１２７円、５款 繰入金は

ございません。歳入合計５３万１，９０２円です。 

 ３ページをお開きください。 

 歳出。１款 墓地公園管理費、支出済額２４万８，４５６円、２款 諸支

出金及び３款 予備費はございません。歳出合計２４万８，４５６円でござ

います。 

 続きまして、薄ピンク色の介護保険事業特別会計に移らせていただきます

ので、３枚おめくりください。 

 令和元年度甲良町介護保険事業特別会計決算書。 

 歳入歳出予算額９億５，８３３万円、歳入決算額９億２７５万４１１円、

歳出決算額８億９，０４３万１，５６４円、歳入歳出差引残額１，２３１

万８，８４７円、実質収支１，２３１万８，８４７円。 

 １ページをお開きください。 

 歳入。１款 保険料、収入済額１億７，９７７万９，３８０円、不納欠損

額７６万７００円、収入未済額１７２万７，１００円、２款 使用料及び手

数料２万１００円、３款 国庫支出金２億１，１２４万８，２５５円、４款

 支払基金交付金２億１，９７３万９，２７３円、５款  県支出金１

億２，９１６万５，２０２円、６款 財産収入はございません。７款 繰入

金１億１，１５０万円、８款 繰越金５，１２８万６，６０２円、９款 諸

収入１万１，５９９円。 

 ３ページをお開きください。 
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 １０款  町債はございません。歳入合計９億２７５万４１１円、７６

万７００円、１７２万７，１００円でございます。 

 ５ページをお開きください。 

 歳出。１款 総務費、支出済額３，２１９万９，６２２円、２款 保険給

付費８億２９万９，３２５円、３款 地域支援事業費１，６７７万２，６９６

円、４款 基金積立金２，０２１万８，０００円、５款 公債費はありませ

ん。６款 諸支出金２，０９４万１，９２１円。 

 ７ページをお開きください。 

 ７款 予備費はございません。歳出合計８億９，０４３万１，５６４円で

ございます。 

 続きまして、後期高齢者医療事業特別会計に移らせていただきますので、

黄色の表紙のところまでお飛びください。 

 令和元年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計決算書。 

 歳入歳出予算額７，３８２万２，０００円、歳入決算額７，３９８万４４５

円、歳出決算額７，３２５万５，９７４円、歳入歳出差引残額７２万４，４７１

円、実質収支７２万４，４７１円。 

 １ページをお開きください。 

 歳入。１款 後期高齢者医療保険料、収入済額４，７１２万４，８１８円、

収入未済額マイナス９万３，３４７円、２款 使用料及び手数料４，０００

円、３款 繰入金２，６５５万７，０６１円、４款 繰越金２９万４，５６６

円、５款 諸収入はございません。歳入合計７，３９８万４４５円、マイナ

ス９万３，３４７円。 

 ３ページをお開きください。 

 歳出。１款 総務費、支出済額５９５万３，１１４円、２款 後期高齢者

医療広域連合納付金６，７０７万１，４８７円、３款  諸支出金２３

万１，３７３円、４款  予備費はございません。歳出合計７，３２５

万５，９７４円。 

 以上で報告を終わります。 

 なお、次に、５枚おめくりいただくと、水道事業会計の決算書がございま

すので、ご準備をお願いします。 

 以上です。 

○阪東議長 建設水道課長。 

○村岸建設水道課長 それでは、認定第１０号 令和元年度甲良町水道事業会

計決算並びに事業報告について説明申し上げます。 

 ２ページをおめくりください。１ページ目でございます。 

 甲良町水道事業会計決算報告書。収益的収入および支出でございます。決
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算につきましては、決算額のみ説明させていただきます。 

 収入の部でございます。第１款  水道事業収益といたしましては１

億９，３９０万２，５２９円でございました。また、支出の部でございます。

第１款 水道事業費といたしましては１億６，９４４万９，０２７円でござ

いました。 

 ３ページをお願いいたします。 

 資本的収入および支出でございます。収入の部といたしまして、第１款 資

本的収入はございませんでした。支出につきましては、第１款 資本的支出

といたしまして６，８４６万６，５６６円でございます。また、資本的収入

額が、資本的支出額に不足する額６，８４６万６，５６６円は、当該年度損

益勘定保留資金５，１５７万９，８２４円、減債積立金１，６８８万６，７４２

円で補填をいたしました。 

 続いて、６ページをお願いいたします。 

 損益計算書でございます。下から９行目の、経常利益といたしまし

て、２，４４５万３，５０２円でございました。また、下から４行目の当年

度純利益といたしましては、同額の２，４４５万３，５０２円でございます。

前年度繰越利益剰余金につきましては１，２２９万７，６６５円でございま

した。その他未処分利益剰余金変動額につきましては１，６８８万６，７４２

円でございました。当年度未処分利益剰余金といたしまして、１億４，４７５

万１，１６７円でございました。前年度繰越利益剰余金のうち１，６８８

万６，７４２円を処分いたしまして、減債積立金へ積立てをしたものでござ

います。 

 ９ページをお願いいたします。 

 貸借対照表でございます。資産の部といたしまして、下から９行目の固定

資産合計でございます。１９億８，６１５万６５９円でございました。また、

下から２行目の流動資産合計といたしましては３億７，７２９万８，２６１

円でございました。資産合計といたしまして、２３億６，３４４万８，９２０

円でございました。 

 １０ページをお願いいたします。 

 負債の部といたしまして、固定負債合計といたしまして、５億６，６４２

万５，２６３円でございます。また、流動負債合計といたしまして、８，５７３

万３７３円でございます。繰延収益合計といたしまして、７億８，７４７

万４，３１０円でございました。負債合計といたしまして、１４億３，９６２

万９，９４６円でございました。 

 資本の部でございます。資本金合計でございまして、２億３，９１２

万２，４００円でございます。また、下から３行目の剰余金合計といたしま
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しては６億８，４６９万６，５７４円でございます。資本合計といたしまし

て、９億２，３８１万８，９７４円でございます。負債資本合計といたしま

しては、資産合計と同額の２３億６，３４４万８，９２０円でございます。 

 また、１１ページをお願いいたします。 

 事業報告書でございます。議会議決事項につきましては、１件の認定と１

議案の提出をさせていただいたところでございます。 

 それでは、１３ページをお願いいたします。 

 業務といたしまして、年間の有収率といたしましては、令和元年度におき

ましては８５．１５％でございました。 

 続きまして、１５ページをお願いいたします。 

 事業収入に関する件でございます。表、一番下の供給単価１立方当たりに

つきまして、令和元年度末につきましては１６７．０円でございました。ま

た、事業費用に関する事項でございます。一番下の表の方で、給水原価１立

方メートル当たり１４６．９円でございました。収益的収支比率につきまし

ては１１５．５％でございました。 

 １７ページをお願いいたします。 

 企業債及び一時借入金でございます。企業債におきましては、前年度末残

高につきましては７億４９５万１，０８８円でございました。年度間の償還

額につきましては６，８４６万６，５６６円でございます。一時借入金につ

いてはございませんでした。 

 以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

（発言する者あり） 

○村岸建設水道課長 失礼しました。訂正をさせていただきます。 

 前年度繰越利益剰余金１億２，０２９万７，６６５円でございました。訂

正の方、よろしくお願いいたします。 

○阪東議長 質疑に先立ちまして、監査委員の木村議員から令和元年度甲良町

会計歳入歳出決算審査の報告を求めます。 

 木村議員。 

○木村議員 朗読をもって報告に代えさせていただきます。 

 甲良町長 野瀬喜久男様。 

 甲良町監査委員 上野安德 同 木村修。 

 令和元年度甲良町会計歳入歳出決算審査意見書。 

 地方自治法第２３３条第２項の規定により、令和元年度甲良町一般会計お

よび特別会計・企業会計歳入歳出決算ならびに関係帳簿、証拠書類を審査し

た結果、その意見は下記のとおりである。 

 審査の概要。期日は令和２年８月４日、５日、１１日に行いました。場所
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は甲良町役場の２階、議員控室でございます。 

 審査の対象。１、甲良町一般会計から９、甲良町水道事業会計までの９会

計で、その決算は次のとおりである。 

 一般会計。歳入決算額は３８億５，０６８万８，０００円、歳出決算額は３６

億５，６８０万９，０００円で、差引き１億９，３８７万９，０００円とな

り、このうち令和２年度へ繰り越した事業に要する財源７，３８２

万１，０００円を差し引くと、実質残額は１億２，００５万８，０００円の

黒字で、翌年度へ繰り越した。 

 歳入。歳入決算額は３８億５，０６８万８，０００円で、前年度と比べて１

億６，５３０万５，０００円の減となっているが、主には、繰入金、地方債

の減および町税、各種交付金、財産収入、寄附金の増などによるものである。

歳入決算における自主財源構成比は３６．２％と、前年度に比べて０．１ポ

イント高くなった。町税の増などにより、自主財源の構成比はやや高くなっ

たが、同級他団体に比べ低い状態が続いており、今後はさらに税や使用料を

確実に徴収するとともに、納付督促や納付意識の向上等に努め、収入確保に

最大限の努力をされたい。 

 滞納額の主な状況を見ると、１、町税は不納欠損処分４７４万８，０００

円をした結果、２，７１６万９，０００円で、６８１万５，０００円の減。２、

保育園保育料等は４００万円で、１５万８，０００円の減。３、幼稚園使用

料等は２３万９，０００円で、２，０００円の減。４、住宅使用料は２，３６１

万４，０００円で、５万７，０００円の減。不動産売払収入は３６万円で、１２

万円の減。学校給食費は２８０万３，０００円で、７万６，０００円の増で

ございます。幼稚園給食費は１４万２，０００円で、２万２，０００円の減。

児童クラブ利用料は３８万３，０００円で、１１万９，０００円の減。令和

元年度滞納額の合計額は５，８７１万円となり、前年度と比べて７７８

万７，０００円減少しているが、不納欠損額も４９６万６，０００円あり、

依然として滞納額が大きな状況となっている。 

 平成３０年度に定められた未納者に対する取組状況および不納欠損理由と

生活困窮の定義は、町統一の判断基準であり、公平性を保つ上で効果的であ

り、今後もそれに従い滞納整理を行うとともに、料金などの徴収金について

も、恣意性が入らないよう努められたい。また、他会計の債権についても、

常に連携を取り、回収に努められたい。 

 なお、令和元年１０月からの３歳児以上の保育料無償化に伴い、それに係

る部分については徴収がなくなるが、過年度分の徴収整理や、その他、学校

給食費、保育料、児童クラブ利用料等は利用者負担が原則であることから、

今後も未納者を出さないよう、積極的かつこまめな徴収事務により一層努力
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をされたい。 

 住宅使用料においては、３カ月以上滞納している入居者に対して、明渡し

請求や適切な管理ができていない住宅への指導、明渡し要求の実施、さらに、

居住実態がなく、住宅使用料が未納で適切に管理されていない方への債権回

収、明渡し要求業務について弁護士委託をするなど、積極的な業務遂行を評

価する。今後も引き続き確実な債権回収業務に努められたい。 

 ２、歳出。歳出決算額は３６億５，６８０万９，０００円で、前年度と比

べて４，６１５万４，０００円の減となっているが、主には、総務費、民生

費、商工費の減、教育費、土木費、消防費の増などによるものである。予算

額に対する執行率は８２．６％であるが、翌年度へ繰り越して事業を執行す

る繰越明許費繰越額２億３，１８５万６，０００円を控除した執行率

は８７．２％である。 

 普通会計ベースにより、地方債現在高は２２億９，３６２万４，０００円

で、前年より１億９，５１２万４，０００円減少し、地方債残高比率

は９９．８％と、前年度より６．２ポイントといずれも低くなった。 

 財政構造の弾力性を示す経常収支比率は９８．７％で、前年度と比べて５

ポイント悪化している。県から算入項目の変更を指摘され、賃金を含めたこ

とが原因であるが、経常収支比率は通常７５％以内が妥当であり、町の財政

は依然として弾力性に乏しく、硬直化しており、危機的状況にあると言わざ

るを得ない。今後も生活に身近な分野の重点施策を選定し、歳入に見合った

歳出を原則に、限られた財源の重点的、効率的な配分やさらなる人件費の削

減、不要不急の事業見直し等による歳出削減に職員が一丸となって取り組ま

れたい。 

 ３、特別会計・企業会計。 

 １、国民健康保険特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が８億９，７０３万６，０００円、歳出が８

億４，６０５万３，０００円で、差引き５，０９８万３，０００円の残額は

翌年度へ繰り越した。滞納額は、不納欠損額の３３０万５，０００円を除く

と１，８７３万１，０００円となり、前年度より６３１万円減少している。 

 国民健康保険制度は、適正な保険給付と公平な税負担が求められている。

現年度の収納率は９６．３％と前年度より０．６ポイント上回っており、滞

納額および不納欠損額も減少している。平成２６年度には、県からの広域化

等支払基金貸付金３，０００万円を借り受け、平成２８年度から５年間にわ

たり、毎年６００万円の返済をしており、その残は６００万円である。なお、

特定健康診査等事業費の委託料の５７８万６，０００円の不用額は、特定健

診の結果返しの方法を対面方式から郵送方式に変えるなど、改善した結果で



－23－ 

ある。 

 平成３０年度から、広域化に伴い、県が国保の財政運営の責任主体である

ことから、急激な医療費増加に伴う財政危機のリスクは回避できるが、公平

な医療を受けるための必要な負担であることを被保険者に十分周知するとと

もに、税務課においては、納期内納税者に不公平とならないよう的確な賦課

徴収を行い、住民課においては、給付担当課として適正な資格管理や給付事

務の適正化に努め、今後も納付勧奨のサポートを継続しつつ、収納率の向上

に連携を図りながら取り組まれたい。今後とも、最小の事業費で効果的な保

健指導が行われるよう工夫されたい。病気の早期発見や早期治療のため、保

健福祉課と連携し、日常生活での健康づくりの支援により、医療費の適正化

および抑制に努められたい。 

 ２、下水道事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が２億７，９９９万７，０００円、歳出が４

億６，５７６万４，０００円で、差引きマイナス１億８，５７６万７，０００

円の残額は、令和２年４月１日から地方公営企業法が適用されたことにより、

同法の規定による下水道事業会計へ引き継いだ。下水道使用料と受益者分担

金の滞納額は、不納欠損の８万２，０００円を除くと８４０万１，０００円

であり、前年度に比べて１０４万４，０００円増加し、過年度、現年度とも

に収納率が下がっている。収入未済額については増額しているが、打切り決

算、公営企業会計への移行によるものである。また、水洗化率は８１．１％

であり、昨年から０．８ポイント上昇であり、その原因は、消費税増税によ

る駆け込み需要によるものだが、今後も引き続き水洗化に努力されたい。公

営企業化となると、減価償却、長期前受金戻入、損益計算書の作成などが求

められ、滋賀県は共同運営を目的に、中長期的な経営経営計画について、令

和４年度までに策定されることになり、今後は、その策定された滋賀県の計

画に合わせた事業の実施が行われる予定だが、町独自の課題を解決しつつ、

健全な経営となるよう努力されたい。 

 ３、住宅新築資金等貸付事業特別会計。 

 本会計の決算額は、歳入が１，８２６万３，０００円、歳出が１，８２５

万９，０００円で、差引き４，０００円の残額は翌年度へ繰り越した。滞納

額は１億３，４３０万７，０００円と、前年度に比べて１，１４４万１，０００

円減少している。収納率については、前年度より３．０８ポイント上回っ

た。４，７５１万３，０００円の不用額の主なものは、債権回収に伴う弁護

士委託である。元金滞納額と、それに伴う遅延損害金の見込額を計上したも

のであり、令和元年度に完結しなかったものである。現年分調定が終了し、

過年分の滞納処理が中心であるが、町全体の滞納額の５２．３％を本会計が
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占めている。収納率向上のため、債権回収業務の弁護士委託などを提案して

きたが、令和元年度からその委託を実行し、一定の成果が見られた。その内

容として、債権回収業務を町顧問弁護士に相談しながら行い、相続放棄によ

り、債権回収が滞っている債務者や悪質滞納者６件を弁護士委託した。その

うち１件は連帯保証人による完済で、残り５件は訴訟となり、債権回収に向

けて前進した。また、分納誓約不履行者や支払いが滞っている債務者に対し、

催告書を送付したことによる完済や、納付額の増額があった。それ以外にも、

各書類や情報を債務者別に整理し、合法的に債権回収業務が実施できている

か確認作業を行うなど、着実に債権回収に向けて事務を行った。今後も計画

的に事務を遂行されたい。 

 ４、土地取得造成事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が８９７円、歳出がゼロ円で、差引き８９７万円の

残額は翌年度へ繰り越した。土地取得会計の事業が終了したことにより、今

後は当会計の終了および当会計の財産については普通財産として一般会計で

の管理を行うため、財産管理の係を設けるなどの方向性を示された。今後は

財産内容を確認しつつ、一元化に向けて整理をしていかれたい。 

 ５、墓地公園特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が５３万２，０００円、歳出が２４万８，０００円

で、差引き２８万３，０００円の残額は翌年度へ繰り越した。現在、整備さ

れた墓地３９６区画中、令和元年度で２区画の販売により、通算２２５区画

が販売されているが、１７１区画が残っている現状である。返還もあり、販

売につながっていないため、現在のニーズに合った墓地のスタイル、残地の

利用方法も含め検討されたい。 

 ６、介護保険事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が９億２７５万円、歳出が８億９，０４３万２，０００

円で、差引き１，２３１万９，０００円の残額は翌年度へ繰り越した。滞納

額は不納欠損額７６万１，０００円を除くと２１０万９，０００円と、前年

度に比べて７２万円減少した。また、現年度普通徴収の収納率は９１．５％

と、前年度より０．８ポイント増加。過年度徴収の収納率は３１．４％と、

前年度より１７．６ポイント増加した。一般会計繰入金の一般会計からの繰

入れができていなかった。今後は確実に処理をされたい。保険料負担の公平

からも、滞納者には平素からこまめな納付指導や接触を行うとともに、時効

の中断となる分納誓約書を徴するなど、滞納の未然防止に向け、確実な事務

執行に努められたい。また、負担の公平性からも、滞納者には預貯金調査を

行うなど、実態把握をこまめに行い、今後は滞納者に対して、差押え等を含

めた法的措置を執るなど、強固な姿勢で臨まれたい。なお、今後も、認知症
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等の介護認定者が増加し、町の財政負担が増加することが予想されることか

ら、健全な運営と適切な介護サービス等の提供が図れるよう、医療、介護、

福祉の各関係機関、団体との連携を図りつつ、積極的な介護予防事業により、

介護給付費の抑制に努められたい。 

 ７、後期高齢者医療事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が７，３９８万円、歳出が７，３２５万６，０００

円で、差引き７２万４，０００円の残額は翌年度へ繰り越した。収入未済額

は９，０００円と、前年度に比べて２万４，０００円減少しているため、今

後も納付義務の十分な理解を得られるように努め、新規未納者の未然防止に

努められたい。特に、保険料の軽減割など、制度内容の変更による認識不足

での未納が増加しないよう、制度内容の周知、こまめな説明を行い、初期段

階での窓口説明や電話連絡等の対応に努められたい。 

 ８、水道事業会計。 

 本会計の損益計算書において、収入の営業収益は１億４， ０２５

万３，０００円、営業外収益は４，１５５万９，０００円、支出の営業費用

は１億４，３２２万６，０００円、営業外費用は１，４１３万３，０００円、

当年度純利益は２，４４５万３，０００円となり、前年度繰越利益剰余金１

億２，０２９万８，０００円と合わせ、当年度未処分利益剰余金は１

億４，４７５万１，０００円となった。有収率は、令和元年度では８５．２％

と、前年度より０．２ポイント減少しており、平成２１年度、９１．８％の

ピーク時には未だ届いていない。有収率は水道経営の根幹をなすものである

ことから、さらに水道経営の適正化に向けて、水道水の安定した供給に取り

組むとともに、不正取水の防止策に最善を尽くされたい。滞納額は、不納欠

損額の１４万９，０００円を除くと３，４６１万８，０００円となり、前年

度より５３万５，０００円増加した。長期滞納者に対して、給水停止を含め

た納付指導を確実に実施し、収納率向上に努力されたい。 

 基金残高については、以下の表のとおりでございます。 

 １４ページ、地方債の残高については、下記の表のとおりでございます。 

 ６、徴収金滞納状況の推移については、下記の表のとおりでございます。  

 １５ページ、徴収金滞納状況は下記のとおりでございます。 

 ７、結論。令和元年度甲良町一般会計および特別会計・企業会計の歳入歳

出決算について審査した結果、決算の計数は正確であり、予算の執行および

財産の管理については、おおむね適正に処理されていると認められた。また、

各基金の運用状況を示す書類の計数については、関係諸帳簿および証拠書類

と符合しており、誤りのないものと認められた。 

 財政状況は、町税は微増であり、さらに事務事業の見直しや経費の削減に
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努められたが、脆弱な財政基盤で自主財源に乏しく、多くは依存財源に頼っ

ている現状である。中でも、一般会計および特別会計・企業会計を合わせた

地方債の現在高は総額６６億４，８４５万５，０００円で、前年度比３

億９，２０１万７，０００円の減額になったが、依然として大きな借金を抱

えている。特に、新型コロナウイルス感染症により経済情勢が不透明であり、

税収等の大幅増は期待できず、さらなる高齢化に伴う医療、介護等の給付額

の増加や、さらなる人口減が見込まれることから、財源確保の厳しい状況が

予想される。 

 健全な財政運営を確立するためには、危機感を持って、適切な職員の配置

や効率的な組織の運営、行財政運営の見直しなど、義務的経費等の抑制に努

められたい。 

 また、一般会計の不用額が５億３，９０５万８，０００円で、特別会計は２

億４，６８９万５，０００円で、合わせると７億８，５９５万３，０００円

と多額である。このことは、節約に努めた結果とは一概に言えず、専決処分

補正ができていなかったことも要因である。 

 今後も不測の事態に備えた一定の予備費計上は必要であるが、しっかりと

予算計上を行い、各基金の積立額を確実に予算計上するよう習慣づけられた

い。さらに、上席者が職員のチェックをし指摘していくことや、適切な時期

に報告を受け、指導できる状況が健全な組織の運用からも必要である。上席

者は、属する部署の業務に関する知識の研鑽を積むとともに、全職員につい

ては、組織運営の基本である報告・連絡・相談を徹底されるよう求める。 

 徴収金の滞納状況については、前年度より２，４７０万２，０００円減り、２

億５，６８８万６，０００円となった。町税や使用料、保険料、貸付金等は

町財政における貴重な財源であり、財源の確保は喫緊の課題である。滞納が

あることは、健全な財政運営を確立できない要因であるとの厳しい現状認識

を職員一人一人が持つとともに、権利と義務が果たされる社会秩序を維持す

るためにも、公平公正な徴収の認識の下、実効ある収納・徴収業務をさらに

進められたい。具体的には、滞納額をそのまま放置することなく、適時適切

な納付督促や納付義務の意識づけを繰り返し行うなど、滞納額が大きく膨れ

上がる前に、それぞれの滞納額の原因や実態等を把握し、早期に指導等を行

うなど、一層の収納促進を図るともに、滞納の未然防止に努められたい。ま

た、特に誠意の見られない悪質な滞納者には、公平な負担の観点から、令和

元年度においては、債権回収業務の弁護士委託などを行うなど、より効果的

で徹底した滞納処分を行った。引き続き、行政の責任として、町の強い姿勢

を示し、必要な措置を執られたい。さらに、徴収対策本部の機能体制を強化

し、常に情報等の連携を密にし、より強力な収納対策を実施されたい。また、
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上席者は、担当者任せでなく、担当者を支援し、自ら率先垂範して徴収等に

努められたい。なお、特別会計への助成金、出資金、繰出金については、各

会計の目的を十分勘案の上、会計ごとに独立採算が取れるよう適正に処理さ

れたい。 

 最後に、町行政の信頼の礎は、日々の正しい行政事務等の積み重ねである。

財政危機を回避するため、職員が一丸となって、町政全般にわたり、合理化

と経費の節減に努め、無駄のない事業執行に努められたい。重ねて、公金横

領事件の最終の会計処理などを的確に行うとともに、さらなる組織的なチェ

ック体制の確立や条例等に基づく適正な事務執行に努め、コンプライアンス、

法令順守の意識向上や職場風土の改善を徹底し、職員一人一人が公務員とし

ての自覚と使命感を再認識し、職務に専念されることを切望して、令和元年

度決算審査の意見の結びとする。 

 以上でございます。 

○阪東議長 決算審査の報告が終わりましたので、ただいま議題となっていま

す認定第２号から認定第１０号までの９議案について質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 決算審査の総括的な事柄に関わりますので、一、二質問をさせて

いただきます。 

 まず、決算の概要の初めのところです。中段上のところですね。「次の６つ

の基本方針に基づき、施策の展開を行いました」。①から⑥あります。「行い

ました」とあるだけで、どういう状況だったのか、総括がどうだったのかが

ありません。同じく、「甲良町まち・ひと・しごと創生総合戦略において、４

分野２６事業を実施しました」。実施した結果、どうだったのか。町長、これ

はどういうように総括をされた。これ、文書で出されて普通なんですけども、

このままでいいと考えておられるんですか。まず、お聞きします。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 まち・ひと・しごと創生総合戦略につきましては、２４事業、庁

舎内部で本部会を開いて、部会も開いておりまして、年度総括はしておりま

すので、担当課でまとめの資料がございますので、全部を出すということで

はなくて、概要まとめみたいなものは参考資料として準備ができると思いま

す。 

○阪東議長 西澤議員。 

○西澤議員 これね、議員に何を審査さそうとしているんですか。今、監査委

員は、数値上の状況について監査をして、適正だったという報告がありまし

た。 

 議会は施策の進行がどうだったのか。そして、それぞれの状況の住民のニ



－28－ 

ーズ、それから、成果がどうだったのか。成果と、そして、今後の教訓。よ

ろしいか。 

 これは、以前には全部、主な事業の成果、教訓、課題、整理されて、全部

ではありませんが、主な事業は出てきたんですよ。決算の概要の中に書かれ

ていました。議員はそれを見ながら、どうだったのか。それぞれの、私は私

で、状況を見て、進行状況がどうだったのかというので審査をします。これ、

まず、何を審査さそうとしているんですか。９日、１０日は予算・決算常任

委員会が開かれます。当日配られても、全然意味ないですよ。この決算概要

を出されて普通じゃないですか。 

 もう一度、聞きます。質問の内容は決算概要を見て、これで議会に審査を

していただこうと。令和元年の事業の進行状況、議会が、議員が考えている

ことをぶつけてもらって、議論をして、次に、前に進んでいく。次に進むた

めの決算じゃないですか。それ、どう考えてたんですか。お答え願います。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 それは、事業も含めて、予算に計上した額が決算数値に計数とし

て現れております。ただ、その前段としての、甲良が目標としている事業の

総合戦略というのは中心的な事業でありますので、担当課でまとめができて

いると思いますので、事前に配布できるように努力いたします。 

○阪東議長 西澤議員。 

○西澤議員 できていると思いますから、配布します。これ、決算概要、町長

の責任で提出しているんですよ。もちろん総務課長も関わっていますけれど

も、前回までずっと各事業の成果、課題等々、担当課で考えているところが

概略的に、しかも分かりやすく出ていた部分もあります。それを評価して、

私たちはこれで、それぞれの年度の事業の決算についてどうだったか、次に

進むべきすべき課題はどうかというので議論するんですよね。それがないま

ま、今言われましたけども、私が聞いているのは、この決算概要でよいと考

えたんですね。まだ、まだ、まだ。 

 それで、阿智村に、私たち、研修に行きました。阿智村で、２センチ足ら

ずとは思いますけども、事業の総括について、住民ニーズ、それから課題・

成果、ずらっと１ページに１事業の決算、いわゆる事業の総括が書かれてい

ました。ああいうのに出してもらうと、非常に議論がしやすい。住民ニーズ

を各原課はどう捉えているのかというのもよく分かります。 

 ですから、これ、各課長の方もこのままでいいと考えてたわけじゃないと

思います。それを統括的に、町長は、それぞれが総括をしているんだったら、

事前に出してください。そして、決算審査にかける。つまり、決算審査の中

身が深まらないじゃないですか。数値が合うてあったのか、つじつまが合う
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てあったのかだけしか見られないでしょう。それはどうですか。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 従前の決算監査でも、決算の概要の様式、体裁、提出については、

決算書を中心に審査をいただくということで、概要書についても、今年度、

こういうふうに改めるということで説明申し上げ、一応、合意の下に臨んで

いる次第でございます。 

○阪東議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっています認定第２号から認定第１０号

までの９議案については、会議規則第３９条第１項の規定により、お手元に

配布している議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託したいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阪東議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 次に、日程第１６ 認定第１１号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 認定第１１号 令和元年度滋賀県市町村交通災害共済組合会

計の決算の認定について。 

 滋賀県市町村交通災害共済組合が令和２年３月３１日限り解散したことに

伴い、地方自治法第２９２条において準用する地方自治法施行令第５条第３

項の規定により、令和元年度滋賀県町村交通災害共済組合会計の決算につい

て、議会の認定を求める。 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年９月４日。 

 甲良町長。 

○阪東議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課長。 

○中川総務課長 １ページめくっていただきまして、令和元年度一般会計歳入

歳出決算書で説明します。それの１ページをお願いします。 

 令和元年度滋賀県市町村交通災害共済組合歳入歳出決算書。 

 歳入の部です。１款  財産収入、予算額８万２，０００円、収入済額７

万８，０３８円、２款 繰入金、予算額４億５，６８７万５，０００円、収

入済額４億５，６８７万４，６１３円、３款  繰越金、予算額６２４
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万３，０００円、収入済額６２４万３，１４０円、４款  諸収入、予算

額３，０００円、収入済額１２９円。歳入合計、予算額が４億６，３２０

万３，０００円で、収入済額が４億６，３１９万５，９２０円であります。  

 その下の歳出の部です。１款 議会費、予算額１２万５，０００円で、支

出済額が７万２，３８７円です。２款 総務費、予算額３，４１６万９，０００

円で、支出済額が３，３７９万５，２９３円です。３款 業務費、予算額７５２

万８，０００円で、支出済額が３０９万８，８２２円です。４款  積立

金１，０００円で、支出済額がゼロ円です。５款 諸支出金、予算額が４

億１，７８８万円で、支出済額が４億１，７８７万４，６１３円です。６款

 予備費、予算額３５０万円で、支出がゼロであります。歳出合計が、予算

額４億６，３２０万３，０００円で、支出済額が４億５，４８４万１，１１５

円です。歳入歳出差引残額が８３５万４，８０５円であります。 

 滋賀県市町村交通災害共済組合管理者 山仲善彰です。 

 以上です。 

○阪東議長 質疑に先立ちまして、監査委員の木村議員から、令和元年度滋賀

県市町村交通災害共済組合会計の決算審査の報告を求めます。 

 木村議員。 

○木村議員 朗読をもって報告に代えさせていただきます。 

 甲良町長 野瀬喜久男様。 

 甲良町監査委員 上野安德 同 木村修。 

 令和元年度滋賀県市町村交通災害共済組合一般会計歳入歳出決算等審査意

見書の提出について。 

 地方自治法第２９２条において準用される同法第２３３条第２項および同

法施行令第５条第２項、第３項の規定に基づき、審査に付された令和元年度

滋賀県市町村交通災害共済組合一般会計歳入歳出決算等に対する審査結果の

意見を次のとおり提出する。 

 審査の理由。滋賀県市町村交通災害共済組合は、昭和４３年に設立され、

僅かな共済掛金で不慮の交通事故で災害を受けられた県民に対する災害見舞

金支給を県民相互で支え合う制度として、また、住民福祉の増進に寄与する

ことを目的に、交通災害共済に関する事務を共同処理するため設置された一

部事務組合であるが、多種多様な民間保険制度等の充実している今日におい

て、県民にとって事業の必要性が低下していることや、近年、基金から取り

崩しての組合運営を余儀なくされている状況から、事業継続は難しく、その

使命も果たせたものとして、令和２年３月３１日に解散された。解散後の処

理については、地方自治法施行令第５条が準用され、旧組合の管理者である

野洲市長が決算を行い、各構成団体では、この決算を、監査委員の審査を経
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て議会の認定に付することと定められている。本件はこのような理由により、

決算審査を行ったものである。 

 審査の対象。令和元年度滋賀県市町村交通災害共済組合一般会計歳入歳出

決算書、令和元年度組合決算概要、令和元年度予算差引簿写し、残高証明書

写し。 

 審査の日。令和２年８月４日。 

 審査の結果。審査に付された決算書、組合決算概要、予算差引簿写し、残

高証明書写しは、地方自治法その他の諸規定に従い作成されていること、決

算の計数についても関係書類帳簿、証拠書類と符合して、正確であると認め

た。 

 決算の概要。表のとおりでございます。 

 以上でございます。 

○阪東議長 決算審査の報告が終わりましたので、ただいま議題となっていま

す認定第１１号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、認定第１１号を採決します。 

 本案を認定することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○阪東議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、認定第１１号は認定されました。 

 ここで、１１時１０分まで休憩をしたいと思います。 

（午前１０時５５分 休憩） 

（午前１１時１０分 再開） 

○阪東議長 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 次に、日程第１７ 議案第４２号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第４２号 甲良町住宅新築資金等貸付事業減債基金条例

を廃止する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年９月４日。 
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 甲良町長。 

○阪東議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課長。 

○中川総務課長 議案第４２号 甲良町住宅新築資金等貸付事業減債基金条例

を廃止する条例であります。 

 １枚めくっていただきまして、まず、特別会計の廃止の理由といたしまし

ては、貸付事業の原資である公債費の償還が令和元年度で完了したこと、買

受人からの資金償還について、現年度納期分は令和元年度で終了であること、

令和２年度からは未収金の回収のみとなることが理由であります。 

 甲良町住宅新築資金等貸付事業減債基金条例は廃止する。 

 付則 施行期日 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 経過措置 この条例の施行日の前日に、この条例による廃止前の甲良町住

宅新築資金等貸付事業減債基金条例の規定により、設置された基金に属して

いた現金は、施行日において甲良町一般会計に帰属するものとするものであ

ります。 

 以上です。 

○阪東議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第４２号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○阪東議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第４２号は可決されました。 

 次に、日程第１８ 議案第４３号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第４３号 甲良町特別会計条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年９月４日。 

 甲良町長。 
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○阪東議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課長。 

○中川総務課長 議案第４３号 甲良町特別会計条例の一部を改正する条例で

あります。１枚めくっていただきまして、議案第４２号に関連する条例であ

ります。 

 第１条中、第２号および第３号を削り、第４号を第２号とし、第５号から

第７号までを２号ずつ繰り上げる。 

 付則 施行期日 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 経過措置 令和２年度の住宅新築資金等貸付事業特別会計および甲良町土

地取得造成事業特別会計の出納整理期間中の出納については、なお従前の例

による。この条例により廃止する住宅新築資金貸付事業特別会計および甲良

町土地取得造成事業特別会計に係る剰余金、債権および債務は甲良町一般会

計が継承するものであります。 

 以上です。 

○阪東議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 両特別会計とも関連しますので、決算審査の常任委員会の際に、

それぞれ２つの特別会計に対して、一般会計からの繰り出し、それから一般

会計へ繰り出した金額の累計をそれぞれ資料として提出いただくようにお願

いしたいと思います。どうですか。 

○阪東議長 総務課長。 

○中川総務課長 出させていただきます。 

○阪東議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第４３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○阪東議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第４３号は可決されました。 

 次に、日程第１９ 議案第４４号を議題とします。 
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 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第４４号 甲良町使用料徴収条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年９月４日。 

 甲良町長。 

○阪東議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 教育次長。 

○福原教育次長 議案第４４号 甲良町使用料徴収条例の一部を改正する条例

でございます。１枚おめくりいただいて、改め文の裏面をご覧ください。新

旧対照表をもって説明させていただきます。 

 この条例、３条では、減免の規定がうたわれております。使用料の次に括

弧書きで「（小中学校、体育館およびせせらぎ夢空間の照明灯使用料を除く）」

とあります。この文を削除するものでございます。 

 この条例は公布の日から施行する。 

 理由といたしましては、現在、教育委員会では、スポ少が使用する照明代

については、もう既に減免扱いしております。現行に合わせて、一部改正す

るものです。お願いします。 

○阪東議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第４４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○阪東議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第４４号は可決されました。 

 次に、日程第２０ 議案第４５号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第４５号 甲良町税条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 
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 令和２年９月４日。 

 甲良町長。 

○阪東議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 税務課長。 

○大野税務課長 それでは、議案第４５号 甲良町税条例の一部を改正する条

例でございます。地方税法の改正に伴う規定の整備でございます。改め文を

お願いいたします。 

 第３６条の３の２、第３６条の３の３につきましては、個人の町民税に関

する改正でございます。 

 次に、第９４条第２項、第９４条第４項につきましては、町たばこ税に関

する改正で、１本１グラム未満の軽量な葉巻たばこの課税方式を改正するも

のでございます。 

 次に、付則第１０条です。第１０条につきましては、法付則の第６１条と

第６２条を追加する所要の改正です。新型コロナウイルス感染症の影響を受

ける中小事業者の事業用の家屋および償却資産に関する固定資産税の課税標

準の特例と、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備

投資を行う先端設備への適用の拡大でございます。 

 次に、付則第１０条の２は、法附則第６２条の条例で定める特例率をゼロ

とするものです。 

 裏面をお願いいたします。 

 付則第１５条の２、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減期間を、令和３

年３月３１日までに半年間延長するものです。 

 付則です。この条例は公布の日から施行する。ただし、改正後の甲良町税

条例第９４条および付則の第３条の規定は、令和２年１０月１日から施行い

たします。 

 以上、どうぞよろしくお願いします。 

○阪東議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第４５号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 
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○阪東議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第４５号は可決されました。 

 次に、日程第２１ 議案第４６号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第４６号 令和２年度甲良町一般会計補正予算（第５号）。 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年９月４日。 

 甲良町長。 

○阪東議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課長。 

○中川総務課長 議案第４６号 令和２年度、甲良町一般会計補正予算（第５

号）を説明します。 

 予算書の裏面をお願いいたします。 

 歳入歳出それぞれ２億４０万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を、歳入歳出それぞれ５１億７，３５１万２，０００円にするものでありま

す。 

 債務負担行為の補正は、第２表で説明します。 

 地方債の補正は、第３表で説明いたします。 

 次の、第１表の歳入歳出予算補正であります。 

 歳入の部です。１０款 地方交付税、補正額４，９８２万６，０００円、１２

款  分担金及び負担金、補正額１０万円、１４款  国庫支出金、補正額

が６，４７０万８，０００円、１５款 県支出金が１３０万８，０００円、１８

款 繰入金が１，１２６万７，０００円、１９款 繰越金が７，３２９万

円、２０款 諸収入が１５１万円、２１款 町債が１６０万１，０００円の

減額で、歳入合計が２億４０万８，０００円です。 

 次のページをお願いします。 

 歳出です。２款 総務費、補正額が７，４６１万３，０００円、３款 民

生費が４，９９８万８，０００円、４款 衛生費が１，６８２万４，０００、６

款 農林水産業費が１，２１０万円、７款 商工費が２，０００万円、８款

 土木費が１，００７万４，０００円、９款 消防費が４０１万１，０００

円。 

 次のページの１０款 教育費が１，２７９万８，０００円で、歳出合計は

歳入合計と同額です。 

 次のページをお願いします。第２表です。 
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 債務負担行為の補正であります。追加であります。甲良町児童クラブ運営

業務委託であります。期間が令和２年から令和５年までで、限度額

が９，２８８万円です。 

 次に、高齢者介護用品支給事業が、期間が令和２年度から令和５年度で、

限度額が２，３４０万円です。 

 次に、各種がん検診委託が、令和２年度から令和３年度までで、限度額

が１，１５５万８，０００円です。 

 次に、住民健診委託が、令和２年度から令和３年度までで、７９万５，０００

円が限度額です。 

 次に、次のページで、第３表です。 

 地方債の補正であります。これは変更でありまして、臨時財政対策債

が１６０万１，０００円の減額で、補正後を８，７３９万９，０００円にす

るものであります。 

 以上です。 

○阪東議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 建部議員。 

○建部議員 今の提案の４ページ、債務負担行為の補正でありますが、甲良町

児童クラブの運営事業委託、令和２年から令和５年までという。この令和２

年度に入っている９月以降、補正予算の中身を見ても、これはないんですが、

負担行為だけは補正しておきたいという意図で、９，２８８万円が予定をさ

れています。 

 ここ３年ほど前ですかね。この話が、民間委託をするというときに、私は、

これはもう福祉行政じゃない。教育の一環として、この児童クラブの運営は

していくべきだというので、それはやはり、町が心通った児童クラブにとい

うので、民間委託を反対するという、私は意見を出していました。 

 それで、この補正予算は予算・決算常任委員会に付託をされる予定であり

ますが、それまでに民間委託しようとする、民間委託をした方がこれだけ有

利というか、有効だという、その説明と、そしてその経費９，２００万、こ

れ、令和２年から４年分が負担行為として上がっているんですが、こ

の９，２８８万円の中身、内訳。今現在、児童クラブ、これは７人の会計年

度任用職員のパートの方で、７人の職員がこれに当たっている。その人件費

と、ここに上がっている人件費比較も必要だし、取りあえず民間委託にする

という趣旨、そして有効性、それを説明ができる資料を常任委員会に提出を

してほしいと思いますが、どうですか。 

○阪東議長 教育次長。 

○福原教育次長 はい、提出させていただきます。 
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○阪東議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第４６号については、会議規則第３９条

第１項の規定により、お手元に配布している議案付託表のとおり、所管の常

任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阪東議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 次に、日程第２２ 議案第４７号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第４７号令和２年度甲良町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）。 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年９月４日。 

 甲良町長。 

○阪東議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○小林住民課長 議案第４７号 令和２年度甲良町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）についてご説明申し上げます。 

 予算書裏面をおめくりください。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、４，１５０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億７，５８７万２，０００円とす

るものでございます。 

 歳入歳出補正予算は第１表で、債務負担行為の補正については第２表によ

って説明させていただきます。 

 それでは、第１表 歳入歳出予算補正をご覧ください。 

 歳入。１款 国民健康保険税、補正額４０万３，０００円の減、３款 国

庫支出金２４万３，０００円、４款 県支出金１２７万７，０００円、６款

 繰入金１，０５９万９，０００円の減、７款 繰越金５，０９８万２，０００

円。歳入合計の補正額合計は４，１５０万となっております。 

 次のページをお願いします。 

 歳出でございます。１款 総務費、補正額１１１万７，０００円、７款 基

金積立金２，０００万円、９款 諸支出金３６２万４，０００円、１０款 予
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備費１，６７５万９，０００円。歳出合計は歳入合計と同額でございます。 

 次のページの第２表 債務負担行為補正の追加をお願いいたします。 

 健康づくり事業委託、期間は令和２年度から令和３年度まで、限度額

は２５９万４，０００円。特定健康診査委託、期間も同じく令和２年度から

令和３年度まで、限度額は６３０万円でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○阪東議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第２３ 議案第４８号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第４８号 令和２年度甲良町介護保険事業特別会計補正

予算（第１号）。 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年９月４日。 

 甲良町長。 

○阪東議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○中村保健福祉課長 議案第４８号についてご説明申し上げます。 

 表紙の裏面をお願いをいたします。 

 歳入歳出それぞれ４，４８５万７，０００円を追加し、歳入歳出の総額を９

億１，６７７万５，０００円とするものでございます。 

 続きまして、１ページをお願いをいたします。 

 歳入でございます。４款 支払基金交付金、補正額１５１万円、７款 繰

入金３，２０２万９，０００円、８款 繰越金１，１３１万８，０００円。

補正額の合計４，４８５万７，０００円とするものでございます。 

 続きまして、２ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。６款 諸支出金、補正額１，４２３万３，０００円。７

款 予備費３，０６２万４，０００円。補正の合計４，４８５万７，０００

円でございます。歳出合計は歳入金額と同額でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 以上でございます。 

○阪東議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 
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 次に、日程第２４ 議案第４９号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第４９号 令和２年度甲良町後期高齢者医療事業特別会

計補正予算（第１号）。 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年９月４日。 

 甲良町長。 

○阪東議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○小林住民課長 議案第４９号 令和２年度甲良町後期高齢者医療事業特別会

計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

 予算書裏面をおめくりください。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６３万４，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，１１９万６，０００円とするも

のでございます。 

 次のページをご覧ください。 

 第１表 歳入歳出予算補正。 

 歳入の部。４款 繰越金、補正額６３万４，０００円。補正額合計は６３

万４，０００円でございます。 

 次のページをお願いします。 

 歳出の部。２款  後期高齢者医療広域連合納付金、補正額は同額の６３

万４，０００円となっております。歳出合計は歳入合計と同額でございます。  

 よろしくお願いいたします。 

○阪東議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第２５ 議案第５０号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第５０号 契約の締結につき議決を求めることについて

（甲良中学校便所改修工事）。 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年９月４日。 

 甲良町長。 

○阪東議長 本案に対する提案説明を求めます。 
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 教育次長。 

○福原教育次長 議案第５０号を説明いたします。 

 １枚おめくりください。 

 契約の締結につき議決を求めることについて（甲良中学校便所改修工事）

について、下記のとおり契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５

号および議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条

例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 １、契約の目的、甲良中学校便所改修工事。 

 ２、契約の方法、条件付一般競争入札。 

 ３、契約の金額、６，１８２万円。 

 ４、契約の相手方、住所、滋賀県彦根市正法寺町７７番地の１。氏名、株

式会社藤田工務店、代表取締役、藤田富士男。 

 この改修箇所につきましては、現在、男子便所で和式が７カ所あります。

この全てを洋式に替えます。また、女子の和式トイレにつきましては、現

在２６カ所あります。これを全て洋式に替えるものでございますが、大きさ、

場所の関係で、２６の和式を全部改修するんですが、改修後の箇所につきま

しては、２０カ所です。工期につきましては、来年の３月末でございます。

あと、工事につきましては、子どもの安全と授業に支障のないように工事の

方を行っていただく予定です。よろしくお願いします。 

○阪東議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第５０号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○阪東議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第５０号は可決されました。 

 次に、日程第２６ 議案第５１号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第５１号 契約の締結につき議決を求めることについて
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（甲良東小学校エレベーター設置工事）。 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年９月４日。 

 甲良町長。 

○阪東議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 教育次長。 

○福原教育次長 それでは、議案第５１号を説明いたします。 

 １枚おめくりください。 

 契約の締結につき議決を求めることについて（甲良東小学校エレベーター

設置工事）について、下記のとおり契約を締結するため、地方自治法第９６

条第１項第５号および議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処

分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 １、契約の目的、甲良東小学校エレベーター設置工事。 

 ２、契約の方法、条件付一般競争入札。 

 ３、契約の金額、６，２４８万円。 

 ４、契約の相手方、住所、滋賀県彦根市正法寺町７７番地の１。氏名、株

式会社藤田工務店、代表取締役、藤田富士男。 

 これにつきましても、工期は来年３月末となっております。また、これも

子どもの安全、また、授業に支障を来さないように工事の方を進めていって

いただこうと思っております。 

 以上です。 

○阪東議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 宮嵜議員。 

○宮嵜議員 ６番 宮崎です。 

 このエレベーターにつきましても、当初は今年の夏休み中にという予定だ

ったと思うんですけども、今年度中になった、ちょっと遅れた要因というか、

もう一度、説明願えますか。 

○阪東議長 教育次長。 

○福原教育次長 工期につきましては、夏休みは無理かなというふうに思って

いました。ここまで遅れた理由というのは、やっぱりコロナの関係もありま

すし、契約議決、今回で議決をいただいて、これから契約をするに当たって、

工期の方が延びていったというものでございます。 

○阪東議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第５１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○阪東議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第５１号は可決されました。 

 次に、日程第２７ 議案第５２号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第５２号 契約の締結につき議決を求めることについて

（小中学校児童生徒用タブレット購入）。 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年９月４日。 

 甲良町長。 

○阪東議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 教育次長。 

○福原教育次長 それでは、議案第５２号について説明いたします。 

 １枚おめくりください。 

 契約の締結につき議決を求めることについて（小中学校児童生徒用タブレ

ット購入）について、下記のとおり契約を締結するため、地方自治法第９６

条第１項第８号および議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処

分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 １、契約の目的、小中学校児童生徒用タブレット購入。 

 ２、契約の方法、随意契約。 

 ３、契約の金額、２，２５０万円。 

 ４、契約の相手方、住所、滋賀県草津市大路１丁目１５番５号。氏名、株

式会社大塚商会滋賀営業所、所長宇野直基。 

 この契約につきましては、県による共同調達で、７月３１日にプロポーザ

ルを行った結果でございます。タブレット１台４万５，０００円で、児童生

徒５００人分を購入いたします。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○阪東議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 西澤議員。 
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○西澤議員 改めて、随意契約になった背景、原因をもう一度説明いただきた

い。県で共同購入というわけですけども、県そのものが随意契約になったの

か。それから、それを受けて、甲良町が随意契約になったのか。説明をお願

いします。 

○阪東議長 教育次長。 

○福原教育次長 県の共同調達では、プロポーザルで実施しました。プロポー

ザルで実施した結果、大塚商会さんに決定したものでありまして、各市町で

随契による契約を行うものでございます。 

○阪東議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第５２号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○阪東議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第５２号は可決されました。 

 次に、日程第２８ 議案第５３号を議題としまします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第５３号 訴えの提起につき議決を求めることについて

（追認）。 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年９月４日。 

 甲良町長。 

○阪東議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課長。 

○中川総務課長 議案第５３号 訴えの提起につき議決を求めることについて

ということで、追認をお願いするものであります。 

 １枚めくっていただきます。 

 まず、追認理由でありますが、町長の専決事項の指定は、地方自治法第９６

条第１項第１２号に規定する訴えの提起、和解および調停に関することは専
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決処分をすることができるとなっており、目的の価格についての指定がない

ことから、５月の臨時会において、貸金返還請求事件に関し、地方自治法

第１８０条第１項の規定に基づく専決処分の報告をさせていただいたところ

でありますが、しかしながら、甲良町債権の管理に関する条例において、町

の債権のうち、町税および国税または地方税の滞納処分の例により処分する

ことができるもの以外のものについては、訴訟手続により履行を請求する場

合においては、その目的の価格が３００万円以下であるというように条例で

決まっておりまして、町長の専決事項と条例とに差異があったもので、今回、

追認で議会議決をお願いするものであります。 

 まず、被告となるべき者の住所、氏名は、番号、住所、氏名、請求金額に

おきましては、ここに記載されているとおりであります。 

 次のページをお願いします。 

 ２番目の請求の要旨ですが、（１）訴えは、主たる債務者および連帯保証人

またはその相続人に対して請求するものであると。（２）で、上記訴えは、債

務者が貸金等に係る返還金の支払いを滞納していることから、主たる債務者

に対して、滞納返還金および遅延損害金の支払いを連帯保証人またはその相

続人に対して、連帯保証債務の履行を求めるものである。 

 ３番目で、訴訟遂行の方針ということで、必要に応じて次に掲げる法律上

の行為をするものとする。（１）控訴または上告。（２）訴えの取下げまたは

和解。 

 ４で、管轄裁判所が、大津地方裁判所であります。 

 以上です。 

○阪東議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第５３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○阪東議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第５３号は可決されました。 

 次に、日程第２９ 議案第５４号を議題とします。 
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 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 議案第５４号 訴えの提起につき議決を求めることについて

（追認）。 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年９月４日。 

 甲良町長。 

○阪東議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課長。 

○中川総務課長 議案第５４号 訴えの提起につき議決を求めることについて

の追認をお願いするものであります。議案第５３号と追認理由は同じであり

ます。 

 まず、１番、被告となるべき者の住所、氏名等ですが、ここにも番号、住

所、氏名、請求金額が書かれていますが、これは記載のとおりであります。 

 次のページをお願いします。 

 ２番の請求の要旨でありますが、訴えは、主たる債務者および連帯保証人、

またはその相続人に対して請求するものである。上記訴えは、いずれも主た

る債務者が貸金等に係る返済金の支払いを滞納していることから、主たる債

務者に対して、滞納返済金および遅延損害金の支払いを連帯保証人またはそ

の相続人に対して、連帯保証債務の履行を求めるものであります。 

 ３、訴訟遂行の方針。必要に応じて、次に掲げる法律上の行為をするもの

とする。控訴または上告。訴えの取下げまたは和解。 

 ４番目で、管轄裁判所が大津地方裁判所であります。 

 以上です。 

○阪東議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第５４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○阪東議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 
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 よって、議案第５４号は可決されました。 

 次に、日程第３０ 同意１６号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 同意第１６号 甲良町固定資産評価審査委員会委員の選任に

つき、同意を求めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年９月４日。 

 甲良町長。 

○阪東議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 町長。 

○野瀬町長 同意第１６号でございます。甲良町固定資産評価審査委員会委員

の選任につきまして、同意をお願いすることでございます。 

 甲良町固定資産評価審査委員会委員のうち、１名の方が令和２年１１

月３０日をもって任期満了となります。次の者を選任いたしたいことから、

地方税法第４２３条第３項の規定によりまして、議会の同意をお願いするも

のであります。再任のお願いをするものでございます。 

 住所、滋賀県犬上郡甲良町大字北落１２０番地１。氏名、上田博司氏。生

年月日、昭和２７年１１月６日。 

 上田氏につきましては、彦根市役所で長年の行政経験がございます。平

成２９年１２月から就任をいただいて、１期目を今お務めいただいていると

ころでございます。実績が認められるということでございますので、適任者

であると考えて、同意をお願いするものでございます。よろしくお願いいた

します。 

○阪東議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、同意第１６号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○阪東議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 
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 よって、同意第１６号は同意されました。 

 次に、日程第３１ 同意第１７号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 同意第１７号 甲良町教育委員会委員の任命につき同意を求

めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年９月４日。 

 甲良町長。 

○阪東議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 町長。 

○野瀬町長 同意第１７号 甲良町教育委員会委員の任命につきまして同意を

お願いすることでございます。 

 下記の者を甲良町教育委員会委員に任命いたしたいので、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定によりまして、議会の同意を

お願いするものであります。再任でお願いするものであります。 

 住所、滋賀県犬上郡甲良町大字小川原３６０番地。氏名、日下和子氏。生

年月日、昭和３４年８月１日。 

 日下さんにつきましては、平成１９年に前任者の残任期間からご就任をい

ただいて、現在、４期１３年お務めをいただいております。女性の視点から

しっかり意見を言われておりまして、行政全般に対し熱心、人格も高潔であ

ります。教育委員として適任者であると思われますので、どうぞよろしく同

意をいただきますようお願い申し上げます。 

○阪東議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 丸山議員。 

○丸山議員 教育委員会、日下さんに関しましては、長い間、甲良の子どもを

見守っていただき、非常に教育熱心な方で、私も長い間一緒にいますが、甲

良の子どもたちのためにはふさわしい人であって、賛成したいと思います。 

○阪東議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、同意第１７号を採決します。 

 お諮りします。 
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 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○阪東議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、同意第１７号は同意されました。 

 次に、日程第３２ 同意第１８号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 同意第１８号 甲良町教育委員会委員の任命につき同意を求

めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年９月４日。 

 甲良町長。 

○阪東議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 町長。 

○野瀬町長 同意第１８号 甲良町教育委員会委員の任命につきまして同意を

お願いすることでございます。 

 下記の者を甲良町教育委員会委員に任命いたしたいということでございま

すので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定によ

りまして、議会の同意をお願いするものでございます。再任でお願いをいた

すものでございます。 

 住所、滋賀県犬上郡甲良町大字在士４９７番地。氏名、藤真照氏。生年月

日、昭和２７年１月１７日。 

 藤さんにつきましては、平成２４年にご就任をいただきまして、現在、２

期８年間お務めをいただいているところでございます。英語の先生といたし

まして、滋賀県内の高校にも勤務をされておりました。経験豊かで、教育全

般精通をされております。人格高潔であり、教育委員として適任者でござい

ますので、ご同意いただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○阪東議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 丸山議員。 

○丸山議員 同じく、教育委員会に対しては藤さん、長年にわたり甲良の子ど

もたちを見守っていただき、これからも藤さんには甲良の子どもたちの教育

に関しては頑張っていただきたいと思い、賛成したいと思います。 
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○阪東議長 ほかにありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 私も賛成討論です。 

 日下氏も含めて、甲良町の教育の課題、非常に山積をして大変な中だとい

うように思います。藤真照さんについては、在士のお寺の住職さんで、子ど

もたちの学校登校にずっと毎日付添いをされて、子どもの成長、それから安

全についても配慮を日常いただいておりますし、様々な行事で関わっていた

だいております。そういう点でも、町全体の子どもたちの成長、豊かな人格

の発展、これに貢献をしていただきますよう、とりわけ、やはり甲良町の様々

な課題、困難な課題もあります。そういうことにしっかりと発言をしていた

だくことを改めて希望しまして、賛成討論とします。 

○阪東議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、同意第１８号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○阪東議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、同意第１８号は同意されました。 

 次に、日程第３３ 請願第４号を議題とします。 

 本請願については、紹介議員を代表して、西澤議員から提案説明を求めま

す。 

 西澤議員。 

○西澤議員 請願文を読み上げさせていただきまして、提案に代えさせていた

だきます。 

 甲良町議会議長 阪東佐智男様。 

 請願者 彦根・愛知・犬上原発のない社会をつくる会、事務局長、杉原秀

典。 

 甲良町の教育施設などと全家庭に安定ヨウ素剤の事前配布を求める請願。 

 請願趣旨。 

 現在、全国で再稼働している９つの原発のうち４つは隣の福井県にありま

す。高浜原発の３号機と４号機、大飯原発の３号機と４号機です。これに加

えて、関西電力は今年中に、３つの老朽原発、高浜１号機（運転歴４５年）、

高浜２号機（同４４年）、美浜３号機（同４３年）を再稼働させる準備をして
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います。 

 仮に、大飯原発で過酷事故が起きて放射性物質が放出されると、風速４メ

ートルの西風が直進で吹いている場合、「多賀町」となっていますが、訂正の

お願いが出ていますので「甲良町」に変えてください。甲良町には４．６時

間で同物質が飛んできます。その中には、甲状腺がんを引き起こす「放射性

ヨウ素」が含まれています。 

 ただ、適切な時期に安定ヨウ素剤（ヨウ化カリウム）を服用すれば、甲状

腺がんになることを相当程度防ぐことができます。原子力規制庁の説明書に

よれば、放射性ヨウ素を吸入する前２４時間から吸入した後２時間までに同

剤を服用すれば９０％以上のがん抑制効果があります。服用が吸入した２４

時間後になれば、その効果は７％に……。間違えましたね。吸入する前２４

時間から吸入した２時間までに同剤を服用すれば９０％以上のがん抑制効果

があります。服用が吸入した２４時間後になれば、その効果は７％に急減し

ます。 

 子どもは発達が早い分、放射能の影響を受けやすいと言われています。チ

ェルノブイリや福島では、同剤を服用しなかった多くの子どもが甲状腺がん

にかかっています。一方、３，３０３世帯のうち３，１３４世帯に安定ヨウ

素剤を事前に配布した福島県の三春町では、甲状腺がんの発症がほとんどな

かったと報告されています。 

 同剤の副作用について、原子力規制庁の解説書には「副作用の心配はほと

んどない。副作用による健康影響へのリスクよりも、放射性ヨウ素による甲

状腺の内部被ばくのリスクの方が大きい」と述べています。また、安定ヨウ

素剤は１粒１０円以下で購入でき、町財政の大きな負担になりません。 

 原発そのものには賛否両論があります。しかし、原発事故と放射能放出の

可能性がある以上、放射能から町民の命や健康を守ることは、全ての町民の

願いであり、地方議会の大事な役割だと考えます。 

 町民、特に子どもの健康と命を守るために、貴議会に、以下のことを請願

します。 

 請願事項。 

 甲良町の教育施設など（幼稚園、保育園、小学校、中学校など）に安定ヨ

ウ素剤を事前に配布すること。また、全ての家庭に安定ヨウ素剤を事前に配

布することとなっています。 

 ２日に請願団体の方からの説明があったとおりでありますけども、私の方

から強調したいのは、つまり、原発そのものに賛成をしている人も含めて、

やはり原発の事故が起こるということについては、圧倒多数の方が認知をさ

れています。そういう下で、事前配布を行う。そして、少しでもこの内部被
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ばくのリスクを弱めるということが大事かというように思います。 

 副作用については、重篤な副作用になるものについては、規制庁も解説書

を出しております。インフルエンザの予防接種は０．００２％の割合、つま

り１０万人に２人。それから、これに比べて、安定ヨウ素剤の服用について

は０．０００１％、つまり１００万分の１だと報告されています。 

 また、もう一つは財政の面ですけども、役場に備蓄をした多賀町の例です

けれども、費用は、約２６万７，７００人分の町民の分を備蓄して、これか

ら学校など、それから家庭に配布するかどうかの検討をしているというよう

に聞いております。重複配備もして、さほど費用はかからないというように

議論をされている最中だと聞いております。 

 そういう点を含めまして、議員の皆さんのご賛同をぜひお願いをして、町

の姿勢、町の施策の後押しができるように、皆さんのご協力、ご賛同をお願

いしまして、提案とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○阪東議長 ここでお諮りします。 

 これより審査願います請願第４号については、会議規則第９２条第２項の

規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○阪東議長 異議がありませんので、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 建部議員。 

○建部議員 私は、原子力発電には元々は反対なんですが、代替の発電機とい

うか、そのものがない。やむなく、やはり原子力発電に頼らざるを得ないと

いう状況でございます。 

 その中にあって、原子力発電、絶対に事故がないと言い切れません。いつ

何どき、その事故が発生するかも分かりません。備えあれば憂いなし。僅か

な費用で済むのであれば、この甲状腺がんの発がんを防ぐためにも、この薬

というかヨウ素剤を、ぜひとも教育機関ならびに全世帯に配布されることを

求めまして、賛成といたします。 

○阪東議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、請願第４号を採決します。 



－53－ 

 お諮りします。 

 本請願を採択することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○阪東議長 ご着席願います。 

 起立多数です。 

 よって、請願第４号は採択することに決定いたしました。 

 次に、日程第３４ 意見書第１号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○橋本事務局長 意見書第１号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方

財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書（案）。 

 会議規則第１４条第１項および第２項の規定に基づき、上記の議案を提出

する。 

 令和２年９月４日。 

 甲良町議会議長様。 

 提出者 甲良町議会議員 岡田隆行。 

 賛成者 甲良町議会議員 山田裕康。 

○阪東議長 本案については、岡田議員から提案説明を求めます。 

 岡田議員。 

○岡田議員 意見書第１号ですが、朗読をもって代えさせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方

税財源の確保を求める意見書（案）でございます。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大は、甚大な経済的・社会的影響をもたら

しており、国民生活への不安が続いている中で、地方税、地方交付税等の一

般財源の激減が避け難くなっている。 

 地方自治体は、福祉、医療、教育、子育て、防災、減災、地方創生、地域

経済活性化、雇用対策など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感

染症対策にも迫られ、今後の地方財政はかつてない厳しい状況になることが

予想される。 

 よって、国においては、令和３年度地方財政対策および地方税制改正に向

け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。 

 １、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総

額を確保・充実すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよ

う、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。 

 ２、地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切

に発揮できるよう、総額を確保すること。 
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 ３、令和２年度の地方税収が大幅に減少することが予想されることから、

万全の減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目につい

ても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。 

 ４、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めると

ともに、国税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、

新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性等を厳格に判断すること。 

 ５、特に、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根

幹を揺るがす見直しは、家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。また、

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じられた特例措置は、本来

国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限りの措置として、期限の

到来をもって確実に終了すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 令和２年９月４日。 

 議員の皆様、よろしくお願いいたします。 

○阪東議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 全協でもお願いをしておりましたが、５番のところの「制度の根

幹を揺るがす見直し」とは何を指しているのか、これが１つです。 

 もう一つは、その下にあります「緊急経済対策として講じられた特例措置

は」、これも何を指しているのかご説明いただきたいと思います。この特例措

置については、持続化給付金などを指しているのでしょうか。よろしく説明

お願いします。 

○阪東議長 岡田議員。 

○岡田議員 西澤議員の質問にお答えしたいと思います。 

 まず、１つ目は、コロナにより固定資産税の減免などが行われていますが、

現在、中小企業や商業施設などが対象となっております。その差額分は、今

現在、国が補填しています。このことから、今後も引き続き評価基準の見直

しをかけるなど、納税者側に立つと減額されていいことではあるが、税収の

減額につながることから、そのことは行わないでほしいということでありま

す。今、中小企業や商業施設に限ってなので、個人の方のところはまだ全然、

補填されていない現状です。 

 「特例措置についても」ということは、これはもう、今、企業とか、その

他法人のことに対しての特例措置についてのコロナ対策が、今、国の方で補

填されているということで、今回限りのその措置をしてほしいということで、

やっぱり町にとっての地方税の減額をどうしても何か抑えたいということで、

今回、町村会の方から依頼があったものであります。 
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○阪東議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 賛成に当たって、次の意見を述べさせていただきます。 

 私は、経済対策は、とにかく今の消費税１０％が非常に厳しく反映をして、

業者や、それから地方の自治体の運営を苦しくしている大本になっていると

思うので、消費税５％の減税は喫緊の課題だというのを思います。 

 ２つ目に、２次補正で計上された予備費１０兆円、これは異例であります

し、国会の無視、それから財政法違反の疑いも持たれています。臨時交付金

を直ちに増額すべき、この内容もぜひ入れていただきたいというように考え

ています。 

 それから、最後に、中長期的な税財源の改革はもちろんですが、コロナ禍

の下での深刻になっている財源不足に対して、緊急に地方に対する支援策、

これを予備費の中から支出をする、こういうことも非常に大事かというよう

に思いまして、私もそのことを思いますし、その努力でさせていただきたい

ですし、町は町で、その方向で、ぜひ要請をしていただくことを申し上げて、

賛成討論とします。 

○阪東議長 ほかにありませんか。 

 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 私も賛成討論をさせていただきます。 

 やはり、このまま新型コロナウイルス感染症が続きますと、令和２年度の

税収とか、また減ってくると思いますので、やはり財源の確保が重大になっ

てきますので、このことに対しましては賛成といたします。 

○阪東議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阪東議長 ないようですから、討論を終わります。 

 これより意見書第１号を採決します。 

 お諮りします。本意見書を関係機関に提出することに賛成の方はご起立願

います。 

（賛成者起立） 

○阪東議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、意見書第１号は可決されました。 

 ここで、午前中の会議は終わり、１時３０分から午後を開会したいと思い
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ます。よろしくお願いします。ちょっと時間が短いんですけど。 

（午後 ０時２０分 休憩） 

（午後 １時３０分 再開） 

○阪東議長 次に、日程第３５ 一般質問を行います。 

 発言通告書が提出されていますので、これより許しますが、発言時間につ

いて申し上げます。諸般の都合により、本日の質問時間については、会議規

則第５６条第１項の規定により１人４０分以内とします。ただし、質問途中

であれば多少延長も認めますので、質問者は、時間が来れば簡潔にまとめて

質問をしてください。なお、答弁する人も簡潔明瞭に答弁をお願いします。 

 それでは、１番 小森議員の一般質問を許します。 

 １番 小森議員。 

○小森議員 よろしくお願いします。初めてなので。 

 本題に入りますけど、町長に問います。本町の基幹産業について。甲良町

の基幹産業とは何かということをちょっと聞きたいんですけど。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 大きくを捉えた言い方をしますと、農業と建設業ということが言

えます。ちょっと事業所数を調べました。農業は割愛しますが、建設業の数

でありますが、９６件。それから、全体事業所数が３４９件と把握しており

ますので、占める割合は２７．５％ということでございます。 

 そして、もう１点は、その中で、町内の業者さんが甲良町に指名登録をさ

れておりますが、かなり多くの業種があるんですけれど、６業種で延べ６６

社が町の指名登録をされているということで、若干ピーク時よりは減ってお

りますが、まだまだ建設業さんが町内には多いということで、建設業という

ふうに申し上げさせていただきました。 

○阪東議長 小森議員。 

○小森議員 その基幹産業について、行政として支援してきたことは、何かあ

ったら。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 毎年、甲良町の建設工事等契約審査会で、あらかじめ年度当初に

業者登録されている方々の発注の基準を通知しております、公表しておりま

す。今までは、契審の評点で、町内と、それから町外の方の評点を、できる

だけ町内の方が入りやすくという評点制度をしました。 

 今年度から入札の内容を変えた点が２つありまして、土木であります

が、１３０万円以上から７００万未満の、土木では一番金額の小さな工事で

ありますが、これについては、町外を入れずに準町内の業者のみに変更いた

しました。そして、１３０万以下は一応随契の範囲になりますので、これは
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町内本社業者さんで見積り合わせ入札をするという変更をいたしました。 

 そのほかには、業者さんと、日常、町行政といろんな協力関係を結ばせて

いただきまして、建設業者さんとは防災協定、それから、除雪のときの除雪

委託、それから、商工会に入っておられる建設事業部の方が、毎年、甲良町

の公共施設についてボランティアで工事をやっていただいたり、除草をやっ

ていただいたり、無償で、年に１回は町の有益な事業をボランティアでやっ

ていただいているという実績がございます。 

 以上であります。 

○阪東議長 小森議員。 

○小森議員 待遇してもらえている面もいろいろあると聞き取れましたけども、

それにしても、町内業者が、本店を町外に移して、営業所をよそに持ってい

って仕事、入札に入っているという実態が見受けられますが、甲良町の仕事

というか、建設業に対しての仕事があまりにもなさ過ぎてよそに出ていって

いるという実態があるんですが、町長はその辺をどう思いますか。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 甲良町の発注工事も、以前、下水であったり、水道のフレッシュ

水道であったり、あるいは道路の新設工事であったりという大きな事業をこ

なしてまいりました。その以前は、農業関係で圃場整備等々もありました。

それから、運動公園の事業もありました。 

 今、大型工事が甲良町でなくなりまして、どちらかというと小さな工事を

計画的に発注するということになりましたので、相当発注数が減った、それ

から発注金額も減っているということで、町内業者さんが外へ行って、業務

拡大をするということで、営業、あるいは自己防衛的に、そういう自社の経

営を改善するための措置を取られているというふうに認識をしているところ

でございます。 

○阪東議長 小森議員。 

○小森議員 逆に、町外から甲良町に不正な手段でランクや営業所を登録して

いる業者に有利な入札制度をしているという認識はありますか。 

○阪東議長 企画監理課長。 

○北坂企画監理課長 今、おっしゃるような不正な手段でランクづけなどとい

うようなことでございますが、県の許可なり経営審査という点数を、もう甲

良町は採用をいたしております。不正に操作をしている業者や営業所がいて、

不正に登録しておられるというようなことは、ちょっと私らの方では分かっ

ていないのが現状だと思っています。 

 また、入札制度につきましては、地方自治法の２３４条の一般競争入札、

指名競争入札、随意契約、また競り売りというふうなことでございます。そ
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れを実施しておりまして、今の地方自治法２３４条第２項にもございます、

一般競争入札は原則であるというところでもっての手続を現在踏んでいると

ころでございます。 

○阪東議長 小森議員。 

○小森議員 その一般競争入札のことでございますけど、この一般入札という

ものをすれば、やっぱり町外業者が沢山の仕事を入札されて、甲良町の仕事

は甲良町でやらせてほしいという、あれからちょっと外れていくというよう

に思うので、町内業者を優先するというわけじゃないんですが、この一般入

札を指名入札に変えて、そういうふうな入札を行ったらどうかなと思うんで

すが。 

○阪東議長 企画監理課長。 

○北坂企画監理課長 一般競争入札、原則と申しました。甲良町におきまして

は、一般競争入札ではございますが、条件つきというふうなことをつけてお

ります。それによって町内なり町外なりの差別化というふうな形を取らさせ

てもらっているところでございます。 

○阪東議長 小森議員。 

○小森議員 これに関してですけど、一般入札、指名入札に変えるということ

は、条件がちょっと複雑なこともあると思うんですが、県の監理課にもちょ

っと相談して、いろいろアドバイスを受けたんですが、町のことは町で、町

の決めることに従ってやったらええという回答を頂きましたので、ぜひとも

前向きに、この指名入札にするということを考えていただきたいなと思いま

す。 

 口だけでどうのこうのと言うのとは違って、次の一般質問のときまでに、

それをどういうふうに進めていくか、どういうような結論になったかいうの

を、回答をいただきたいので、その辺、よろしくお願いします。 

○阪東議長 企画監理課長。 

○北坂企画監理課長 今現在でも、先ほど申しましたような条件をつけてやっ

ております。これも、甲良町の独自の指名基準というふうになって、町で定

めたものでございます。今の段階では一般競争入札、条件つきではあります

が、進めてまいりたいと思っているところです。 

○阪東議長 小森議員。 

○小森議員 次回までによろしくお願いします。 

 それと、現在、甲良町の土木の方で、建設業の方で組合を設立して、業者

が、監理者をもちろん選任させて、不正な営業所よりも確実な体制を取って

いる組合があるんですが、こういった組合を、これからでも前向きに、町と

しては考えていってくれるというのか、組合やさかいに、何というかな、水
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道組合もあるし、自動車の組合もあるし、土木の組合だけがなかったので、

これ、新しくできたんですが、こういうようなやつを前向きに考えていって

くれるという、あれはありますか。 

○阪東議長 企画監理課長。 

○北坂企画監理課長 前向きにというのは、入札の参加というふうなことやと

思うんですけども、事業協同組合が、例えば受注の機会を確保するというこ

とになりますと、現段階では取扱いについては定められてはおりません。今

後、基準から定める必要があるのかなというふうに思っております。 

○阪東議長 小森議員。 

○小森議員 分かりました。 

 この組合に対して、一言だけちょっと付け加えておきますけれども、この

組合というのは、例えば災害時とか、町内業者であればすぐに対応ができる

メリットもあるし、入札にかけられないような細かな仕事や、作業や、緊急

を要する仕事があると思うんですが、そんなとき、町政としては、誰に頼ん

で、誰に仕事してもらうかという。例えばこの組合と町とがきちんとした形

で契約なり何なりできれば、すぐに実行に移せる組合だと思うので、こうい

うようなやつをもうちょっと前向きに考えていただきたいなと付け加えてお

きます。 

 時間、まだまだ早いんですが、甲良町の仕事は甲良町にと、自分なりの選

挙の課題にもしてきたように、その願いでここまで、こういうふうに形にな

ってやってきたと思うんです。仕事だけと違って、いろんな面でも、いろい

ろあるんですが、１つだけ、今言うとるこの組合を何とか、せっかくできた

組合ですので、何とか甲良町で役立ててほしいなと思いますので、その辺を

またまたよろしくお願いします。 

 簡単でございますが、質問をこれで終わりたいと思いますが、よろしくお

願いします。 

○阪東議長 小森議員の一般質問が終わりました。 

 次に、７番 丸山議員の一般質問を許します。 

 ７番 丸山議員。 

○丸山議員 すいません、緊張しております、非常に。すいません。 

 町施設について問いたいと思いますが、町施設といいますと、かなり数が

あるんですが、今回は限ったところで、町民グラウンド。町民グラウンドで

のちょっとした事件というか、ちょっと少年野球の方から聞いたことで、今、

ちょっと議長には写真を渡しましたけど、丸々もうバーベキューセットをや

りっぱなし、やり逃げ。何か、レシートが出てきたのはトライアル。トライ

アルのレシートが出てきたけど、誰が買ったかいうのは、そこまではちょっ
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と分からなかったものですが、でも、もうその場、日曜日だというのに、教

育委員会の大野君が大橋監督から電話を頂いて、日曜日も駆けつけてくれた

そうです。それはありがたい話で、また、ありがとうございます。 

 そういった中で、やりたい放題、今見てくれた分かると思うけど、バーベ

キューセットなんか、もうその日に買うてきて、さら。その日１回だけ使っ

て、もう持って帰らずにほったらかし。それで、こういうことがあって、朝、

日曜日、少年野球の皆さんが、たまたま雨が降っていたか何かで、屋根の下

で練習をしようと思っていたところ、行ったら、そんな状態。もう練習どこ

ろでありません。 

 しかし、片づけるのはもちろん簡単なことなんですが、やっぱり一応、こ

んなことがあってはいかんというので、前職員だった大橋監督が職員に電話

していただいて、その中で、監督が写真を撮ってくれて、「これを」というこ

とで私が頂いてきたものですが、やっぱりこういうことが、バーベキュー禁

止、花火禁止いう看板は確かに町民グラウンドにはあるんですけど、やっぱ

り夜２４時間、誰もそこまで見張りができませんので、私が思うのには、や

っぱり、いろんな面で大事なところというの、甲良町内でも、施設というの

は、何回も言いますけど、いろいろありますが、道の駅なんかで当初、でき

た当時、トイレの事件とかありましたよね。あれも何時何分にトイレに入っ

たと、時間と、今の時代、やっぱり防犯カメラが何もかも見ててくれるとい

うか、証拠になるという。そういう意味合いもあって、町民グランドも幅広

いですが、入り口の門のところに、１つ防犯カメラをつけていただきたいな

と。そこで、いわゆるナンバーチェックができれば、何とかまたなるのでは

ないかなと。 

 それとまた、前、墓地公園のところのトイレのこともあり、そこにもカメ

ラがついていると思うんです。 

 しかし、こういった屋根つきのとこで、これからもないとは言えませんの

で、やっぱり今後、こういうことがあってはいけないという意味で、安全の

ため、より早く防げるためには、防犯カメラの設置をお願いしたいなという

思いで、今日、質問させていただきました。 

○阪東議長 教育次長。 

○福原教育次長 ありがとうございます。 

 運動公園には、昨年度、５基の防犯カメラを設置しました。屋根つきグラ

ウンドも映ることにはなっているんですが、角度の関係だったと思うんです

が、分からなかったみたいです。 

 ただ、今議員が提案してくれましたことにつきましては、教育委員会でも

ありがたい提案でもありますし、今言うてくれる入口のところには防犯カメ
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ラはついていません。今後、今ついているカメラの角度を変えるなり、今言

うてる入り口のところに設置することにつきましては、財政と協議して前向

きに検討していきたいと思います。 

○阪東議長 丸山議員。 

○丸山議員 教育次長、前向きな答弁、ありがとうございます。 

 やっぱり、今言うように、カメラで何もかも見張られているというのも、

ちょっと今の時代、常に見張られているというのも、これ、ええ気はせんの

ですが、やっぱり何事も、これから防ぐためには、やっぱりカメラに頼って

いかなしょうがないのかなと、時代の流れというか、そういうふうに思うん

です。できればそういうことで。屋根つきのところにもやっぱりカメラはあ

ったという。ただ、そこまで映るときと映らないときとがある、分かりまし

た。 

 疑いかけたら切りはないんですが、今、何べんも言いますけど、やっぱり

その入口はもう１カ所ですので、門のとこらで、最終的にやっぱり、こうい

うようなことがあるといかんので、ナンバーチェックができるとか、誰が入

っていったとかというのがせめて分かるようことで、前向きな答弁いただき、

本当にありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。 

○阪東議長 丸山議員。 

○丸山議員 続けて、２番の方に進みたいと思います。 

 これは町長に聞きたいと思いますが、今の職員のこの人事に関して、私た

ちは、どうやこうやと言うわけにはいかんのですが、今、私が町長に聞きた

いのは、今はもちろん町長として、行政のトップであります。町長はその昔、

行政職員であり、総務主監までされた方であります。 

 そういった中で、今、正直、ここにおられている課長の皆さんは、皆さん

はというか皆さんの個性、いろんなこと、町長はある程度把握をしていると

私は思っています。そういった中で、この人事が、私は誰々をここに替えろ、

誰々をここへ持ってこいとか、そういうような意味を言っているんじゃなし

に、やっぱり人間、得意な分野もあれば、不得意なところもあると思うんで

すよね。 

 だから、そういった意味で、例えば、今までの流れでいいますと、残り定

年まで２年、３年とかになりますと、今の部署で最後まで、退職までいてい

ただき、それから次の世代に送れるような状態で、課長で終わっていただく。

流れ的にはそういうふうな感じで思ってたんですが、この頃、何か微妙に１

年で替わるときもあれば、２年ぐらいで替わっているという、ちょっと見ら

れるんですが、そういう人事は、ちょっと何か事件があった場合は、問題が

あった場合はそれはしょうがないと思うんですが、今ここにおられる課長の
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顔を見ている中で、何もそういうようなことを聞いたことないので、ちょっ

と人事の異動が早過ぎるんでないかなと思うんです。その辺、ちょっとどの

ように考えておられて、この人事になったのか。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 ありがとうございます。 

 甲良町役場では、不祥事の発覚以降、いろんな面でコンプライアンス重視

の下に、職員の職務専念、法令に基づく、あるいは上司の命令に従うという

日常業務を基本として、職員に徹底をしております。人事に関しては、町長

の専権事項でありますので、基本的には公平に人事を行うということを念頭

に置いているところであります。 

 しかし、人口が一番少ないという、職員数はそれに対してどうやという、

比例しているのかというご意見もありますが、小規模の町で限られた職員数

を、いかに効率よくうまく配置するかというのが、私に課せられた職責だと

いうふうに思っているところでございます。 

 常に職場がうまく機能をする、そして一職場、在職が長くならないローテ

ーションで職場を活性していくというふうな人事配置を心がけています。一

職員が長いと慢性化したり、あるいは不祥事につながる事件もありますので、

人が替わることによって前任者の仕事内容がチェックできるということも含

めて、あまり長く１カ所にいないということを心がけていることは事実でご

ざいます。 

 適材適所にどうだということからすると、やっぱり慣れた職場で、いい技

術を持った人はそこの職場でずっとやってもらう、効率よくやってもらうと

いうのも一つの方法でありますが、全体としてはそういう流れで人事配置を

しておりますので、もしも個別にご指摘をいただくのであれば、また別途ご

忠言もいただきたいなというふうに思っているところでございます。 

○阪東議長 丸山議員。 

○丸山議員 今、町長が言われていることも確かによく分かるんですよね。前

もたしか、ほかの議員からもあったと思うんですよね。長くても３年以内か５

年以内で替えるようにとかというようなことは私も聞いていることはあるん

です、確かに。 

 現在、私が言うのは、残りもう退職まで２年、３年とかまで来ている人が、

急に、極端な話、若いときから３０年、３５年、ここに来てから、行ったこ

とない部署に、今言う５０を超えてから急に振られて、若いとき、例えば３０

代のときとかにいろんな課、税務課に行ったり保健福祉へ行ったり、会計室

へ行ったり、若いうちは３年、５年周期でも、ころころととあちこち替わっ

ていろんな経験をするのはいいことだと思うんですよ。 
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 しかし、もうある程度、私がこんなん言うのは失礼なんですけど、課長の

皆さんには、それはもう皆、何でも、全部いける人だと思っているんですが、

やっぱり長い目で、私も今、この役場へ、議員にならせてもらって１３年目、

徐々に慣れてきたかなというような感じのときもあるけど、まだまだという

のは自分自身も思っております。 

 そういった中で、やっぱり職員の皆さんも、ここにいる皆さんは課長であ

りますので、やっぱり行ったことない課にいきなり行って、また、下の者に

指示はできない。下の人からしたら、昨日、最近来た課長に、何も分からな

いのに言われることはない。これ、中の、絶対、課としてのチームワークが

うまくいかないと思うんですよ。 

 だから、私が言うのは、もう残り少ない人は、やっぱりそのままその課に

残っていただき、下の若い世代を育てていく。そういうやっぱり行政をつく

っていっていただきたいなと、私は思うんですよ。その辺はどのように、町

として。 

 というのは、私、何べんも言いますけど、総務主監までされてきた町長だ

から、私が言うのはそこなんですよ。皆さん、ここにいる課長のある程度の

ことは知っておられると思う。だから、得意なときもあれば、この方、こっ

ちに残ってもらった方がいいかなというのは、一番よく分かっている方だと

私は思うんですよ。だから、そこんところを、いうたら、ちょっと見て。た

だ、何べんも言いますが、だから、私が言うたから人事を異動せえとか、そ

ういうようなことを言っているんではないんですが、これはちょっと考えて

いただきたいなと。そうでないと、各課が、うまく動いている課もあれば、

動きにくい課も、今、できているのは事実だと私は思います。 

 正直言って、今、この中にいる課長の中で、何名かの方は絶対そんな私、

いや、誰に聞いたとかそんなの一切ないですけど、私から見た目でも、ちょ

っと急に振られても大変やなと思いますよ、正直言って。ここは、ちょっと

やっぱり、これからの人事として、人事権を持っている町長に言っておきた

いのは、やっぱり課として回れるような課に、仕事に来ててもやっぱり楽し

くできる課。仕事がえらい、えらくないは二の次、三の次として、まず、朝、

その課に来て、「ああ、また今日もこんな調子では、仕事、ちょっと力入らへ

ん、憂鬱やな。」という、そんなあれやったら、行政が動きが悪いと思うんで

すよ。そこのところをちょっと、町長、再度考えていただきたいなと私は思

います。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 異動の基本は、今答弁したとおりでありますが、丸山議員がおっ

しゃるように、それで職場がうまく機能しているのか。あるいは、働きやす
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い職場で、人間関係がいいのかというとこら辺は重要な、特に職員の人間関

係、重要なことでありますので、ご指摘いただいたことについては強く受け

止めて、適材適所という観点を、そして、人事評価あるいはこの人が適切か

どうかも含めて、今ご指摘いただいた点については、私の今後の人事に活か

していきたいというふうに思っています。 

○阪東議長 丸山議員。 

○丸山議員 ありがとうございます。 

 私が言うのも何ですが、これからも、まず行政力を固めるためには、やっ

ぱりこの課が、何べんも言いますが、うまくいけるように、やっぱりぎくし

ゃくしている課でなく、和気あいあいとできるような体制に持っていくのも、

私は町長の思いが１つだと思いますので、そこのところはこれからもよろし

くお願いしたいと思います。 

 それと、町長に最後、もう一つだけ聞きたいんですが、今呉竹センター長

が来ておられる中でなんですが、両センターに図書館長、大体この辺は、前

の町長が私に言ったときは、退職された方に、両センターと図書館辺りはお

願いをしようと思っているんやということを、町長の口から私、聞いたこと

を覚えておりますので、その辺はちょっとどうなっているか。今現在でも長

寺センターと図書館に関してはそうなっておりますが、呉竹センターが今回

ちょっと退職者と替わったので、それが何かまたあったのかどうか、ちょっ

とそれだけお聞かせいただきたい。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 これは、職員任用の方になりますので、まずは今、試験採用をし

ておりますので、今年度から会計年度職員という制度に改まりまして、臨時

さん、嘱託という職が会計年度のフルタイム、パートという役職になりまし

て、そして職種、全部、今年度当初に試験をして、採用を決定させていただ

きましたので、甲良町役場経験があって、昔は再任用と言ったんですけど、

新たに会計年度職員でやられるという、そういう人的な調整もありますので、

今までのようにそういう経験のある人をそういうポストにということが、ち

ょっと制度上、変わりましたので、基本的には、組織の長については正職で

というふうな考え方に改めて職場の活性化をしていこうという方針を持って

いるところでございます。 

○阪東議長 丸山議員。 

○丸山議員 長いこと、町長、ありがとうございました。そういうことで、何

遍も言いますが、とかくやっぱり行政がうまく動けないと町がよくならない。

そういう意味も兼ねて、これからの人事は考えて、うまくいけるような、和

気あいあいとできる課にしていただきたいと思います。 
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 これで一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○阪東議長 丸山議員の一般質問が終わりました。 

 次に、９番 建部議員の一般質問を許します。 

 ９番 建部議員。 

○建部議員 それでは、早速、一般質問を行います。 

 まず、今、町におけるコロナ対策、何が必要かということですが、コロナ

感染症も、第２波は峠を過ぎたといっても、滋賀県は毎日増え続けておりま

す。幸いに、甲良町は５人の患者、それから増えていないのが幸いでありま

すが、でも、まだまだ油断はできないし、滋賀県においては増え続けている

という現状から、これからにおけるコロナ対策、町長はどのように立ち向か

うのか。必要な対策は何なのか。町民に安心を与える施策を果敢に推進、実

施されたいという思いがあるんですが、今の町長のコロナに対する思いを、

甲良町はどのようにコロナ対策を進めていこうとするのかという思いがあれ

ば、ちょっとお答えください。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 大きくは、２つの柱で動かしていくということが大事だというふ

うに思っております。 

 １つは、第４弾までやってまいりました事業者の支援、個人の支援、生活・

社会支援という支援のコロナ施策でありますし、それから安全、感染のかか

らない方策の啓発活動等々も入ってこようかと思います。 

 もう一つは、ちょっと見えにくいんですが、新しい生活様式、非常に閉じ

籠もった状態、あるいは密にならないということで、ストレスもたまってお

りますので、ケアという面でも必要だと思いますし、それから、分かりにく

い新しい社会生活ということは、行政は一度、次なる行政施策を、積極的に

課題を見つけて行える準備、あるいは施策展開というのを力強くこの際に打

ち出していくということが、個人あるいは事業者等々の支援対策と、次なる、

まあ言うとアフターコロナといいますか、コロナ後の社会生活、それから行

政施策がうまく運べるような、そういう町としての準備と、あるいはこの基

本を充実するということが大事だというふうに思っております。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 町民への支援、そして新しい生活様式、これはもう全国的に言わ

れております。人の暮らしぶりが変わってきた。このコロナによって、本当

に生活そのものが窮屈になってきたし、そういう中でどこに楽しみを見いだ

し、どこに生きがいを見いだし、そういう人生が送れるかというところで、

この新しい生活様式というのはどういう方法で取り込まれるかというところ

が非常に大きな課題です。 
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 そこで、私は即今、やはりこのことがぜひともというので、３点挙げまし

た。 

 １つは、前回にも申し上げましたが、町民の生活支援、また地域経済の復

興回復支援策として、過去には給付金という形で１万円、そして、それぞれ、

また国の給付金もありましたけれども、併せてこの町税と、町民税とか固定

資産税、国民健康保険税、介護保険税において１０％の軽減をぜひとも行う

べきだという質問を前回いたしました。 

 そのとき、町長は、議員の税に精通しているということで、私を持ち上げ

て、アドバイスをいただきながら、慎重に議論・検討し、次なる展開に入っ

ていきたい。私の質問に、そのように答えたんです。 

 その答弁ぶりからして、期待を持たせていますね、私に。議員のアドバイ

スをいただきながら、慎重に議論・検討し、次なる展開に入っていくと。と

いうことは、次があるという。そこで、３カ月たつんですが、この１０％軽

減については、検討されて、どういう方向に持っていっていただけるんです

か。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 担当課の方でまずは検討いただき、それから次につなげるという

ことで、担当課の検討を基にお答えをさせていただきます。 

 まず１つは町民税、固定資産税、軽自動車は税目が変わっておりますが、

軽自動車税を１０％減免した場合の試算額が７，１３０万円。そして、伴い

まして、システム改修をしなければなりませんので、その費用の見積り

が８７０万円。おおよそ８，０００万という減収と改修費が総額で要るとい

うことになりました。 

 そして、担当課の調査では、そこをいじくると非常に混乱を招くという事

務的なこともありました。住民税の所得割は保育料算定の根拠、無料化にな

りましたので、それから、固定資産税は国保税の資産割算定の根拠、これは

ご存じだと思います。それから、国保会計と介護保険会計は、被保険者と、

それから公費負担の会計で運営をしているということになります。一部、国

保税には、一般会計から繰り出しをしているところでございます。したがい

まして、影響額が発生した場合の不足財源を一般会計から繰入れするという

ことは、これは基本的に好ましくないということが考えられております。 

 また、担当課では、税の変更決定通知、納入願った方の税の還付事務とい

う事務負担が伴うという検討もいただいています。 

 それから、地方創生特別交付金という交付金を国から頂いていますので、

その減収分を、それが充当できるかどうかについても検討いただきましたが、

国庫である地方創生臨時交付金を財源に充てるということができないという
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結論でありましたので、よって、検討した結果については、１０％減免を見

送らせていただいているという状況であります。 

 今日の意見書決議もされたところで、今後、地方税収、これだけ経済が落

ち込んでいますので、落ち込んでいく、あるいは来年度の町税税収が減って

いくということから勘案しても、ちょっと税の減免というのは実施できない

ということの結論を得たところでございます。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 結果は、見合わせていただく。できない、やらないということで

すかね。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 検討の結果、そういう結論でございます。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 そしたら、前回、次なる展開に検討して進めていくということが、

何ら沙汰もなしに、今日の質問では、その件については実施できないという

回答を受けたことになるんですが、私は、まだまだ引き下がりません。これ

はぜひとも、次にもまた要求をしていきます。今日はできないという返事を

いただきましたが、これはぜひとも必要な施策であります。 

 次に、ＰＣＲ検査において、町民の不安を取り除き安心を与えるため、希

望者には町費で受けさせることという内容でございます。 

 最近は、このＰＣＲ検査をいつでも、誰でも、何回でも受けていただこう、

受けようという、東京の世田谷でしたか、そういうとこら辺とか、また、あ

る自治体でもそういう取組がある。 

 いっときＰＣＲ検査を個人で受けようとすると数万円の金が要った。最近

は２万５，０００円ぐらいで、かかっているかどうかは知りませんが、町民

がやはり、そういう症状が出てからというんじゃなくて、今、自分はこうい

う状態にいるけどどうかな、ＰＣＲ検査を受けたいな、感染してないやろう

かなとかいう、そういう不安とか、そういうふうになって、いや、かかって

いない、陰性やという確信が得たいという、それでもって安心を得ていくと

いう、そういう人がいます。だから、本当は全ての町民にそういう検査を受

けていただくのがいいんですが、やはりそういう不安を感じ、安心を与える

ためにも、希望者にはそのような検査を受けていただくと。 

 もちろん、今、聞いていると２万５，０００円ほどかかるということなん

ですが、俗に言う、このＰＣＲ検査は２通りあるんですね。滋賀県では、こ

のＰＣＲ検査、行政検査といって、濃厚接触者であるとか、感染が疑われる

方については、行政検査でもってやる。もう一つは、症状が出て病院へ行く。

担当医というか、お医者さんの指示でＰＣＲ検査を受ける。これは保険が利
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く検査ですが、そういう２通りの検査がある。それ以外の自主的な検査につ

いては実費が要ると。その実費が要る分、そういう希望者には、ぜひとも甲

良町でも町費で受けていただく、そういう施策は取れないのかと思うんです

が、どうですか、町長。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 おおよそ状況は、建部議員の方から申していただきました。  

 さきの臨時会においても、新型コロナウイルス感染症に伴うＰＣＲ検査の

抜本拡充と住民支援策の拡充を求める決議が可決をされています。 

 ポイントは、（１）（２）（３）で示されたように、全ての速やかなＰＣＲ検

査を実施。それから医療、介護、福祉、保健、失礼しました、保育、教育従

事者、入院者を速やかに実施できる検査制度。それから、一定基準で希望者

の検査が公費の負担でできるようにと、今説明をされたところでございます。 

 本町といたしましては、今の行政検査という枠内が基準となっていますの

で、６町で構成いたします町村会で、県に対して、新年度、要望活動をする

んですけど、今年は例外要望といいますか、別立てで、新型コロナウイルス

感染症に関する特別要望を含めて、１０月５日に県要望を６町でやるという

ことです。具体的には、ＰＣＲ検査および抗原・抗体検査の体制実施と簡易

検査キットによる検査の拡充ということを、今、建部議員が申しておられま

す方向で要望していきたいというふうに思っています。 

 そして、現状、言われましたけど、１日当たりの県のＰＣＲ検査は、検体

数を拡大していこうということを今、行政検査でやられています。したがっ

て、行政検査は、おっしゃいました条件があって、医師会であったり、保健

所であったり、そういう濃厚接触ということが見受けられるときに、保険適

用、無償ということでありますが、ただ、いつでも、誰でもということは、

個人や事業所で全額自己負担、今、２万５，０００と言われましたが、２

万５，０００とか３万円ということを言われています。 

 東京や名古屋ではもっと増やして、あるいは個人ででも検査をしていると

いう実態もあるわけですが、滋賀県内は今、行政検査は無償と、しかし、そ

ういう基準でやるということの枠で動いていますので、これは町単独で踏み

出してというか、先んじてという、ちょっと決断が今できませんので、県に

要望していくということを考えています。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 滋賀県では、自主検査というか、個人が検査を請け負ってするの

は、保健所なり滋賀県が許さないということ、今の言葉の中には。でも自主

的に検査を受けるということは、個人、可能であるんじゃないの。 

○阪東議長 町長。 
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○野瀬町長 いろんな情報を集めているんですけど、企業、事業所で外交され

たり、遠くへ行ったり、独自、自己検査をして、お金を出してやって、私は

大丈夫ですという証明を見せながら、事業所、営業活動をしているという事

例もありますし、滋賀県に来られた女性の副知事も、自主検査で、自己負担

でやってきましたということを言っておられましたので、特にはそういう自

己でやることが、できるだけ公費でシステムをしてほしいということは、挨

拶に来られたときに、副知事にも伝えたところでございます。 

 しかし、今は、滋賀県は行政検査という枠内でＰＣＲ検査をやっていると

いう状況でございます。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 町村会を通して要望活動を続けていくのは当然で、それもいいん

ですが、それを待っていると、こういうことができない。要するに、待つ間

にも、やはりそういう希望者には、ぜひともこのＰＣＲ検査が受けられるよ

う町費で、少なくとも若干なりの予算を計上して、１人でも、１０人でも、

そういう人たちが受けていく、そういう窓口をつくっていく必要があるんじ

ゃないかなというというふうに思います。 

 先ほど出た抗原検査とか抗体検査、これは費用が安くつきます。でも、い

まいちということがありますね。抗原検査の場合、症状のない者への使用は

推奨されないと言っています。陽性の場合、これは確定診断の根拠となるん

ですが、一応、勧めていないですね。抗体検査にしても、ちょっと正確性に

問題があると。仮にそれで陽性が出ても、確定するにはもう一つＰＣＲ検査

でもって確認をしなきゃならないという、そういう。だから、抗原や抗体じ

ゃなくて、あくまでもＰＣＲ検査、それが、本当に希望される町民が安易に

受けられる、そういう制度・施策を町としても、ぜひとも考えていっていた

だきたい。 

 これらは今日、じゃ、そうしますという答えをいただくことは考えており

ませんが、これは必ず必要なことなんです。だから、国が、また県がこれを

許さないから云々じゃなくて、町独自でもそういう方途に道を開けていくと

いうことをぜひとも進めていただきたい。 

 次に、３番目。第２波の峠が過ぎたという、ピークが過ぎたというものの、

まだまだ油断はできません。この感染予防をやはり町民に訴える。そして、

その啓発もまだまだ強化をしていかなきゃならない。とにかく油断、気を緩

めるな、そういう。 

 私も、極力、防災無線を聞くようにしているんです。朝、７時に。毎日聞

いています。コロナの話は、何回かに１回は、たまに言うんですね。あとは、

連絡事項とか何か、もう短い言葉で済ましているんですが。たまに町長から
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町民にアピールする、そういうコロナ対策への、感染症対策への予防なり、

そういった対策への呼びかけを行政無線を通して訴えたらどうか。 

 そして、甲良町なりが出している、こういう広報、その中には必ずコロナ

を入れる。１日と１５日は広報の日、そういう中にも、コロナは優先して入

れていって、徹底的にこの啓発を強化していく。そういうふうにお願いはし

たいと思うんですが、どうですか。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 今、建部議員がおっしゃったとおりで、町長自ら放送、あるいは

町長のメッセージを伝達するということは非常に大事なことだというふうに

思っていますので、緊急を要したときには放送もさせていただきましたが、

現在はやっぱり啓発・広報を常時充実させるということが大事だと思ってお

ります。 

 新型コロナウイルス対策、甲良町の本部会において、役割分担としては、

会計管理者が広報班チーフで、この頃は男性職員の放送が多くなっておりま

すが、そのチーフに会計管理者が当たってもらっておりまして、積極的にご

提案いただきました。今後も続けてコロナ対策の啓発、防災行政無線をはじ

め、ホームページ、広報を通じて、適宜、時期を得た広報については、もう

一度、会計管理者にも相談をしながら、実施をしてまいりたいというふうに

思います。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 確かに、行政無線は男の人が多いです。上手下手は言いません。

でも、やはり、そういう放送、アナウンスにたけている人と、苦手と思う人

があると思うんですが、私、聞いてて、聞きやすいなとか、いいなという思

いはありません。これは、町も人選については工夫をしていただきたい。今

している人が悪いとか、そんなんじゃないです。 

 それと、１点お願いをしておきます。こういう「広報こうら」とか、町か

らの広報が届かない家庭、所帯がある。それは住民課長も実態は把握してい

ると思うんですが、私は多分、甲良町内で２００世帯ぐらいはそういう家庭

があるんじゃないかと思います。 

 それと、行政無線がない家があります。最近の若い世帯はほとんどないで

すね。その行政無線、例えば世帯分離したとか、世帯が増えた、その都度、

町が配布しているかどうか分からないんですが、一応、そのおうちから要望

がないと渡せないのか、それとも今はもう渡しているのか、渡してないのか

知らないんだけど。そういう無線のない家があるし、仮にあっても、もうと

にかくボリュームが大きい。私も極力絞ってするんですが、非常に、時には、

こちらから発信しているときの音量によって、非常に耳ざわりな鳴り方をし
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ているときがある。そういうことで、うるさいというので、あっても切って

いる家がある。 

 そういうことで、必ずしも甲良町から発信する広報なり、行政無線を町民

の全てが聞いているとか、全てが目にしているということは思わないでほし

い。だから、どうしてそういう、町民に啓発・啓蒙していこうかという工夫

も考えてもらわないかんけど、問題はそういう広報の届かないおうち、行政

無線のないおうちというのを一遍、調査をしてほしいんですよ。 

 以前、西澤議員から、今の町民の暮らしぶりなり、町民の要望等をアンケ

ートを取ったらどうかという提案がありましたが、私はその中にぜひとも、

こういう広報が届かない、また、行政無線のない、そういうところ辺りの世

帯がどれぐらいあるのかという調査も必要じゃないかというふうに思います。

これは余談ですけど、一応、お願いをしておきます。 

 次に、地方創生・人口減少対策の現状はというので、最近はコロナ対策で、

もう町の事業、これはもう各民間でもそうでしょう、もうコロナ一辺倒で、

年度当初に計画を立てた事業・施策、そういったものが、もうコロナに押さ

れて、どこまで、本当に事業がやられているのかと思うぐらいな感覚になる

んですが。 

 何といっても、このコロナは別にして、甲良町における行政課題の最大課

題は地方創生・人口減少対策にあるんです。これはもう甲良町の最も重要な

課題です。その課題、事業、今年予定をしていた事業が幾つかあるんですが、

企画監理課長、その事業の進捗状況はどうですか。 

○阪東議長 企画監理課長。 

○北坂企画監理課長 令和２年度におきましては、２２事業ということで進め

ていく予定です。コロナ対応による出遅れ事業も当然ございます。今後も進

めてまいりたいと思います。 

 事業内容については精査、総括して、今年度策定している総合計画と一緒

に今後策定していくというふうな予定で、新しく総合戦略も策定していくと

いうふうな予定をいたしておるところでございます。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 企画監理課長、ちょっとちぐはぐな答弁しないで。 

 私は、今年予定をしている、今、２つの事業、この人口減少対策に対する

事業なり施策は、今年予定しているのは２つ。それで、今しているのはこれ

から策定する云々というような話をしているけど、その事業の進捗を聞いて

いるんですよ。 

○阪東議長 企画監理課長。 

○北坂企画監理課長 すいません。一応、２２事業ということでございます。



－72－ 

その中に当然、いつものような住まいの補助金であるとか空き家バンク、そ

ういうのは当然進めているところです。その中に、コロナの関係で、企業誘

致であるとか、一括窓口であるとか、そういうのがちょっと出遅れしている

というのが現状ですということでございます。すいません。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 では、続いていこう。 

 出遅れている、まだ手もつけてない部分もある。本当に、この一番の課題

の、この人口減少対策が、残る半年でそれらの事業をこなすことができるの

か。 

○阪東議長 企画監理課長。 

○北坂企画監理課長 完了というようなところまでという話にもなるんですが、

今後は、コロナもちょっと終息ということもあり、進めていこうというふう

に思っております。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 コロナは確かに大変。でも、コロナを理由にして事業ができない

ということ、こんなこと理由にならないよ。だったら、その事業、できない

ものもできるかも分からない。その事業の見直しとか、計画変更はあるのか、

途中で。 

○阪東議長 企画監理課長。 

○北坂企画監理課長 今の個々の変更というふうなことは、今現在、ただ、進

めるということで、計画変更はしていかなければならないと思っております。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 ここで、口頭でいろいろ聞いていても駄目です。今年予定をして

いた地方創生・人口減少対策事業、その２２事業を全て挙げて、その進捗状

況と、そして、この年度内にそれが実施可能かどうかという見通しを立てた

資料を、この議会中に提出を願います。 

 次に、３番目に行きます。これは以前の一般質問からということで、おさ

らいみたいになるんですが、以前に質問した内容について聞いていきます。 

 まず、住居表示、大字があって、必ず正式な文書とか、重要なものについ

てはそういう表示をしなければならない。何とかその大字を省略できないか

というので、前回、一般質問でしました。 

 できるのは、簡単にできるんです。やはりそこで、プロセスとして、やは

り住民合意、やっぱり町民の皆さんもそういうことを希望されているかどう

かという、そういう見極めとか、そういう手続等がある。だから、多分、検

討するにしても、準備するにしても、そういうスケジュールを追ってやって

いかなきゃならないんですが、この住居表示に大字を除く取組の進捗の中に、
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ちょっと前に触れますが、町長は前のときに「私も大字を省略できればいい

なと思っている」とはっきり言いました。研究・検討期間や世論の合意期間

が必要だと、行政で研究に入りたいという答弁をされています。それが、私

は１２月議会、去年の。それで言っているんです。もう既に９カ月近く、そ

うなります。検討が進んでいるのかどうか、どうですか。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 答弁、そのとおり申したはずであります。研究・調査は進んでお

りません。申し訳ございません。 

 議員の昨年１２月議会の質問と私の思いはほぼ変わっておりませんので、

世論とかの前に、行政で段取りをしないと、こうしたらできる、こうしたら

これだけ経費がかかるということを調べ上げてお示しをしていかないと前に

進まないということを思っていますので、遅きに失したかもしれませんが、

このご質問をいただいた後、最寄りの所管プロジェクト、あるいは担当課で

きるかということを具体に考えさせていただいて、こんなことが課題で、こ

んなことを進めなければならないということを、まずは議会にご提示ができ、

検討資料の提示ができるようにしてまいりたいというふうに思っています。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 その１２月議会の質問の中で、住民課長からも聞いている、例え

ばそれをする場合、いったら特にコンピューターなり、機械の中でその大字

を外す、やはりその作業が要る。そういうものを切り替えるための経費が、

そのときでは６，０００何百万とか言っていた、そのような費用がかかると

いうことを言っていた。 

 私は、仮に来年４月１日からそういうふうに切り替えても、そういう機械

の切替えの整備については、単年度で６，０００万を一遍にかけるんじゃな

しに、仮に２年ないし３年ぐらいかけて、かけていく。ただし、一応、住居

としては大字を外しても正式な住居であるという、そういうことにさえなれ

ば私はいいと思うんですが、取りあえず、今、まだ全然検討がされてないと

いう。 

 そのときの答弁では、研究に入りたいという。アンケートを取って世論の

調整というと、大字取ったらどうですかと言ったら、皆さん賛成しますよ。

問題は、そのための経費がかかるという、それが問題だけで、それをクリア

できればいい。でも、これは地方創生なんかの事業で乗っかる補助金はない

のかどうかということも検討されたいし、いずれにしても、来年４月をめざ

して、この大字を省略する住居表示の変更手続については来年４月１日をめ

どでやっていただけませんかね、町長。 

○阪東議長 町長。 
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○野瀬町長 実施時期は、まずは検討資料をお出しをするということだけ、本

日の答弁ではお約束させていただきたいと思います。そして、世論に訴える

ということは、建部議員も今、申されましたが、行政がこういうスタイルで

こうやるんやということをお示しして、まあまあ、ご了解いただくという方

向でいくならば、もう議会と行政の調査内容で詰めさせていただきたいなと

いうふうにも思っています。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 私はぜひとも来年４月１日をめざして、このことについては町民

に明らかにしていただきたい、そういう思いであります。 

 次に、ごみの収集指定場所の利便性は図られているかということですが、

これも前の一般質問で挙げました。家から、そのごみの集積場まで運ぶのに１

キロの距離がある。呉竹の場合は火曜日と金曜日、週２回あるんです。その

週２回、その１キロの道のりを軽トラックに乗せて、毎回、運んでいる。せ

めてその近く、歩いて行けるところぐらいにあるといいなという。でも、前

の住民課長の答弁では、区からあそことあそこに集積場を置いてくれという

要望があれば町はするけど、町からはここからここに置きなさいとは言えな

いというような感じの答弁がありました。 

 私はそうじゃなくて、やはり町からも、そういう町民の利便性を考えるな

ら、区長さん、もう１カ所ここら辺ぐらいにどうですかという、むしろ町の

方から、そういう町民が行政サービスを受けるのに、私は２０メートルもな

いですから、歩いて毎日出します。でも、ある方は１キロの距離があります

から、雨の降った日、雪の降った日、そのときも車で運ばなかったら、１キ

ロの距離、ごみ出しできない。そういう人のために、町内の行政サービスは

やはり等しくというか、みんなが同じような条件で受けられるという、そう

いう町政をしいてほしいと思いますが、住民課長、どうですか、そういう区

長さんにお願いできませんかね。 

○阪東議長 住民課長。 

○小林住民課長 区長会の方でご希望されましたら、当然ごみステーションを

増やすということには対応させていただくというお話はさせていただいてい

ますが、現在の状況の方を言わせていただきますと、燃える・燃えないごみ

の指定集積場所については、昨年は町内に１２４カ所ありました。呉竹が１

カ所増えまして、現在は１２５カ所になっております。また、収集指定場所

を要望により移設・変更したのが、呉竹１カ所、長寺１カ所ございました。

また、資源ごみの収集指定場所は、下之郷の方で１カ所増設しております。

また、長寺地区につきましては、毎年、評議員さんの交代により、組により

場所の持ち回りをされているところがございますので、そういったところは
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適宜変更させていただいております。 

 先ほど、建部議員さんがおっしゃるように、現在ごみのステーションの管

理というものに対しては、各字、区長さんの方でお願いしておりますので、

どうしてもステーションの管理をできるというところの数というところで、

区長さんの方もご思案いただいているような感じでございます。そういった

要望があったら、都度、利便性を図って、改善を図っていきたいというふう

には思っております。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 やはりあくまでも、その字・区からの要望がないとできない。む

しろ、どうですかという、町行政の方から呼びかけて、字・区の、むしろ区

長さんの協力を願うという、そういう方法は取れないんですかね。もう一度

聞きます。 

○阪東議長 住民課長。 

○小林住民課長 区長会の場でごみステーションに対する要望の方は聞かせて

いただいておりますので、そういう呼びかけの方はさせていただいています。

ただし、管理状況で区長さんの方が検討していただいてという段階でござい

ます。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 いずれにしても、同じ行政サービスを受けるのに、そういう利便

性を考えた場合、非常に不便な人と非常に便利な人の格差ができるというこ

とについては、ぜひとも一日も早くその解消をお願いしたいというところで

ございます。 

 次に、同じ住民課長になりますが、高校までの医療費無料化の検討は進ん

でいるのかということですが、これは、以前の答弁では、町村会で皆さんが

一緒になって県に要望していると。その要望の進捗もそうなんだけど、仮に

それがなかっても、甲良町で高校生の、高校生に限らず、１８歳までの人の

医療費は無料化にできんかという検討はどうされましたか。 

○阪東議長 住民課長。 

○小林住民課長 １２月の方に答弁させていただきましたときの課題として、

財源的に大体４００万弱要るというようなことも申していましたので、現在、

先ほど建部議員さんの方がおっしゃっていただきました、県の方へ町村会に

より子育て支援策として１５歳までの無料化というのは引き続き要望してお

りますが、なかなか今のところ、手だての方は向こうもあまり変わっていな

い状況でございます。そして、甲良町の単独事業としまして、高校までの無

料化に関しましては、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」という形の中の経

済的支援の充実策ということで検討ということを話しておりましたけれども、
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現在のところはできておりません。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 町長、これも来年４月をめざして、何とか高校生の医療費無料化

についての、住民課長の単独では、これは判断はできませんので、あとは政

治的に、政策的に実施するか、しないかという返事はというか、答弁は町長

にお願いするわけですが、ぜひとも来年４月１日をめざして、この問題につ

いての無料化はどうですか。やっていただけますか。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 今のところ、甲良町、財政脆弱ということもありまして、教育委

員会の給食費のことも議論になりましたし、試算もやっておりますし、

今、４００万ということでありますので、恒常的に財源が続けられるかとい

う、そういうことも内部検討をして、検討したいと思います。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 町長の十八番「内部検討をして」。検討というのが非常に多いんで

す。以前に私、指摘しました。検討すると言うから期待を持たせていただく。

今言ったことが何カ月後かには変わる。いや、そうじゃない。朝、言ったこ

とが夕方には変わるという状況もあったみたいなんですが、この検討だけじ

ゃないんです。本当に、ど真剣に、それはやるという意思で検討を進めてく

ださい。 

 次に、小中学生の学力の現状は、これについて教育長、後の人もその質問

をされるので、ちょっとももう軽くいきます。 

 今年５月に、いつもなら小学校６年生、中学校３年生の学力テストがやら

れる。今年、残念ながらそれがなかった、コロナのために。その結果、全国

的に滋賀県は下から第何位にいるんだろうなというのが、私、いつもそれを

見ているんですが、今年はそれが見られません。 

 しかし、現状として、このコロナによって学校の休みが多くなるわ、そし

て、いわば授業時間の確保が難しくなって、どうですか、子どもの学力、伸

びるんですか。これ、落ちているんですか、今、現状では。 

○阪東議長 教育長。 

○松田教育長 昨年度、甲良町学力向上へのチャレンジという施策を策定しま

して、小中学校、そして保幼におきましても、継続性がある、具体性のある

取組を進めてまいっております。 

 今、建部議員おっしゃいましたように、今年度、全国学力・学習状況調査

につきましては中止という方向性が出され、一斉には実施されませんでした

が、甲良中学校におきましては、学校独自で例年のように実施をされました。

その結果も、県の専門家と結果分析をして、中間報告をいただいています。
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それを少し具体的に申し上げたいと思います。 

 数学と国語について、甲良中独自の実施でありました。数学の結果につき

ましては、少し正答率が上がったということで、ポイントにしますと３．８

ポイント正答率が上がりました。国語科におきましては、これは大きな伸び

を見せております。正答率で申し上げますと、昨年度の正答率から見ます

と２２．９％の伸びを見せています。ただ、各子どもたちの回答を見たとき

には、まだまだ白紙の回答も、設問によっては答えられないというのもあり

ますので、中学校におきましては、日常の授業の中で簡単に諦めることなく、

粘り強く答えを導いていくという、そういう指導もなされています。 

 東西の小学校におきましては、実施はされていませんが、授業の中で全国

学力・学習状況調査の問題も扱いながら、子どもたちと一緒になって、そう

いった調査問題の解き方を教師と一緒に考えているというようなところです。 

 ただ、目に見える学力、その前の見えない学力ということで、読書活動に

も東西の小学校に力を入れてもらって、貸出し冊数も、昨年度ですけど

も、４００冊の増。図書室・図書館の利用者数も４００人増というようなこ

とも情報として頂いていますし、予算化してご支援いただいています日本漢

字能力検定協会の漢字検定につきましては、子どもたちが意欲的に取り組ん

で、その学年に応じた級、あるいは学年以上の級へのチャレンジャーも、お

よそ、子どもの割合でいきますと９３％というような結果を見ているところ

です。 

 いずれにしましても、先ほどの中学校の国語科の正答率の伸びというのは、

やっぱりこれから学力向上を進めていく我々教職員、行政、全庁挙げて一生

懸命やれば、子どもたちはそれに応えて学力を積み上げていくという、そう

いうような糧になるのではないかなと私は個人的には思いまして、この辺の

ところを強調しながら、これからも教育現場の先生方、あるいは関係の教育

機関とも連携しながら、全庁挙げて甲良町学力向上へのチャレンジも進めて

いきたいというようにちょっと考えています。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 小学校はやられてないけれども、中学校では、数学は僅かでも３

ポイント、国語については２２．９％、大幅に伸びた。それは非常にいい傾

向でありますし、本当に歓迎すべきことなんですが、やはり白紙で出したと

いう子、そういう子どもに対しては、これはもう学力の向上じゃないんです

よ。学力を保障するという取組をしないと駄目なんです。白紙で出さざるを

得ないというその子どもの状況、それを教師がどう捉えるか。その学力の保

障に対する取組を強化していただきたい。 

 教育長は、前の一般質問の中で、学習の支援対策として、質の高い教師、
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講師、支援員、相談員の適切な配置を願うと。そして、学習支援対策として、

分かりやすい授業づくり対策として、授業の指導を受け、先進地研修の実施

をすると。私、そのときに、秋田県はどうですかと言ったことがあるんです

が、その研修はされましたか。 

○阪東議長 教育長。 

○松田教育長 今年度、予算化していただいて、ＩＣＴ教育の研修、あるいは

今、議員の方から指摘ありました授業づくりの研修等も予定しておりました

が、今現在、実施できていないというのが現状でございます。また現場の先

生方と共に、どのような形で、今年度中にでも実施できるものについては実

施していくということで、協議をしていきたいと思います。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 私、このコロナによって授業数が少なくなった、非常に学力が落

ちたんじゃないかなという危惧をしていたんですが、一応安心はしました。

でも、やはり白紙の子ができているということに対して、非常に憂慮してお

ります。その子どもたちの学力の保障を何とか努力をされたい、そういう思

いであります。 

 次に、１月の町長選挙において、選挙ビラに虚偽の記載をしたことに、何

らかの形で、これは町民、選挙民に対してです、何らかの形で謝罪は考えて

いきたい。そして、辞職については、辞職することも、自らの処分も考えて

いないと答えられたが、町長、この件については、もうけじめはつけないつ

もりですか。あれから３カ月以上たちますけど、まだ町民への謝罪がありま

せん。どうなんでしょうか。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 何らかの形で謝罪をするという答弁をさせていただいております。

ちょっと遅れているんですが、６月議会をけじめに、私には野瀬喜久男後援

会というのがありますので、できれば後援会報の中で謝罪も載せたいと思っ

ておりましたが、遅れております。９月議会が終われば、１０月には広報を

発行したいというふうに思っています。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 しっかりとけじめはつけてください。 

 次に、職員の定数と人事管理についてであります。 

 今年の４月１日から会計年度任用職員制度ができました。会計年度任用職

員というのは、もう地方公務員法に規定されています一般職の職員となりま

す。その職員が、この４月１日で、会計年度任用職員も２つ分かれて、１つ

はフルタイム、１つはパートタイムということで、私、これ、「２１０人」と

していますが、厳密に言えば２０６人です。その職員が採用されて、今、事
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務を行っています。 

 甲良町の定数条例は１４０人、その１４０人の内訳は、町長部局で８８人、

教育委員会部局で５２人、兼務を除くとこの１４０人というのは、今、平

成１３年に改正された定数です。それを７０人超える２０６人が、今、町の

職員となっています。ひどいことに、その職員の中に、これ、「広報こうら」５

月号で、職員の人事配置を公表しているんです、この中に。この中には、会

計年度任用職員、要するにフルタイムとパートタイマーに分けて出ているん

です。でも、ここに出てない職員が、実は４６人もいるんです。 

 総務課長。ここの答弁、私、町長にと思っていたんですが、総務課長にな

っている。これは、町が出した７月１日付の人事配置表、組織図ですね。そ

の中に、会計年度任用職員はフルとパートに分かれて、パート職員の中に、

右の方に４６人がだーっと改めて出ているんです。これ、今まで公表してな

かったんです。議員に対しても、この町の組織表の中には、その４６人の、

実際は町に採用して、実際は仕事してもらっているんだけど、この名簿から

外されて、４６人が出てきている。 

 主には、保育士、調理師、そして支援員、そして学童。それらが非常に、

小学校なり中学校なりの非常勤講師、教育委員会の部局が非常に多いんです

ね。そういう中にあって、非常に甲良町の職員体制、肥大化しました。町の

条例では１４０人。そして、現時点での職員数２０６人。私は少なくとも、

一気には駄目なんだろうけど、３年計画ぐらいで、定数１４０人に近づけな

ければならないんじゃないか。 

 そして、そのうちで、俗に言う正規職員、今でいう、今まで試験を受けて

地方公務員になった正規の職員が１０４人しかいない。実は、定数の条例

の１４０人というのは、そういう正規の職員で１４０人。ただ、それを補充

をしてきたんだけど、補充するよりか、臨時で雇っている方が賃金が安いし、

その方が、そして臨時なら半年、いや１年で首を切れるからというので、安

易に臨時を採用し続けてきた。そして、正規の職員は１０４人。私は、その

正規の職員は１４０人に増やしていかなきゃいけない。今でいう会計年度の

任用職員については減らしていき、正職を増やしていくという。そして、何

よりも、その仕事をこなす能力のある職員、そして、その仕事に対する責任

を感じる、責任と能力のある職員が１４０人そろったら、２１０、２０６人

の職員は要らない。 

 そういうことで、２０６人に肥大化した職員体制を、今後どう改善してい

くのか、総務課長。 

○阪東議長 総務課長。 

○中川総務課長 この件です。まず、定数のことだけ、基本だけ言わせてもら
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っておきます。 

 自治法の１７２条３項のただし書によって、職員の定数は条例でこれを定

めると。ただし、臨時または非常勤の職についてはこの限りではないという

ふうにうたわれていまして、定数上の話でいきますと、会計年度職員は定数

には入らないというのが、まず大前提であります。ただ、今言われているの

が、実態として２０６人いるので、その総数をというようなことだと思いま

す。さきの総務民生委員会で、このテーマで議論されまして、そのときに指

摘もされております。定数条例と実態が合ってないということで、それをど

うかせえという話が出てまして、町長の方もどうかすると。なおかつ、どう

かするということが途中で頓挫しないようにというような、ちょっとご指摘

も頂いていますので、それに取り組むことにしました。 

 課長会で、まず、総務常任委員会で出された意見を言いました。定数条例

は長いことさわれてないし、実態に合ってないというので、まずは、定数

は１４０ですが、実態、どれぐらい必要なんかというのを調べよういうこと

で、まず担当者を置くことにしました。総務課の課長補佐と総務課員で町長

部局を、ご指摘のあった教育委員会部局が肥大化していますので、教育委員

会の事務局の課長補佐と担当４人で取りあえず取り組もうと。これ、取り組

むのに、まずどういう作業をするのかということを４人で考えてもらって、

次の課長会でちょっと報告をしてもらって取り組もうというふうに、毎月、

頓挫しないように、課長会で経過を報告する予定をしています。 

 実務としましては、総合計画を今、見直していますので、その中に行革の

委員会が今年度発足されましたので、それが８月の末に行われましたので、

そこで、まず、うち、定数に取り組むんやというようなことを相談させても

らって、指導を受けながら取り組むというような確認もさせてもらって、今、

準備していますのは各課の業務がどれだけあるのやというような調査票を今、

配ったか、配らんかぐらいの時期でありまして、それを集計して、そういう

報告を受けながら、毎月、課長会で検証しながら、この問題には取り組んで

いきたいなというふうには思っています。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 総務課長、前の地方自治法では、確かに臨時職員、嘱託職員等は

職員の定数に入れないということは明記している。でも、今回の会計年度任

用職員というのは、元々法律は、働き方改革によって同一労働・同一賃金と

いう精神で、この会計年度任用職員ができた。その任用職員は、国の指導で

は、国の指導というか、そのように、もう地方公務員法の適用がはっきりと

うたわれている。会計年度任用職員については、地方公務員法が適用される。

だから服務においても、懲戒処分、分限の処分も一応公務員並みにやられる
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ということがはっきり明記されている。だけど、総務課長は、その会計年度

任用職員は職員の定数には含まれないからということは、どれだけ雇っても

いいという論法か。 

○阪東議長 総務課長。 

○中川総務課長 どれだけ雇ってもええという論法じゃなくて、今、議員のお

っしゃられたとおり、身分は地方公務員法で公務員というふうにうたわれて

います。ただ、定数の数え方は、地方自治法でそのようにカウントするんや

ということを申し上げただけでありまして、だから、何人も雇ってもええと

いうことではないと。考え方はそうです。 

 定数をまず整理して、議員のおっしゃるように、理想は正職でそろえて、

それなりの責任を持って仕事をするのが理想だと思っていますので、それに

向けた定数の確認作業を今しているところであります。 

○阪東議長 建部議員。 

○建部議員 本末転倒しているんじゃないかなと思いながら、総務課長の先ほ

どの答弁を聞いていた。本来、１４０人という定数が定められている正規の

職員でもって、甲良町行政の業務がなされるというのは本筋。ただ、それ

は１０４人しかいない、定数から切れている。その分、パートやフルタイム

でもって、今、以前で言う臨時職員とか、そして嘱託職員で、今まで穴埋め

してきた、それ以上に。本来は１４０人の正規の職員をきっちりと雇うべき

だと。それでいけないから、それで回れないからというので臨時職員や嘱託

職員をお願いするというのが、それは筋なんです。 

 それをまだ、定数がまだまだいけるから、臨時でどんどんと増やしておき

ながら、正規の職員はそのままにしといて、まだ定数大丈夫、大丈夫と、今

までやってきた結果が、今、２０６人になってきている。本末転倒というの

は、私はそれを言っている。 

 行政職は、本来、その正規の職員でもって１４０人。仮にその１４０人が

足らなかったら、定数条例の改正をすればいい。そういう手続もせずに、こ

うして、どんどんと臨時や嘱託を増やしてきた。そのことから、私はこの改

革はぜひとも進めていかなきゃならないし、全て、これ、人件費が跳ね上が

ってくる。悪いけど、現職の職員からしたら、少しでも仕事の量を減らして、

何人もかかって、１０人でできる仕事を２０人かかってやろうという本音が

出てくる。これでは行政改革にならない。 

 そのことを肝に銘じて、ぜひとも、この肥大化した町職員、その定数と、

あと、人事管理については触れられなかったけども、これについても前の総

務常任委員会で指摘をしているので、その点については、十分に心して取り

組んでほしいと。あくまでも、今、甲良町の定数は１４０人。そのことを肝
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に銘じてもらいたいです。 

 以上で私の質問を終わります。 

○阪東議長 建部議員の一般質問が終わりました。 

 ここで休憩をします。再開は１５時３０分です。 

（午後 ３時１３分 休憩） 

（午後 ３時３０分 再開） 

○阪東議長 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 次に、３番 山田充議員の一般質問を許します。 

 ３番 山田充議員。 

○山田充議員 ３番 山田充です。議長の許可を頂きましたので、一般質問を

行います。 

 早速ですが、質問に入ります。最初の質問の、合特について。合特には何

があるのか。 

○阪東議長 住民課長。 

○小林住民課長 まず、合特法についてちょっとお話をさせていただきたいと

思います。 

 合特法とは、国におきまして、昭和５０年５月に下水道の整備に伴う一般

廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法というものが制定されました。

これが合特法です。この法律の趣旨が、第１条で、下水道の整備等により一

般廃棄物処理事業者が受ける著しい影響を緩和し、経営の近代化および規模

の適正化を図るための計画を策定し、その事業を推進することにより、その

業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理に資することを目的と

したものでございます。 

 その同法の３条の中で、市町村は、当該市町の区域に係る下水道の整備そ

の他政令で定める事由によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生

ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和

し、併せて経営の近代化および規模の適正化を図るための事業、これを合理

化事業と言いますが、これを定めることとなっております。 

 この合特法を根拠法令としまして、町の取組としては、し尿処理は下水道

の終末処理場によるし尿処理への転換が完了するまで、全体の規模を縮小し

つつも、安定的に継続して行う必要があります。そのため、下水道の整備に

伴う一般廃棄物処理業の合理化事業計画というものを２９年３月の方に制定

しております。その中には、し尿編と浄化槽汚泥編ということで、２つの合

特の本がございます。 

 この合理化計画に基づいて、し尿収集運搬業者および浄化槽清掃業者に対

しまして、一般廃棄物処理等の安定を保持するため、必要かつ十分な事業で
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あって、実施が可能な事業の転換や資金上の措置等を合理化事業、合特とす

るよう定められましたので、ごみの収集運搬あるいは下水道施設の維持管理

や道路清掃など、町がし尿収集運搬業者および浄化槽清掃業者に委託できる

業務を、金銭補償の代替業務として、現在、合特事業として委託していると

いう状況でございます。 

○阪東議長 山田充議員。 

○山田充議員 ２番、合特は、契約期間はいつまでなのかと。 

○阪東議長 住民課長。 

○小林住民課長 現在の計画期間でいきますと、し尿編の合理化計画の方は、

平成１４年から平成２８年の当初１５年間でございましたが、５年延長され

まして、令和３年度までとなっております。浄化槽編の合理化事業の方は、

平成２８年から令和７年の、現在１０年間までの計画となっておりますので、

それまでは少なくとも合特の事業契約は継続いたします。 

○阪東議長 山田充議員。 

○山田充議員 令和７年までですか。 

○阪東議長 住民課長。 

○小林住民課長 はい、現在のところ、そうです。 

○阪東議長 山田充議員。 

○山田充議員 まだ５年。分かりました。 

 合特はいつまで続くのか。これ、聞いたが。何業者と契約をしているのか

と。 

○阪東議長 住民課長。 

○小林住民課長 合特はいつまで続くのかということでは、今、計画の年度数

を言わせていただきましたので、基本的には、この計画に基づいて、業務の

支援額が補償額になるまでは続くというふうに考えております。 

 その業者といたしましては、し尿合特の方は１業者でございます。浄化槽

合特の方は４業者おられます。ただし、１業者は重複しております。 

○阪東議長 山田充議員。 

○山田充議員 ５番、地元業者はあるのか。 

○阪東議長 住民課長。 

○小林住民課長 当初の契約の折には１社ございましたが、現在は事務所を彦

根市の方に移転されておりますので、町内事業者の方はいらっしゃいません。 

○阪東議長 山田充議員。 

○山田充議員 合特は、新しく契約をする場合はどのようになっているのか。 

○阪東議長 住民課長。 

○小林住民課長 先ほどご説明させていただきましたように、合理化事業計画
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を見直し、延長する場合においても、新規事業者が参入ということではなく、

金銭補償対象者である、先ほどの現事業者との契約を行うというものでござ

います。 

○阪東議長 山田充議員。 

○山田充議員 地元業者でも契約ができるのか。これは聞いたな。 

 町長にちょっと聞きたいんでけど、これ、せめて、し尿とごみと切り離し

てもらえませんかね。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 最後の質問になっていると思うんですが、この合特法という法律

が、設立のことは住民課長が申し上げました、議員立法でつくられた法律で、

今、令和７年といいますが、補償が終わるまでということで、今まで、どん

どん延長されております。したがいまして、法律がいつ終了するかというの

が、この法律は見えないということであります。 

 要は、下水道事業が進むことによって、し尿収集と浄化槽清掃が、その業

務を縮小することを、組合を組織されてきたし尿処理収集業者が業務縮小と

いうことで、代替業務を出して行政対応しているという状況です。いわゆる、

住民課長が申し上げましたように、金銭補償ではなくて代替業務、いわゆる

仕事でカバーをしていくということでありますので、先が見えないというか、

そういう状況が今の状況ではないかと思います。 

 したがって、町内において、一般廃棄物の処理の資格を持った業者がおら

れたとしても、今、１社、４社と言われた、合を組織されてきた業者に、こ

の法律に基づいて代替業務を出していくということでありますので、新たに、

その業者さんが合特の代替業務に参加をしていくということは、もう不可能

に近いという状況であります。 

 したがって、町としては、その有資格業者に仕事を出す場合には、合特に

基づいた代替業務でなくて、新たな業務をつくらないかんということになり

ますので、必然的に、町が自由に、潤沢に業務を出せるかというと、そうで

はありませんので、非常に法律に基づいたしばりがきついということでござ

います。 

○阪東議長 山田充議員。 

○山田充議員 この調子やったら、もうほんなら、ほかの業者はできんという

ですか。もう一定ですか、ずっと、町長。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 結論的には、そうならざるを得ないということになると思います。 

○阪東議長 山田充議員。 

○山田充議員 我々が、ほんなら、生きている間は、もうあれかいな。死んで
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も、もうそのままずっと一緒ということかいな。 

○阪東議長 住民課長。 

○小林住民課長 先ほどの補償支援額というものを計画の中で蓄積していまし

て、その補償額が満額になったときに合理化事業の方が終わりますので、そ

のときに、またこういった一般の委託事業というような形での参入になると

思いますが、その時期がいつかと言われたら、そういった業務量と、あと支

援額というものの、年度で集計しておりますので、それを見てということに

なります。ちょっと年度は、はっきり申し上げられません。 

○阪東議長 山田充議員。 

○山田充議員 自分は納得いきません。とにかく、この調子なら、絶対変わる

ということはないはずですやんか、これね。これはもう町長が変えてくれな

あかんのと違うんかな、これ。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 随分、この課題については以前から、法律ができてからの課題で

ありまして、特には、し尿収集が下水道によってなくなっていくということ

の業務補償ということになっていますので、個別的にはまた山田充議員、住

民課長にこんなことやというのをもう一度聞いていただけると、納得いきま

せん。納得いかない法律です、そうです。 

○阪東議長 山田充議員。 

○山田充議員 これは納得いかんね、これは。これは、せめて地元の業者にご

みぐらいはやってほしいんやけども、ちょっと今、納得いきませんね。 

 地元業者の観点も、合特も、地元業者が行うことが望ましいので、地元業

者の契約としていただきたいんですが、しっかりお願いしたいと思います。  

 次に、質問２、南部工業団地事業の進捗状況を問う。現在の進捗状況はど

うなっているんですか。 

○阪東議長 企画監理課長。 

○北坂企画監理課長 現在は、南部工業団地、産業集積地ということで、整備

事業者を募集するにあたり、今年度からになりましてから、ちょっと人事の

配置、またコロナ対応の事業の増加というところで遅れてまいりました。今

後、公募に向けて用意を進めてまいろうと思っております。  

○阪東議長 山田充議員。 

○山田充議員 ２、これからの予定はどのようになっているのですか。 

○阪東議長 企画監理課長。 

○北坂企画監理課長 今後につきましては、中間開発事業者および進出企業、

仲介者など、職種を問わず公募を行い、実施してまいるところでございます。

また、参加企業などがあったときは、プロポーザルにて選定し、甲良町に有
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用な企業と判断されて、あと議会、また地元に説明を行った上で、協定締結

まで順次、進められるかなというふうな思いでございます。 

○阪東議長 山田充議員。 

○山田充議員 ３、町は南部工業団地をどのようにしようとしているんですか。 

○阪東議長 企画監理課長。 

○北坂企画監理課長 産業集積用地として企業を誘致いたしたいと。進出企業

そのものも含んで、開発業者、仲介業者を問わず公募していきたいというふ

うに考えております。 

○阪東議長 山田充議員。 

○山田充議員 町長は南部工業団地をどのように考えているのですか。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 私の前任の町長が南部工業団地の開発に積極的に動かれました。

公募をした上で、中間開発業者の公募をされたんですが、結局、中間開発業

者が応募をされなかって、当初の開発が断念されてきたということがありま

す。 

 基本的に、私が就任してから「どうすんねん」ということを何度か聞かれ

ていますので、もう町有地でございます、２８．９の山林であります。した

がって、有効活用して、町のためにという、他の議員もそういうご意見であ

りますので、企業の参入業種を特定することなく、産業集積用地という大き

な名称をつけさせていただいています。 

 産業課長が申しましたように、本来なら６月ぐらいに公募要領を議会に発

表して、そして公募をするという事業公募の予定だったんですが、今、それ

が遅れていますので、急いでその方向で入っていきたいというふうに思って

います。 

○阪東議長 山田充議員。 

○山田充議員 ５、町はいつまでにこの南部工業団地を整備しようとして考え

ているのですか。 

○阪東議長 企画監理課長。 

○北坂企画監理課長 まずは公募からということで、企業誘致を進めてまいり

たいというふうに思います。 

○阪東議長 山田充議員。 

○山田充議員 国の施設を議員で誘致しようと嘆願をしていくように考えてい

るが、それに対してどのように思うか。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 今、前提の進め方を申し上げました。開発について、良い誘致が

できればというふうに思っておりますので、この前提であれば、どなたでも
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有効活用できるようにしていただくというのは異論はございません。よって、

議員自らが汗をかいていただいて、お力を貸していただくということにつき

ましては、私からも逆にお願いを申し上げたいところでございます。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

○阪東議長 山田充議員。 

○山田充議員 ７、町長のこの南部工業団地の整備事業に対しての意気込みを

聞かせてください。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 この間、大林組から無償で頂いたという経緯で、開発がここまで

遅れておりますので、公募をし、企業誘致をしているんやという町の態度が

表に出ていかないと誘致活動は活発化しませんので、取り急ぎそういう状況

に持っていきたいというふうに思っておりますし、その方向は常に情報発信

して、粘り強く、いい業者さんが進出いただけるようにというところまで、

粘り強く頑張ってやっていきたいというふうに思っているところであります。 

○阪東議長 山田充議員。 

○山田充議員 甲良町にとって、南部工業団地整備事業は人口減少の食い止め

にもなると思いますので、早期開発をしていただきたいので、しっかりと進

めていってください。 

 これで、私の一般質問を終わります。 

○阪東議長 山田充議員の一般質問が終わりました。 

 次に、２番 岡田議員の一般質問を許します。 

 ２番 岡田議員。 

○岡田議員 ２番 岡田隆行です。議長のお許しが出たので、通告書に基づき

一般質問をさせていただきます。 

 今年４月に入ってから、呉竹地域総合センターの職員異動で、今まで対応

していた職員が全て入れ替わり、呉竹の現状を把握している職員がいなくな

ったことを区長からお聞きしました。その影響により、住民サービス、隣保

事業などの業務が正常に機能していないのが、今の呉竹地域総合センターの

実情です。この状況に、呉竹区民は呉竹地域総合センターへの不信感を抱く

とともに、強く憤慨していると聞いております。 

 そこで、このような現状をふまえて、行政としても、どのような考えで今

年度からの呉竹地域総合センターの運営方針を変えざるを得なかったのかお

聞きするべく、一般質問をさせていただきます。 

 まず初めに、今年度から呉竹地域総合センターでは、新体制の下に運営方

針が大きく変更されたが、町長の指示の下、変更されたのか。それとも、館

長独自の考えの下、変更されたのか。なぜ、このコロナの影響で混乱してい
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る時期に、呉竹区民に何の説明もなく、急に変更したのか、理由をお聞かせ

ください。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 甲良町行政といたしましては、先ほどの丸山議員のときにもお答

えしましたが、職員が職務に専念することということはもちろんであります

し、コンプライアンス遵守、上司の職務命令に従う。これは何度も申し上げ

てきたところでありますし、その基本が変わったわけでもありませんし、そ

の基本どおりに全職員に取り組むように指示をしているところであります。

その方針につきましては、前年度も今年度も変わってはおりませんので、何

ら町長の方針が変わったわけではございません。 

○阪東議長 岡田議員。 

○岡田議員 回答の方、ありがとうございます。 

 様々な理由により、早急に運営方針を変更しなければ、私はいけない理由

は分かりますが、先ほど、町長は変わっていないという認識でおられるんで

すけれども、うちの呉竹区民としては、やはり今までの館長が正しいか、悪

いかというのは、当然、区民には分かりません。今まで、実状としては、そ

のようにやってきたことに対して、急にやはり変更になったという認識が非

常に強く感じておられるところです。 

 そうしたことにおいて、何ら変わっていないのであれば、やはり呉竹区民

に対して、当時、ちょうど２年か３年前の不祥事の事件に対して、そのとき

に第三者委員会でも決められたことについては、お金の預かりについても、

そのときに、もう既にしなければいけないことが、今まで、逆に言えば、ず

っとそのままほったらかしになっていたのが現状ではないでしょうか。 

 住民全体のまちづくりをめざしておられる町長なら、この呉竹区の現状を

やはりきちんと把握して、どのようにすれば呉竹区民が安心して暮らしてい

けるのかを考えると、やはり行政が、その呉竹区民に丁寧に説明して理解を

してもらう、そういう話合いをするべきではなかったんでしょうか。今まで

長年やってきたことが、全て引き継ぐのがよいとは思いませんが、双方がや

はり話合いをしながら、呉竹地域総合センターの運営が日々向上できるよう、

図っていただきたいと思います。 

 ２つ目に、呉竹区民の方からは、呉竹地域総合センターの隣保事業の正常

化の声が上がっているが、この隣保事業とは、行政ではどのように理解され

ているのか。このセンターが建設された経緯と併せて見解をお願いします。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 申し上げましたように、私も、センター職員も、課題の一つ一つ

に前向きに取り組んでいくという基本姿勢には変わりはございません。呉竹
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の隣保事業については、現センター職員も勉強をし、その位置づけについて

は基本的に理解をしておりますので、センター職員と私は、認識としまして

は、元々呉竹は隣保館が昭和３１年の隣保事業の当初から開設をされている

という歴史がございます。そして、今のはばたきの館につきましては、厚生

労働省からの隣保館の国庫補助金等を財源として、平成２２年度に新しく開

設をされているところでございます。 

 隣保館という言い方やら、コミュニティセンターという言い方はあります

けれど、地方公共団体については、住民の福祉の増進というのがもう基本で

ございます。そして、隣保館は、社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発の

住民交流拠点としての、開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各

種相談事業や人権問題の解決のための各種事業を総合的に行うということが

明記されております。したがって、地域総合センターという名称がつけられ

ているわけでございます。 

 平成２８年には、部落差別解消推進法が施行されまして、その法律をもっ

てしても、福祉と人権のまちづくりとして、隣保館の果たす役割は非常に大

きいという基本認識をしているところでございます。 

○阪東議長 岡田議員。 

○岡田議員 はい、すみません。町長のお話とかぶるところはあろうかと思い

ますが、私なりに隣保館の現状と課題について調べてみました。 

 隣保館は設立以来、同和問題解決のための地域の拠点施設として、各地域

の実態に即して、生活上の各種相談事業をはじめ、社会福祉、文化、教養、

社会教育、地区における団体育成等に関する事業を実施するとともに、同和

問題をはじめとする人権啓発に関する活動に努めていたそうです。 

 特に、生活面における諸制度の利活用をはじめ、日常生活における悩み事

の解決など、物心両面への支援が隣保館の大きな使命と捉え、地域住民の生

活改善指導を中心にしながら、周辺地域住民の参加を呼びかけて、隣保事業

を実施してきた。その結果、地域住民の生活支援と自立促進に一定の成果を

上げたとは思いますが、現在においても、生活保護受給率や不安定就労、児

童生徒の低学力傾向の問題等の課題が残されているように思います。 

 また、生活環境が大きく向上した住民と、成果があまり得られなかった住

民との二極化が具現化している問題、そして、自立に向けた事業実施に際し、

目的についての説明が十分でなかったことなどから、行政依存の体質に陥り、

一部に自立促進という目的に逆行した意識が生まれているという課題や、隣

保事業や各種団体等、地域内活動への参加者が固定化して、まちづくりへの

協力が低調となっていてきていることなど、課題が山積しています。 

 呉竹地域総合センターの現状を見てみると、本当にこれらの隣保事業がき
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ちんと理解して行われているのか、もう一度、やはり行政と区民が手を携え

て、運営方針を双方が話合い、決定するべきではないでしょうか。 

 そして、私もちょっと調べたところ、本来なら運営委員会が設立されて、

やはり住民主体ということで、そこで話合いを持つと。そして、ある意味、

行政の方は側面の方から手を携えてもらえる、そういう関係を築いていけれ

ば地域の向上につながるのではないかなと思います。現状、どこからちょっ

となくなったのか分からないんですが、当初のそういう目的、そこがちょっ

と失われて、今こういった現状を生んでいるのではないでしょうか。 

 それでは、４つ目に、呉竹区から要請文書が、区三役の会議、評議員会で

協議の上、決定して、行政に提出されたと区長から聞いたが、町として、こ

の要請文書について、どのように受け止めているかお聞かせください。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 地元呉竹区の区長さんから、７月３１日付で「呉竹地域総合セン

ター（隣保館）の正常化を求めます」というタイトルでの書面質問を頂きま

した。回答指定日でありました８月３１日付で、町長から回答書を区長様に

お渡しをいたしました。 

 この提起をいただいている岡田議員の、混乱しているやないかという点に

ついては、書面回答もさせていただきまして、この回答を基に、町長をはじ

め、センター職員含めて、呉竹区と協議をお願いしました。協議の場を設定

していただくようにお願いしまして、区長さんもご了解いただいて、近く日

程を、区長さんの方から連絡をいただくという状況になってございます。 

○阪東議長 岡田議員。 

○岡田議員 回答の方、ありがとうございます。 

 呉竹区民の呉竹地域総合センターの運営に対する思いや、やはり現状をよ

くしたいという強い願いでもあります。この要望書に基づき、誠意ある回答

をしていただけたかどうかは、私、中身をはっきりと見てないので分かりま

せんが、やはり問題解決に向けた第一歩を踏み出していただき、双方にとっ

て納得できる環境をつくっていただければと思います。 

 ５つ目に、国から隣保館という位置づけで補助金というか、特別交付金が

出ておりますが、当時、どのような経緯で交付されたのか。また、最近では、

この特別交付金が正しく使われてないように感じることを覚えますが、見解

の方をちょっとお答えください。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 ちょっと長くなるかもしれませんが、お答えをさせてください。  

 交付金ではなくて特別交付税、特交というのは特別交付税でございます。

元々厚生労働省から隣保館の補助や、あるいは教育施設に対する各種補助金
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を充てて、複合施設としての総合センターが建設をされています。 

 今申し上げました交付税の中には普通交付税と特別交付税がありまして、

特別交付税を略して特交というふうに表現しております。財政脆弱な本町と

しては、同和対策事業特別措置法が施行されて以降、町の最重点事業は、住

環境を含めて、教育、福祉、各種事業に取り組むことにいたしました。もう

ご存じでありますが、国庫補助金は３分の２の補助金で、そして、有利な起

債が発行できたということで、各事業主体の公共団体の一般財源負担は軽く

で済むんやよということであったんですが、補助対象にならないとか、補助

対象外というのも結構ありますし、そういうことで、財政脆弱の甲良町につ

いては、財源不足を生じました。これが１期の財政ピンチの状況でございま

した。 

 したがいまして、財政健全化計画、今も言っていますが、健全計画を樹立

いたしまして、同和地区人口比率の高い類似の甲良、豊郷、虎姫、３町が県

内特例３町という名称で財政援助の活動をしたのが、結果として特別交付税

で確保して、国、県への要望活動をするという状況になったのが始まりです。 

 この３町を特例３町として県も位置づけておりましたし、そして、法失効

後の平成１４年には同和問題解決のための財政対策全国協議会という、全国

で類似町が力を合わせて要望活動をやりましょうと、国へというのが、１２

市町で構成をしています。それが特別交付税活動の要望活動でございます。 

 現在、県内では甲良、豊郷が２町連絡協議会を組織をして、継続的に要請

活動を行っているところでございます。 

 ちなみに、昨年度の特別交付税は３億９，２６７万２，０００円で、前年

比４４３万６，０００円プラスということになりましたが、日野町もプラス

だったんですが、ほかの４町については全部マイナスということで、財政、

苦しいだけではなくて、甲良町のビジョンを語ったり、良いまちづくりを進

めるんやと、課題はこうなんよと。だから、財政ピンチを町にということを、

県にも、国にも、個別にも訴えている特別交付税でございます。 

○阪東議長 岡田議員。 

○岡田議員 先ほど、いろいろとお聞かせいただいて、私の方も勉強にはなり

ました。でも、やはり一番支援が必要とされる地域に、やはり福祉や教育の

向上などを図ることにより、甲良町全体のまちづくりが向上すると思われる

ので、引き続き、できるだけやっぱり支援の方をしていただければと思いま

す。 

 そして、最後の質問になりますが、この質問の６つ目に、住民自治の向上

をめざす町長の指針からすれば、今の、私は混乱していると思っているんで

すけども、呉竹センターの運営をどうにか立て直しをするべきだと考えられ
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るが、何か具体的な方策はありますか。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 先ほどの回答でも申し上げましたように、私も含めて、センター

職員と区長様が課題としているところを具体的に協議をすると、協議の場を

設定していただきながら改善をしていく、さらには、呉竹センター館長が今

後の運営委員会のスケジュールも申し上げておりますし、それから、アウト

ソーシングということも申し上げましたので、今年が調整年で、来年度がい

いスタートを切れるようにということで、今年、後半、区長様と十分調整を

して、いいセンター運営、いい区運営になるように調整をしてまいりたいと

思います。 

 柱は２つあります。１つは課題であります、この協議費の徴収体制を確立

すると。これが従前、不祥事が起こって、公金・準公金を取り扱わない。協

議費については、公金にも準公金にも属さないということから取り扱うもの

ではないということで、もう早くに、センターでは区直接に徴収していただ

くということができていたのに、それが戻ったということで、今、その徴収

方法で混乱していますので、そのことについては、行政も取り扱いませんと

いう通知は私が出させていただいて、そういう方向で今、区長さんも前向き

に検討いただいていますので、それを調整すると。 

 もう一つは、岡田議員おっしゃいましたセンターの運営委員会を条例規則

に基づいて設置をして、メンバーを選定をして、センターの運営については

運営委員会で協議をして、そして事業を進めるという、その基本を、２つを

主には調整させていただきます。 

 併せて、事務推進が適正であったかどうかについては、監査委員のアウト

ソーシングで事務監査を進めていただくということも、これはふくそう的で

ありますけど、課題は協議費と運営委員会という２つに絞って、区と調整を

させていただきたいというように思っています。 

○阪東議長 岡田議員。 

○岡田議員 先ほど、協議費のことについては、私もかねがね、いろいろと考

えていることもありまして、やはりお年寄りの方で、車も乗れない方も非常

に、呉竹区の中では多いかと思います。そういった中で、今まで、よいか悪

いかは別として、センターの方に預けたら大丈夫だろうということで、わざ

わざ足の悪い中、歩いてこられて、急にこの４月に入ってから、何度も何度

も、３回ぐらい行っても何か受け取ってもらえなかったということで、やは

り預かること自体が悪いのは、その方については、当然、分からないことで

すし。でも、今までやっぱり預かってきたという、よくない実績かも分から

ないんですけど、そういった点もあるので、やはり住民の福祉の向上とか、
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その他もろもろ考えると、例えばですけれども、今のところ、区の事務員に

対しては、週に２日しか出ていないのが現状です。その月曜日と、例えば木

曜日に、その日に預けられる人はいいんですけれども、それ以外のことにつ

いては、どうしてもやはり週２日しかおられないというのが現状ですので、

例えば、なかなか難しいことと思いますが、午前中、今の補助金というか交

付税の特交の方を使いまして、１人、区の、いわゆる職員を増やすような形

で常駐をするとか。 

 あと、もしくは、私が思っていたのは、職員がお金を預かるのは確かに駄

目だと。それは、もう３年前のときに第三者委員会でも指摘があったので、

もうそれは仕方ないこととしても、例えばその預かり証などを切って、その

お金を、職員が預かったというのではなく、あくまでも預かり証などを切っ

た上で、区の別の金庫の方に保管しておく。その説明については、事務員が

今常時おらないので、また区の方からきちんとした領収書をお渡しするので、

預かり証で申し訳ないんですけれどもという形でちょっと預かれないかどう

かなというところの、ちょっと配慮もいただけたらなと。 

 その間にいろいろと話合いをしながら、最初はやっぱりお金を預からない

というのが確かに今の現状だと思いますので、ただ、やっぱり今まで預かっ

ていたものが預かれないというところに、区民からの苦情もかなりあるのが

現状なので、そこの点については、何か配慮ができないか。今言った私の提

案もふまえて、いや、それも無理というのであれば仕方がないとは思います

が、一応できるかどうかをちょっとお聞かせください。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 今の課題につきましては、区長さんと十分協議をして進めようと

しておりますので、ただ、一面的にそんなものを変えたとか、迷惑をかけて

いるという現象面だけ、もうこの間、センターの職員ともしゃべらせていた

だきましたが、地元住民さんには丁寧に対応しているということも事実であ

りますし、その行き違いについても、区長さんと区の三役になるかもしれま

せんが、おさらいをしながら、今後のよくなる方向への展望を開いていくと

いう方向で調整をさせていただくということ。もうこれは区長さんにも申し

上げておりますので、その辺でご了解いただきたいと思います。 

○阪東議長 岡田議員。 

○岡田議員 今回の質問は、何も行政の中と呉竹区の住民の感情をあおるもの

でもなく、冷静に判断して、このまま双方がいろんな思いを胸に抱いたまま、

もしかしたら先ほど言っている思い違いや、例えば言葉のかけ違いにより、

話合いや説明がされぬまま、このまま１年争う姿勢になるのはよくないと思

い、どうすればお互いが協力して呉竹地域総合センターの運営をよりよいも
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のにできるか、いま一度見つめ直す、私は機会が訪れたのではないでしょう

かと思っております。 

 平成２２年の７月に、当時の町長である北川豊昭町長が「差別のない、明

るい未来へはばたこう」という願いから、愛称は「はばたきの館」と命名さ

れたと。新しい呉竹地域総合センターが完成したという、そういうことを話

されていました。 

 今の呉竹地域総合センターを見てみると、明るい未来へはばたくどころか、

何かちょっとぎすぎすしてしまって、つばさが折れてはばたくことすらでき

ない、そういう現状にあるんかなと思います。 

 やはり行政と区民とが手を取り合って、何度も言いますが、行政の側面的

な補助の下、やはり呉竹区民の自主性が向上できるように、そこにやっぱり

注力していただいて、何もかもやっぱり手を貸すというのではなく、そこで

力を合わせて運営していただけることを願って、この質問を終わらせてもら

いたいと思います。 

 次に、地域包括支援センターについて質問させていただきます。厚生労働

省は、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年をめどに、要介護度が高く

なっても、それまで長く住んだ地域で、その人らしい毎日を最後まで送れる

よう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括

ケアシステムの構築をめざしているそうです。 

 この中核となるのが地域包括支援センターですが、今回は、その地域包括

支援センターの現状と課題を取り上げるべく、一般質問をさせていただきま

した。 

 まず初めに、この地域包括支援センターとはどのようなものか。役割とそ

の活用方法、利用条件なども併せて見解をお答えください。 

○阪東議長 保健福祉課長。 

○中村保健福祉課長 地域包括支援センターとはということでございますが、

保健師または看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員、いわゆる主任ケア

マネジャーでございます、の専門員配置し、町内で生活する高齢者やその家

族が健康を保ち、安定した生活を送ることができるよう、必要な援助を行う

ことを目的に設置、運営を今、しているところでございます。 

 その役割の３職種でございますが、保健師ならびに看護師につきましては、

町内の高齢者が要介護や要支援状態にならないように実態を把握すると、介

護予防を実現するための業務を行うというものでございます。 

 また、社会福祉士につきましては、高齢者やその家族の様々な相談を受け

て、必要なそのサービスにつなぎまして、高齢者虐待の防止や権利擁護事業

により、安心して暮らし続けることができるように支援をするというもので
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ございます。 

 ３つ目の主任介護支援専門員は、地域のケアマネジャーが抱える困難事例

の指導・助言を含めた支援を行い、継続的に在宅医療や介護を受けることが

できるように関係機関との連携や協力体制をつくり、高齢者や家族が必要な

ときに必要な援助を切れ目なく受けられるように調整をするというものでご

ざいます。これが３職種の主なことでございます。 

 活用方法でございますが、地域包括支援センターにつきましては、介護を

必要とする方だけではなく、その家族の方でありましたり、６５歳以上の一

般高齢者の総合的な窓口としても利用できるというものでございます。 

○阪東議長 岡田議員。 

○岡田議員 次に、本町における地域包括支援センターの現状と課題について

お聞かせください。 

○阪東議長 保健福祉課長。 

○中村保健福祉課長 地域包括支援センターの役割を果たすために、先ほど言

いました３職種の配置が必要ということになります。ただし、第１号被保険

者、３００人未満については、社会福祉士または主任介護支援専門員のいず

れかの配置が義務づけられているというところでございます。今後、さらな

る人口減少や高齢化が進む中で、深刻な高齢者問題に対応できるように、専

門的な人員の確保が必要でありまして、その３職種が、それぞれの課題や役

割を果たすということが課題ということでございます。 

○阪東議長 岡田議員。 

○岡田議員 本町においては、高齢化率も高く、成人病や人工透析を受けてい

る方も多い中、できるだけ健康で長生きできるように取り組むことが国保や

介護保険料を引き下げられる手段になるので、地域包括支援センターの役割

は非常に重要だと思うが、本町だけでなく、先ほど、中村課長も言われたよ

うに、どこも人材不足や業務過多で機能していないのが現状だと思います。 

 介護予防ケアマネジメント事業、総合相談支援事業、介護予防支援、権利

擁護の業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、在宅医療、介護の

連携、認知症の初期集中支援システム、いわゆるオレンジファイブですね。

認知症の地域支援推進員、生活コーディネーター、地域ケア会議の開催など、

本当に多岐にわたり人材が不足しているのが現状だと思います。 

 ケアマネジャーもいない中、今年度で所長の方もいったん定年を迎えられ

るので、後進の育成も含めて、地域包括支援センターの役割を考えると、今

後、この現状と課題を念頭に置いて、ちょっと次の質問に入りたいと思いま

す。 

 本町として、今後の地域包括支援センターを、どのような位置づけを検討
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しているのか。近隣では直営ではなく委託も多くなってきているが、その点

の見解をお答えくださいということで、私、当初の一般質問の通告書を出し

たときに、一応、町長にも、トップとして、今の地域包括支援センターの役

割、もちろん知っておられると思うんですけども、どういう位置づけにある

かという点で、一応、町長の方にもお答えいただければと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 今、第１問目の質問に、保健福祉課長が説明しました。ただ、多

岐にわたる業務ということと、それから、その業務を、多くの業務を順調に

こなしていくということがやっていけないと、今おっしゃいました国保や、

あるいは介護保険の会計に苦労する、あるいは健康な老人づくり、私は健康

づくり運動と言うているんですけど、その方が全ての方に早道になるという

ことを申し上げていますので、国保事業にしても、介護保険事業にしても、

保険と健康事業、医療というのを一体的にやらないといかんという指針であ

りますので、できるだけその包括センターが地域のニーズに合った業務がこ

なせるように。 

 ですから、他の業務も同じなんですが、委託やから駄目、正職でないと駄

目ということではなしに、業務本位で、それはいい方法はいかにあるべきか

ということが業務の基本になってくるんじゃないかなというふうに思います。 

○阪東議長 保健福祉課長。 

○中村保健福祉課長 地域包括支援センターは地域住民の保健医療の向上およ

び福祉の向上を包括的に支援するというのが重要ということでございます。

いつまでも高齢者が元気に楽しく住み慣れた地域で生きがいを感じながら暮

らしをサポートする必要があるというところで、今後は、様々な専門的な方

や専門の機関と連携をして運営をしていくということも考えていくというこ

とでございます。 

 委託の状況でございます。滋賀県内１９の市町で５５カ所の地域支援セン

ターが設置されており、そのうち２９カ所が委託をされておられるというと

ころでございます。６町につきましては、全て委託はされておらず、直営で

ということで運営されておるところでございます。 

 委託の議論につきましては、甲良町地域包括支援センター運営協議会にお

いても議論をいただいておりまして、顔の見える関係ができている小さな町

で外部委託することはサービスの低下につながる可能性が高く、高齢者に死

を迎えられるように直営の包括支援センターを機能してほしいというような

お話をいただいているところではございます。ただし、先ほども言いますよ

うに、人材の確保の観点からも、全てが直営ということではなく、人材確保
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からも、委託も検討するということは必要ということも考えております。 

○阪東議長 岡田議員。 

○岡田議員 先ほど、中村課長の方からも直営と委託についての話をされまし

たが、地域包括支援センターの現状で、少し前の統計になりますが、全体の

統計でいくと直営が３５．４％、委託が約６５％だそうです。委託の中でも

特に、社会福祉法人の割合が約３４％、続いて、社会福祉協議会が約１２％

になります。 

 この数字だけで見ると、やっぱり本町も委託に移行するのもありかなと思

われる方もあると思いますが、先ほど、中村課長も言われたように、社会福

祉法人などに、例えば委託をすると、どうしてもその委託業者が有利になる

ような運営がされることもやっぱり多々聞きますし、様々な問題を持つ甲良

町においても、何とか人材確保等、やはり業務を見直して、ただし、やっぱ

り先ほど、私もお話させてもらいましたが、非常に業務過多になっていると

いうのは事実なので、どの部分を、例えば一部委託できるものは委託すると

いうのも、全体としては直営でいいと思うんですけれども、業務の方を、も

し人材がどうしても集まらないということであれば、ちょっと臨機応変にそ

ういうことも検討に入れるべきではないでしょうか。 

 次に、地域包括ケアシステムとはどのようなものかお聞かせください。 

○阪東議長 保健福祉課長。 

○中村保健福祉課長 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしを続けていく

ことができるように、医療でありますとか、介護・予防・生活支援を一体的

に提供し、必要とされるサービスを切れ目なく提供することで、地域に住む

高齢者を支えていくというものが、ケアシステムでございます。 

 地域包括ケアシステムには、公的なサービス支援の共助と公助だけではな

く、自分の力で問題を解決する自助でありますとか、住民が互いに助け合う

互助による支えも必要と言われているところでございます。 

○阪東議長 岡田議員。 

○岡田議員 そこで、本町における地域包括ケアシステムの構築のプロセスと、

現状と課題についてお聞かせください。 

○阪東議長 保健福祉課長。 

○中村保健福祉課長 地域包括ケアシステムを構築する計画としまして、３年

ごとに、今年度、改正のときでございますが、高齢者の実態やニーズを調査

し、高齢者保健福祉計画を策定しておるところでございます。今年度は、先

ほど言いました改定の計画の作成中でございます。また、多様な職種や機関

が連携して甲良町地域ケア会議を開催しまして、個別の事例を通して地域の

共通の課題や社会資源を具体的に検討しまして、サービスの開発と地域づく
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りを検討していきたいというふうに考えております。 

 現状としましては、今後さらに人口減少と高齢化が進み、財源の確保も難

しくなる中でございます。公的なサービスだけではなく、地域住民の声がけ

や見守りなどの支援の事業の自助でありますとか、互助が果たす役割を実現

するためにネットワークづくりをするということが必要であり、課題となっ

ているところでございます。 

○阪東議長 岡田議員。 

○岡田議員 中村課長の答弁と被るところもあると思いますが、先ほど言われ

たように、２０２５年に向けて、３年ごとの介護保険事業計画の策定実施を

通じて、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じた地域包括ケア

システムを構築していかなくてはならないと思います。 

 事業活動における管理業務を円滑に進める手法の１つにＰＤＣＡサイクル、

よく言われるプラン・ドゥ・チェック・アクトの４段階を繰り返すことによ

って業務を継続的に改善されていることと思いますが、特に、私は個人的な

見解でありますが、やはり、そこに地域リーダーの発掘とボランティア等に

よる実務が必要かと思われます。 

 特に、甲良町においては、ＮＰＯ法人などボランティア団体、ボランティ

アの方は各種団体ありますが、なかなか地域の、個人でトップになれる人材

はいるようでいないというのが、すごい現状だと思います。そうしたところ

で、やはり行政サービスのみならず、やはりＮＰＯ、ボランティア、民間企

業等の多様な事業主体による重層的な支援体制を構築することが今、大切な

んじゃないかなと思います。 

 特に、甲良町においては、何度も言いますが人材不足もあり、そしてやっ

ぱり行政の財政的な面についても、どうしてもここまでやりたいと思ってい

ても、なかなか財政難の甲良町においては、そこが非常に難しいのではない

かと。そうしたところによると、やっぱりそのボランティアのリーダーです

ね。リーダーを育成して、それが代わりになって、またほかの別の補助金等

を取れるところもあると思いますので、行政は、あくまでそこをうまいこと

構築していくという、先ほど中村課長もおっしゃっていましたが、うまいこ

と連携を取れるところに注力していく方が、よりよい地域包括ケアシステム

になるんじゃないかなと思います。 

 最後に、自治体ごとに異なる工夫が必要と思うが、本町としての取組をお

聞かせください。 

○阪東議長 保健福祉課長。 

○中村保健福祉課長 高齢者がいつまでも生き生きと、生きがいを持って健康

的な生活ができるよう、生活習慣病の重症化予防を基本とした健康づくりが
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実践できる環境をつくるでありますとか、生涯現役で働ける場を確保し、元

気な高齢者を増やしていくというところが重要というふうにも考えておりま

す。 

 また、ひとり暮らしの高齢者のみの世帯がより一層増加することが予測さ

れる現状の中でございますが、地域で安心して暮らし続けることができるよ

う、地域づくりをみんなで連携をしていただくと。私どもの事業でいきます

と、緊急通報システムや外出支援、または安心見守りネットワークなどに取

り組んでいく、また今後も取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○阪東議長 岡田議員。 

○岡田議員 今回の地域包括支援センターの質問については、行政としての方

向性と現場の思いというのが、私もたまたま今、保険の代理店の仕事をして

いるので、そういった介護サービスの事業等の業者も、たまたまこの甲良町

内にも、何人かのお客さんもおられるので、ちょっと現場のそういう思いと

かいろんな話を聞いていると、やっぱりちょっとこう認識の違いとか、他の

市町村に比べて、ちょっと今、甲良町、弱っているなというのをそれとなく

伝えてこられることも多いので、何とかやはりこの地域包括支援センターを

もう一度立て直して、甲良町単独でするというのは非常に大変なことだと思

うので、周りの理解とか協力等、うまいこと連携のシステムを構築しながら、

どのような形態で今後、地域包括支援センターを運営していくのがいいのか、

模索できないかなと思って一般質問をさせていただきました。 

 ２０２５年問題はもう既に始まって、もう待ったなしで訪れています。早

急に高齢化社会に対応すべく、本町においても知恵を絞って取り組んでいく

べき課題だと思いますので、ぜひ最善策を検討して、やはり先ほども中村課

長も言われたように、やっぱり町民の皆様がいつまでも元気に明るく、やっ

ぱり住み慣れた地域で暮らし続けるための制度をやっぱり確立してほしいな

と思います。それがやっぱり幸福にもつながっていくと思いますし、今、こ

のコロナの大変な中、なかなかそういった活動も難しいと思いますが、何と

か皆さんで知恵を振り絞っていただいて、やっぱり町民の健康づくりに一役

買っていただければと思います。 

 これで私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。 

○阪東議長 岡田議員の一般質問が終わりました。 

 次に、５番 野瀬議員の一般質問を許します。 

 ５番 野瀬議員。 

○野瀬議員 それでは、議長の許可が出ましたので、本日最後になりましたけ

ども、質問に入らさせていただきます。 
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 まず、新型コロナウイルスに関してですけど、現在、国そして町でも喫緊

の課題というのは新型コロナウイルスをいかに拡大させないか、そしてコロ

ナ禍のもとで、経済を含めて以前の生活を早く取り戻す、これが重要なこと

だと思っております。１日も早い終息を願って質問に入らさせていただきま

す。 

 １番目として、今年の猛暑というのは記録的で、隣の東近江市、ここでは、

たしか２０日だったと思うんですけども、体温をはるかに超える３９．２度

というとんでもない暑さがありました。一方、海上を見てみると、海水温

が３０度Ｃを超えて台風が発生しやすい、そういった状況があります。 

 ここのところ、台風は近畿地方を直撃はしていませんが、台風８号、９

号、１０号と立て続けに九州地方に接近しておるというような状況が続いて

おります。新型コロナウイルス禍の下で、風水害、そして地震も含めてです

けども、こういったところで避難所開設という可能性があります。３密を避

けて避難所開設をしていく必要があると思うんですけども、その計画をお聞

きしたいと思います。 

○阪東議長 総務課長。 

○中川総務課長 台風の関係で、風水害の際に開設する避難所では、３つの密

が重なりやすくなるというような状況になりますので、新型コロナウイルス

の感染リスクが高くなると想定されます。 

 本町では、滋賀県が作成している新型コロナウイルス感染症対策のための

避難所運営ガイドラインというのがありますので、それを参考にして対応し

ていくことを考えております。 

 まず、総合受付の前に事前受付を設けて、濃厚接触者や発熱者、体調不良

者を専用スペースに案内することで感染症対策に努めると。事前に、事前受

付があって、そこでまず分かれてもらういうようなことをまずやろうかなと

思っています。 

 それと、居住スペースについても、世帯間の距離を一、二メートル空けて

避難してもらおうかなと。あと、パーテーションを利用して、飛沫を防ぐこ

となどをこの秋からやっていきたいなというふうには思っていますし、定期

的な換気や、衛生対策の徹底に努めていきたいなと思っております。  

 あと、多様な避難として、今までは避難所に集まるだけのイメージでした

が、例えばですが、自宅の安全な場所、垂直避難ですね、や安全な親戚や知

人宅への避難の呼びかけなども考えておりますし、避難時のマスクや消毒液、

体温計なども呼びかけております。 

 基本的には、避難所における感染対策の基本的な取組をこのようにします

よというのを、甲良町民に向けてのチラシを今作成していますので、それが
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できたら配布しようかなとは思っております。 

○阪東議長 野瀬議員。 

○野瀬議員 県の方がマニュアルを作っているというのは理解しているんです

けども、町民にチラシを配るという、それもいいんですけども、職員がまず

徹底して、理解して、すぐに動けるようにということで、指導の方をよろし

くお願いします。 

 今までの経過を見ていると、それほど沢山の避難者というのは出てないと

思うんですけども、今後、ちょっと人数が多くなったとき、今までは公民館

と福祉センター、両センターだったと思うんですけども、それに加えて、小

学校、中学校の体育館、この辺も十分利用していただいて、密にならないよ

うにという方向で考えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 あと、町の避難所の前に、各字では一時避難所というのを公民館に指定さ

れているところがほとんどだと思います。おそらく、同じような注意事項な

り、マニュアルが必要だと思うんですけども、実際、町から各字への指導で

すね。配るということだったんですけども、特に、区長になるとは思うんで

すけども、公民館に対して、こういう注意をせよというところの指導は行っ

ていただいているんでしょうか。 

○阪東議長 総務課長。 

○中川総務課長 ８月１１日に、まず区長会がありまして、そこで、当然コロ

ナの話をすると、この避難所の話が出てきまして、区長さんの方も大分興味

を持たれているようで、この議論は出ています。その後のまちづくり協議会

でもこの話が出ていました。 

 結局、町の方も、まず県のガイドラインがこうですよというふうな説明も

させてもらったんですが、区民を対象にということなので、そんな分厚いも

のをもらってもあれなんでということで、チラシを作って用意してほしいと

いうようなことと、あと、マスクなり、体温計なりを町の方で幾つか用意し

てほしいというような、ちょっと話もありましたので、６月の補正予算で予

算を見ていただいていますので、早急にそれを各区の方に配布させてもらう

というようなことを約束した次第であります。 

○阪東議長 野瀬議員。 

○野瀬議員 分かりました。その辺、避難所開設がないというのが一番いいん

ですけども、万が一そういうことをせざるを得なくなったとき、うまく運営

できるようによろしくお願いします。 

 次へ行かせてもらいます。先ほどの質問の中で、教育長の方から学力が少

し伸びたよという話を聞かせていただいたんですけども、ありがたいことだ

と思うんですけども。新型コロナウイルス禍によって、小中学校の夏休み、
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これは短縮されております。それと、昨年の年度末、これも少し短くなって

おります。ということで、各学年のカリキュラムが消化し切れてないと、夏

休みを短縮しても消化し切れてないのと違うかというように私は思っており

ます。 

 現在、学習の遅れ。この学習の遅れというのは、相対的な遅れじゃなしに

カリキュラムの遅れというところで、問題がないかどうかというところは、

いかがでしょうか。 

○阪東議長 学校教育課長。 

○藤村学校教育課長 夏休みの短縮で、１５日間の授業を確保しております。

また、中学校におきましては、土曜日の授業を５日間行っております。その

ほか、学校行事の中止や縮小で生じた時間を授業に活用しております。また、

県教育委員会より、各教科の学習の回復モデルが示されておりますので、そ

れも参考にしながら、学習内容の重点化を図り、効率的な学習を進めている

ところでございます。今のところ、今年度中に各教科の履修が終わるように

授業計画を立てさせていただいております。 

 なお、甲良西小学校につきましては、７月に臨時休校を行いましたので、

冬休みを短縮して、学習の遅れを回復する予定でございます。 

○阪東議長 野瀬議員。 

○野瀬議員 ということは、今のところ、短縮はせざるを得ないんやけども、

カリキュラムは何とかなりそうやと、ぎりぎりのところでということでよろ

しいんでしょうか。 

○阪東議長 学校教育課長。 

○藤村学校教育課長 現段階で申しますと、今のところ、今年度中に終われる

ということを各学校から聞いております。 

○阪東議長 野瀬議員。 

○野瀬議員 ありがとうございます。 

 ただ、ちょっと気になるのが、中学３年生。中学３年生というのは、やっ

ぱり次の高校へ進学するというところがありますので、この中学３年生に対

しては重点的に教育のフォロー、この辺を当たっていく必要があると思うん

ですけども、特に中学３年生に対しての対応、考えておられること、何かご

ざいますか。 

○阪東議長 学校教育課長。 

○藤村学校教育課長 中学校３年生については、高校受験を控えているという

ことで、中学校が土曜日に授業をされたのも、その一環でございます。ま

た、１０月からは学生チューターを募集しまして、放課後に子どもたちへの

補習等を行う予定でございます。 
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○阪東議長 野瀬議員。 

○野瀬議員 中学３年生という節目なので、今後の人生によって、また大きく

変わってくるところですので、この辺、何とぞよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 その辺のところでお願いします、お願いしますなんですけども、これ、ひ

ょっとして、コロナ禍で先生に負担が行っていないかなというのは、逆に心

配なんですけどね。その辺はいかがでしょうか。 

○阪東議長 学校教育課長。 

○藤村学校教育課長 先生方につきましては、やはり今まで以上にコロナの感

染防止対策を徹底しております。その加減で、やはりふだんと比べますと、

そこに消毒の作業があったりとか、いろいろな面、またカリキュラム、先ほ

ど議員が心配していただいたように、終わるようにカリキュラムの組み直し

をしたりということで、先生方の負担というのは多くなっているのは現実で

ございます。 

○阪東議長 野瀬議員。 

○野瀬議員 消毒に関しては、県か国か忘れたんですけども、補助があるよう

に聞いておりますので、ちょっとその辺、調べていただいて、先生方だけに

負担がかからないようにということで、フォローをお願いしたいと思います。 

 続きまして、防災訓練関係になりますけども、今年度の防災訓練というの

は中止になりましたけども、数年前から提唱されておりますけども、ＩＣＴ

を活用した防災、この辺を推し進めていく必要があると思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○阪東議長 総務課長。 

○中川総務課長 まず、ＩＣＴの意味ですが、情報通信技術ということで、パ

ソコンだけでなく、スマートフォンやスマートスピーカーなど、様々な形状

のコンピューターを使った情報処理や通信技術の総称のことであります。こ

れを進めてはどうかということであります。 

 現在、町の方では、防災情報についてはホームページや一斉配信メールを

行っておりますし、また、Ｌアラート。Ｌアラートといいますのは、テレビ

のｄボタンを押していただくと、災害情報が流れたり、甲良町の避難所が出

たりするようなことです。それにも取り組んでいますし、防災行政無線等で

状況に応じた様々な情報発信手段を整備しております。近年につきましては、

ＳＮＳが急速に発達したことも影響し、災害発生時においても、ＳＮＳ経由

で防災情報や被災報告など、膨大な情報が発信されております。 

 甲良町においても、令和元年１２月にヤフー株式会社とインターネットの

特性を活用し、防災情報や避難所の開設情報などをＹａｈｏｏ！防災アプリ
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を通じまして配信できる、災害に係る情報発信等に関する協定を締結したと

ころであります。防災情報以外にも、新型コロナウイルス感染情報等も発信

しておりますし、また、来年度におきましては、ＬＩＮＥを活用した情報発

信ができるよう、県と今、連携して整備をする予定もしております。 

 町として、今後、ＩＣＴを活用した防災を進めるために、今、情報収集な

ども行っているところであります。 

○阪東議長 野瀬議員。 

○野瀬議員 先日、区長会でいろんな防災の関係の説明もされたと思うんです

けども、今、おそらく各字の防災責任者というのは区長さんが兼ねているか

なと思うんですけども、情報が区長さんに確実に届くように、先ほど話にあ

りましたスマホで一斉連絡をするなり、その辺のところは、先日の区長会で

は連絡をしたのか。そして、そういった一斉メールのシステムがあるのか。

その辺はいかがでしょうか。 

○阪東議長 総務課長。 

○中川総務課長 この前の区長会では、ちょっと具体的な、そのようなところ

まではできておりません。この間の区長会につきましては、今言われたよう

に責任者が実際、区長さんやということで、それを通称、今、自主防災組織

というふうに呼んでいますので、まず自主防災組織をつくってくださいよと

いうようなことで、できている在所、できていない在所、温度差があります

ので、そういうところを、規約をつくってやっている在所の事例を出したり、

ここの在所はこういうことをしていますよというような情報提供だけであり

まして、まだ具体的に区長さんとラインで結ぶような行為は、まだできてお

りません。 

○阪東議長 野瀬議員。 

○野瀬議員 そういった組織というか、各字の規定なり、まとまったものは全

て、私、あると思っていたんですけど、ないところもあるんですか。 

○阪東議長 総務課長。 

○中川総務課長 結構、どちらかというと、すかっとできていない方のがまだ

多いんじゃないかなというようなことです。できていて、実際、それに基づ

いて、今、訓練されている集落もありますし、できましたら、町としては、

まずそういう組織をつくっていただいて、自らの命は自ら守るという視点で、

まず集落でそういうような動きをしてほしいなということで進めておるとこ

ろです。 

○阪東議長 野瀬議員。 

○野瀬議員 はい、分かりました。その辺も含めてうまく指導の方を、うまく

回るように指導の方、よろしくお願いします。 
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 続きまして、次に行かせてもらいます。先ほど、建部議員から、若い人に

対しては情報がうまいこと届いていないという話がありましたけども、私、

ちょっと視点を変えて、甲良町内で、日本語が不自由な外国人が住んでおら

れる、もしくは労働されている人がいると思います。彼らに対して、防災意

識の向上とか防災情報の伝達、これが今後、必要になってくると思うんです

けども、その辺の計画というのは、現在あるでしょうか。 

○阪東議長 企画監理課長。 

○北坂企画監理課長 各言語ということで、いろんな外国の方がおられますが、

企画監理課としては、滋賀県情報として閲覧していただけるように、滋賀県

国際協会を通じまして、滋賀県の広報なんかを窓口で設置していこうという

ふうになっております。ただ、防災に関しては、ハザードマップなどの作成

を今後してまいります。その際に、英語訳などができればいいのかなという

ふうに考えております。 

○阪東議長 野瀬議員。 

○野瀬議員 ちなみにですけども、甲良町在住で外国籍の方は何名いらっしゃ

るんでしょうか。 

○阪東議長 住民課長。 

○小林住民課長 今、外国籍の人数としましては７３名いらっしゃいます。  

○阪東議長 野瀬議員。 

○野瀬議員 この中で、全てが全て日本語が話せるということではないと思う

んですけども、片言でも話せたらいいんですけども、通じないという方はど

のぐらいの割合になるんでしょうか。大体で結構です。 

○阪東議長 住民課長。 

○小林住民課長 一応、転入とか転出のときには必ず通訳の方が来られていま

すけど、ほぼ片言の方が多いです。ただし、日本人の方とご結婚されている

外国籍の方、いらっしゃいますので、そういった方の場合は結構、日本語が

できます。 

 実際、住民課の窓口にもポケトークを置きまして、必要あらば翻訳機でお

話をさせていただくような、というふうには準備をしております。 

○阪東議長 野瀬議員。 

○野瀬議員 翻訳機等を使えば何とかコミュニケーションはつながるという認

識でよろしいんですね、そうすると。はい、分かりました。 

 簡単な部分の外国の人に対するコミュニケーション、本当に簡単な部分だ

けに関しては、窓口でもしゃべれるぐらいの技量を持っていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、次へ行かせてもらいます。先日の全協でもちょっと話が出てお
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りましたけども、このコロナに向けて特別定額給付金、この辺が支給されま

したけども、この支給の漏れ等はなかったか、現状をお知らせください。 

○阪東議長 企画監理課長。 

○北坂企画監理課長 特別定額給付金、１０万円でございます。給付対象者、

最終的には２，６１６件分で、６，８６３人が対象となっております。この

うち、給付が済みましたのが２，６０８件で、６，８５５人でございます。

差としては８人ではございますが、未申請というのは、一応、５名が未申請

でありました。ほかの３名については、１人は辞退、２人は死亡ということ

で未申請ということでございます。 

○阪東議長 野瀬議員。 

○野瀬議員 そうすると、忘れていて申請漏れというところはなしというとこ

ろでよかったんですね。 

○阪東議長 企画監理課長。 

○北坂企画監理課長 全くの、１名さんについては、忘れということはないと

思うんですが、何度かアポは取っているんですが、ご申請いただかなかった

ということです。 

○阪東議長 野瀬議員。 

○野瀬議員 分かりました。きちんとしたフォロー、ありがとうございます。 

 それと、あと、それ以外で町独自で１万円の給付、そして、学生に対する

給付、この辺のところの状況はいかがだったでしょうか。 

○阪東議長 教育次長。 

○福原教育次長 先日、全協でも報告させていただきましたが、まず、学生の

方なんですが、５万円、自宅から通う学生です。５万円の対象者が８２名。１０

万円、これは下宿等で学校に通う学生なんですが、４３人いました。 

 あくまでも、これにつきましても、上乗せ給付金１万円につきましても、

期日を８月２８日までとさせておりました。今の人数につきましては、８

月２８日現在の人数であります。ただし、これも全協の方では報告させても

らいましたが、２８日で受付終了したというものではなくて、これからも受

付の方は行っていきたいなと思っております。学生につきましては、その

後、１名の方の申請があります。この中には含まれておりません。 

 次に、全町民に対する１万円の給付でございます。この分につきまして

は、６月１日を基準日にしておりますが、２，６１２世帯で、６，８４８人

でございます。８月２８日現在で２，５０９世帯の申請がありました。また、

人数で言いますと６，６６９人の申請があります。 

 １８歳以下の子どもにつきましては、４月２７日現在でございます。対象

人数といたしましては１，０１３人。８月２８日現在での申請者が１，００４
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人となっております。 

 ただ、今、全町民の１万円の給付金で、１０３世帯で１７９名の方がまだ

未申請ではございますが、この中には拒否、受け取らないと言われた方、ま

た、６月１日が基準日でありますが、発送は７月１日に発送しております。

それまでに亡くなった独居の方も数名おられます。また、外国人の方、帰国

された方も数名おられます。ただ、その整理については、今のところまだ行

っておりません。ただ、今後におきましても受付の方は行っていきたいと考

えております。 

○阪東議長 野瀬議員。 

○野瀬議員 もう少しのところなので、甲良町、手厚いフォローはきちんとし

ているよというところで、実際、申請はしたいんやけれども、漏れていると

いう人のないように、その辺のフォローをよろしくお願いします。 

 コロナウィルスに関しては、以上で終わります。 

 続いて、マルゼンの関係ですけども、８月２０日をもって、町内で一番大

きいスーパーであるマルゼン、これが撤退いたしましたけども、ここは、甲

良だけでなく多賀からも来店していただいたようです。買物難民という言葉

が出ておりますけども、そういった買物難民を出さないために、いろいろ対

応はしていただいているんですけども、聞くところによると、平和堂が諦め

たということで、なかなか進出が進んでいないというところで聞いておりま

すけども、その後の進捗、何かいいニュースがあればご連絡いただきたいん

ですけども。 

○阪東議長 町長。 

○野瀬町長 ちょっと歴史的経過を、当初から申し上げます。 

 甲良町といたしまして、マルゼンさんの進出以前の当初は、甲良町が、平

成６年５月に甲良町農村活性化土地利用構想で、商工会加盟の小売店の共同

出展による「せせらぎタウン アイム」という名称で共同店舗が設置をされ

たのが始まりでございます。したがって、そのときに甲良町商業近代化協同

組合という組合を組織されましたので、今も事業主体は甲良町商業近代化協

同組合という運営でございます。この店舗にマルゼンさんが進出されたのが

平成１９年、そして、平成２５年からは平和堂グループとして事業経営がさ

れてきました。８月２０日のマルゼンさんの閉鎖によって、事業主体の甲良

商業近代化協同組合に全ての主体が戻ったということになります。 

 議員もおっしゃいました状況は、平和堂さんが撤退したことによって、商

工会なり町も情報発信してきましたが、進出調査をいただいたスーパーさん

もあるんですが、平和堂さんが撤退したということで、ちょっと皆、スーパ

ーさんについては進出希望がないというふうな状況でございます。 
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 それから、８月５日に、町長宛てに、代替小売店の継承を願っての、マル

ゼンＫモール店の存続を求める１，０２５人の請願署名を受け取らせていた

だきました。そのことで、町民の唯一のスーパーがなくなったということで、

今後、組合と、それから商工会、そして町もバックアップをしながら、情報

収集と事業者誘致に努めなければならないというふうに思っています。 

 したがって、議員もおっしゃいました、ちょっとスーパーという線は非常

に厳しいという状況でありますので、もう少し業種、業態を新たな方向に向

けないかんのかなというのが今の状況でございます。 

○阪東議長 野瀬議員。 

○野瀬議員 状況は分かりました。ただ、車がある人に関しては、彦根なり、

ほかのところへ行けるんですけども、独居で、自転車しかない、歩いてしか

行けないという人にとっては、ここは唯一買物ができるというところでした

ので、何とか積極的なフォローをよろしくお願いして、私の質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。 

○阪東議長 野瀬議員の一般質問が終わりました。 

 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日は、これをもって散会します。ご苦労さんでした。 

（午後 ５時０５分 散会） 
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